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午前９時３０分 開会 

 

開会挨拶 

 

○委員長（山本賢一議員） 皆さんおはようございます。今日からですね、令和７年度の美瑛町

議会予算審査特別委員会を開会ということになりました。一般会計、企業会計、特別会計合わ

せまして１４６億という大きな予算となっております。町民生活にとって非常に重要な予算案

件となっております。また、まちづくりにとっても非常に重要なことが多々あるかと思います。 

これからですね、各委員の皆様方のですね、慎重な審査を行っていただきましていただけれ

ばなという風に思っております。これから３日間の長丁場になりますけれども、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

開会宣告 

 

○委員長（山本賢一議員） ただいまから令和７年度美瑛町議会予算審査特別委員会を開会しま

す。ただいまの出席委員は１２名であります。 

 

町長挨拶 

 

○委員長（山本賢一議員） 予算審査に入る前に町長から挨拶があります。 

（「はい」の声） 

町長。 

（町長 登壇） 

○町長 皆さまおはようございます。委員の皆さまには全員参加のもとで予算委員会を開催を頂

きまして、誠にありがとうございます。ただいま委員長様からのお話もございました令和７年

度美瑛町各会計につきまして、一般会計特別会計企業会計含め１４６億４，３７１万６，０００

円という大型の予算をご提案をさせていただいたところでございます。総括質疑等で既にやり

とりをさせていただいておりますけれども、いずれも重要な事項を盛り込んでいる。そして、

財政の運営の安定化という観点からも、今回の予算を計上させていただいたところでございま

す。３日間に渡ります予算審査、大変重要でございますし、また、一つ一つの項目につきまし

て、町民の代表でいらっしゃる議会議員の皆さまからご指摘、ご指導を賜る、大変貴重な機会

でございます。どうぞ活発なるご議論、またご指導を賜りまして、この予算につきましてご討

議頂き、そして、認めてお認めを頂きますよう心よりお願いを申し上げる次第でございます。
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３日間の長丁場でございます。山本委員長、八木副委員長のもと、どうぞ皆さまの温かいご協

力を心よりお願いを申し上げまして、冒頭、開会に当たりましての挨拶に代えさせていただき

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（山本賢一議員） ありがとうございました。暫時休憩いたします。 

休憩宣言（午前９時３２分） 

（町長 退出） 

再開宣言（午前９時３３分） 

○委員長（山本賢一議員） 委員会を再開します。 

審査に当たっての留意事項は、配布済みの審査方針のとおりでありますが、若干補足と確認

しておきたいと思います。まず、委員の発言要求及び説明員答弁は挙手によって行い、委員長

の許可を得た後、起立して簡潔に行ってください。質疑の方式は一問一答とします。また、会

議規則第５４条に発言は全て簡明にするものとし、議題外にわたり、また、その範囲を超えて

はならないと規定されており、当委員会においてもこの規定が準用されます。以上であります。

よろしく審査願います。 

その他、ご意見がありましたら承りたいと思います。ご意見ありませんか。 

（「なし」の声） 

ないようですが、審査中にあれば、その都度委員会で協議し進めたいと思います。 

 

議案第２６号 令和７年度美瑛町一般会計予算について 

議案第２７号 令和７年度美瑛町老人保健施設事業特別会計予算について 

 

○委員長（山本賢一議員） それでは令和７年度美瑛町一般会計、特別会計及び企業会計の予算

審査を始めます。 

はじめに総務課、会計課、議会事務局及び監査委員事務局所管の予算内容について、総務課

長の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

総務課長。 

（総務課長 登壇） 

○総務課長 おはようございます。それでは、総務課及び会計課が所管いたします、令和７年度

の歳出予算の概要につきまして、美瑛町各会計予算書に基づきご説明申し上げます。 

予算書の３５頁からになります。第２款総務費、第１項総務管理費、第１目職員給与費は、

他の会計で負担する職員を除き、特別職を含めた給料、手当、共済費及び負担金等として、前

年度対比３，０１４万４，０００円増の１１億７，７５３万４，０００円を計上いたしました。
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増額の主な要因は、３６頁、説明欄（１）職員給料のうち一般職給料、（２）職員手当及び（６）

退職手当組合負担金において、一般職の職員数の増及び給与改定に伴う増などによるものです。 

第２目一般管理費は、事務の管理、渉外等に関する経費として、前年度対比６１０万５，０００

円減の５，８８７万４，０００円を計上いたしました。減額の主な要因は、３８頁、説明欄２

の（３）一般管理事業において、文書管理システム導入に伴う使用料が増となった一方で、行

政区・町内会の運営等に関する経費について、地域活動推進一括交付金事業として、第７目地

域振興費へ移行したことに伴う減などによるものです。 

次に、３９頁になります。第４目車両管理費は、総務課で管理する車両の運行費用及び全公

用車の重量税、車両保険料等として、前年度対比３００万５，０００円減の１，２０５万 

５，０００円を計上いたしました。減額の主な要因は、車検対象車両の減及び更新車両の車種

の差異に伴う減などによるものです。 

第５目財産管理費は、普通財産及び役場庁舎の維持管理等に関する経費として、前年度対比

４５７万３，０００円減の８，６８０万４，０００円を計上いたしました。減額の主な要因は、

４２頁、説明欄２の（３）町有財産利活用推進事業において、町有財産の利活用に係る不動産

鑑定評価、用地確定測量に係る経費を新規計上した一方で、文書管理システム及び職員勤怠管

理システムの導入のスマート行政推進事業の完了に伴う減などによるものです。 

次に、４１頁になります。第６目情報管理費は、役場庁舎及び各公共施設の情報管理経費、

総合行政情報システムや共同処理している電算処理システムの運用に係る経費など、情報管理

に関する経費として、前年度対比９，１３４万６，０００円増の１億５，３０５万５，０００

円を計上いたしました。増額の主な要因は、４２頁説明欄２の（１）情報管理事業において、

セキュリティポリシー策定業務、庁舎内ＩＴ支援業務の新規計上及びアプリケーションサービ

スのライセンス単価の上昇に伴う増。（３）総合行政情報システム（Ｒｅａｍｓ．ＮＥＴ）管

理事業において、自治体情報システム標準化の移行経費の新規計上に伴う増。４４頁、説明欄

（４）社会保障・税番号制度システム整備事業において、自治体中間サーバー更新に伴う移行

業務経費及び負担金の増。（５）ガバメントクラウド管理事業において、ガバメントクラウド

利用料の新規計上に伴う増などによるものです。 

次に、４３頁になります。第７目地域振興費は、総務課所管の４６頁、説明欄（５）地域活

動推進一括交付金事業は、地域コミュニティの活性化や、特色をいかした持続可能な地域づく

りのため、従前の各種交付金や補助金を一括交付するとともに、助成範囲の拡充と事務手続き

の簡素化を図る、新規事業として計上いたしました。 

（６）集落支援員管理事業は、行政区及び町内会等の地域活動のサポートを行う集落支援員

として配置するため、新規事業として計上いたしました。 

また、（７）東部地区コミニュニティ施設（仮称）整備事業において、建設工事及び備品購
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入等に関する費用を計上いたしました。なお、各事業に関する事業内容は、事業概要書の２頁

から４頁までになります。 

次に、４７頁になります。第８目地域おこし協力隊事業費は、総務課所管の５２頁、説明欄

５の（２）情報管理システム強化事業において、ＩＴ人材活用に伴う１名分の任用に関する費

用を計上いたしました。 

また、（３）地域おこし協力隊管理事業において、おためし地域おこし協力隊及びインター

ン制度の活用、起業・事業承継補助金に係る費用を計上いたしました。総務課所管分では、前

年度対比１８５万５，０００円の減となりました。なお、事業内容は、事業概要書の６頁にな

ります。 

次に、５５頁になります。第１１目火山砂防情報センター費は、十勝岳火山砂防情報センタ

ーの管理運営に関する経費として、前年度対比８３７万１，０００円増の１，９１０万３，０００

円を計上いたしました。増額の主な要因は、会計年度任用職員の給与改定及び施設内自動火災

報知設備修繕に伴う増などによるものです。なお、本目経費の約７５．８％は国の負担となり

ます。 

次に、５７頁になります。第１２目災害対策費は、本町の防災に関する経費として、前年度

対比６，８５３万４，０００円減の２，２３４万８，０００円を計上いたしました。減額の主

な要因は、５８頁、説明欄（１）防災活動事業、（５）十勝岳望岳台防災シェルター管理運営

事業において、会計年度任用職員の給与改定及び（３）防災無線管理事業において、防災無線

回線通信料等に伴い増となった一方、防災無線更新事業の事業完了に伴う減などによるもので

す。 

次に、５９頁になります。第１４目諸費は、いずれの科目にも属しない経費を計上しており、

このうち総務課所管につきましては、６０頁、説明欄１の（１）美瑛高等学校教育環境振興補

助事業、２の（１）地上デジタル放送受信障害対策事業、３の（４）防犯協会支援事業、６２

頁、４の（３）まちづくり寄附管理事業、（４）企業版ふるさと納税推進事業を除く各事業と

なります。総務課所管分では、前年度対比９万１，０００円の減となりました。減額の主な要

因は、６２頁、説明欄４の（１）開拓記念式典事業において、被表彰者数の増及び報償費用単

価の上昇に伴い増となった一方で、６０頁、２の（２）地域情報通信基盤管理運営事業におい

て、光ケーブル増設工事に要する費用の減などによるものです。 

次に、６７頁になります。第４項選挙費、第１目選挙管理委員会費は、選挙管理委員会の運

営に関する経費として、前年度対比２，０００円増の１５９万６，０００円を計上いたしまし

た。 

第２目参議院議員選挙費は、本年７月に任期満了を迎える参議院議員の選挙に関する費用と

して、１，２９４万２，０００円を新たに計上いたしました。 
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次に、１４９頁になります。第９款消防費は、大雪消防組合への負担金で、前年度対比 

４，４４０万２，０００円増の３億９，１３３万３，０００円を計上いたしました。内訳は、

消防本部に係る負担金分が前年度対比３１３万５，０００円減の３，４６９万８，０００円、

美瑛消防署に係る負担金分が前年度対比４，７５３万７，０００円増の３億５，６６３万 

５，０００円となりました。増額の主な要因は、消防本部においては、公債費が減となった一

方で、美瑛消防署において、職員数の増及び消防庁舎外壁改修工事、消防庁舎ＬＥＤ化工事に

要する費用の増などによるものです。 

次に、１７１頁になります。第１１款公債費は、前年度対比１億３，２２８万８，０００円

減の１５億９９４万円を計上いたしました。第１目元金は、前年度対比１億２，９３１万 

３，０００円減の１４億７，６９２万３１，０００円。第２目利子は、前年度対比２９７万 

５，０００円減の３，３０１万７，０００円を計上いたしました。 

次に、１７３頁になります。第１２款諸支出金です。第１項普通財産取得費は、前年度対比

３億５２３万６，０００円増の３億５，０６１万６，０００円を計上いたしました。増額の主

な要因は、第７目森林環境譲与税基金費において、森林環境譲与税の収入で前年度対比３３９

万１，０００円増の４，８６０万５，０００円を見込み、第８目丘のまちびえいまちづくり基

金費において、当初より３億円の寄附を見込み計上したことなどによるものです。それ以外は、

それぞれの基金の運用利子の積立てになります。 

次に、１７５頁になります。第２項公営企業費は、前年度対比１，０９１万４，０００円減

の７億３，９１４万２，０００円を計上いたしました。第１目上水道事業補助金は、前年度対

比６６万４，０００円増の２，２００万７，０００円を計上いたしました。増額の主な要因は、

災害及び旧簡易水道起債償還元金の増などによるものです。 

第２目上水道事業負担金は、前年度対比２９万７，０００円増の４０９万７，０００円を計

上いたしました。主に、消火栓修繕や更新に係る工事負担金を計上いたしました。 

第３目下水道事業補助金は、前年度対比２５０万２，０００円減の１億８，５６０万円を計

上いたしました。減額の主な要因は、コンポストヤード事業における維持管理費及び資本費相

当額の減などによるものです。 

第４目下水道事業負担金は、前年度対比１１１万１，０００円増の３，６９８万４，０００

円を計上いたしました。増額の主な要因は、雨水処理分の資本費相当額の増によるものです。 

第５目病院事業補助金は、病院事業会計の収支の状況を勘案し、前年度対比２，０００万円

減の４億５，０００万円を計上いたしました。 

第６目病院事業負担金は、医療機器等の更新に係る経費の事業負担金として、前年度対比 

９５１万６，０００円増の４，０４５万４，０００円を計上いたしました。 

次に、１７７頁になります。第１４款予備費は、前年度同額の２，０００万円を計上いたし
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ました。 

以上で、総務課及び会計課所管の予算概要のご説明を終わり、続きまして、議会事務局、監

査委員事務局所管の予算概要を申し上げます。 

予算書の３３頁になります。第１款議会費は、議員報酬及び旅費関係、議会報発行に係る費

用などで、前年度対比９０万円減の６，２５６万５，０００円を計上いたしました。減額の主

な要因は、議員共済会負担金負担率の減及び滋賀県で行われる議員研修会参加費用の減などに

よるものです。 

続きまして、７１頁になります。第２款総務費、第６項監査委員費は、前年度対比２万 

２，０００円減の１９９万２，０００円を計上いたしました。減額の主な要因は、町村監査委

員全国研修会職員随行旅費の減及び上川中央部町等監査委員協議会道外研修費用の増などの増

減によるものです。 

以上、予算概要のご説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本賢一議員） それでは議案第２６号、令和７年度美瑛町一般会計予算についての

審査を行います。予算書の１頁、はじめに予算条文についての質疑を行います。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田でございます。おはようございます。よろしくお願いいた

します。予算書の１頁、第４条のですね、昨年度の予算審査でもございましたけれども、一時

借入金の最高額の根拠といいますか、これについて伺いたいと思います。令和７年度の町債の

ですね、発行予定というかそういうのを見ましたら、１０億９，７２０万ということで、この

２０億というですね、限度額、それが果たしてずっと昭和の代からもしかしたら平成の代から

ずっと２０億できてるかと思うんですけれども、財政規律を内外に示す上でも、やっぱり今、

町においても、行財政改革推進会議という取組がスタートしてますのでね。２０億というのは

ではなくてですね、やはり町債の発行額に見合うような形でしっかりとですね、限度額を設け

るべきでないのかなという風に考えているんですけど、その辺りについてまずお考えを伺いた

いと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 よろしくお願いします。限度額についてだったんですが、近年の状況を見ます

と、令和５年度の実績でいきますと、１７億円。令和６年度の見込みでいきますとおおよそ同

額程度で、必要かなという風には考えております。議員がおっしゃるとおり起債の借入れが当

年度の終わりのほうになってしまうので、事業としては進んでるので、その分のお金がなくな

った資金繰りの関係で一借せざるを得ないということがあるんですが、そのほかにも補助金の
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が精算払いによるための遅れ、繰入金につきましても事業費が確定した後の繰入れという風に

行っておりますので、どうしても一借をせざるを得ない状況が起こり得てるのかなという風に

思ってます。そのような今現状の状況を考えますと、まずは２０億で何とか資金繰りができる

ように今運用のほうを進めているところでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ピークではですね、本当１９億７，０００万とかっていう風なことも

聞いてますし、やっぱりその２０億に見合うっていうのは本当に必要なんだろうなという風に

は推察します。ただ、やはり時々の補正でですね、やっぱり議会報にもこういう風な形で記載

してたんだけれども、足りなくなったんで、例えば５億追加になるから、１５億の限度額だっ

たけれども、最高額だったけども２０億にしたいとかそんなところですね。やっぱり常々タイ

ムリーに意見交換できるようになると、いいのかなという風に思ってはいます。ただ、やはり

これまで町のやり方として２０億を最高額と定めるということでずっとこう来てるってそう

いう歴史的な歴史的な積み重ねもあるということは十分分かりましたのでね。ただ、やはり町

においては、我々もしっかりとですね、勉強しながら、見ていかなきゃならないんですけれど

もやっぱり財政についてはですね、これから本当に大事になってきます。向こう５年間の間に

どのようなことが起こるかっていうのか、もし基金が本当になくなるかもしれないと。全国的

に各自治体いろんなところでですね、それを危惧しながらやってると。そういうなところもあ

りますのでね。ですからその辺のところ、やはり見える化といったらいいか、わかりません。

２０億あるから大丈夫なんだということでは、２０億にどのように予算付けて、それがある時

期、補助金が入ってくる遅れただとか財源がちょっとこう予定したのが入ってこなくなったと

いうことで記載するときにですね、それをタイムリーに何か意見交換しながら、やはり財政を

見ていくことができたらなと思ってますけど、その辺りお考えを伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 資金計画につきましては毎月、各課から状況のほうを招集して、会計課と資金

計画を立てて安定した運用を今進めているところでございます。どうしても予定とは違う、収

入。遅れてしまったりということもあるものですから、保険の形で２０億ということで立てさ

せていただいているんですが、議員おっしゃるとおり、今後の財政運営を明確化しながら進め

るということを考えますと、その辺はもうちょっとシビアに考えながら進めていかなきゃいけ

ないかなという風には私も思うところでございます。今後につきましては、一借自体も、金利

の負担がかかってくるものもありますので、そちらのほうを再度慎重に協議しながら進めてい

きたいと思ってます。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 金利の負担の話をしました。それで昨年８月、民間のね、銀行、日銀

もそうですけども、民間の地方銀行、当たり前の民間銀行で全部ね、地方銀行もそう信金もそ

うですけれども、短期プライベート、秋口とこの春と上がってます。２月から３月あと８月か

ら９月にかけて大体０．４％ぐらい短期プライベートって上がってますよね。やっぱり借りる

こともそうなんだけども、もしかしたら基金取崩したほうがメリット的にはあるのかなとそん

なこともありますのでね、やっぱり本当にこうこれまでにないような事態が今、目の前に迫っ

てきてるというその危機感を持ちながらですね、しっかり財政運営取り組んで頂きたいなとい

う風に思っております。お考えを改めて伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○総務課長 今青田委員から様々なご意見ご指摘等も頂きました。今お話あったとおり金利の動

向ですね、財政運営にあってはですね、長らく金利が低い中で経過してきたというところで、

しかしですね、今後ですね、こういった金利の動向をしっかり把握しながらですね、運営をし

ていくというところがですね、非常に大事になってくるのかなという風に思ってます。こちら

については当然起債のほうにも関係してきますので、そういったところですね、しっかりウォ

ッチしていくというところが非常に大事かなという風に思ってます。こういったことを考える

とですね、やはり今後の財政運営については、今物価上昇、資材価格高騰、人件費上昇という

ところも当然ございますし、こういった物価の動向をですね、しっかり反映させていきながら

ですね、そういった短期、中期、長期のですね、そういった視点でそれぞれ運営を見ていくと

いうところが必要になってくるのかなという風に思ってます。これまでも財政計画様々の中で

ですね、運営も含めて日常日頃の運用も含めてですね、対応はしてきているんですが、そうい

った今の経済状況等も踏まえてですね、しっかりとバージョンアップしていくというかですね、

アップデートしていくことが必要なんだろうなという風に思っています。今後も引き続きです

ね、１そういった様々な状況環境の変化にしっかりと対応していくようにですね、運営をして

いきたいという風に思ってます。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで予算条文についての質疑を終わります。 

次に、歳出から始めます。予算書の３５頁及び３６頁、第２款総務費、第１項総務管理費、

第１目職員給与費及び１７９頁から１８３頁までの給与費明細書についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 
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３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 京屋です。よろしくお願いします。２款１項１目職員給与費ですが、

前段先ほど課長からもお話ありましたけど、人が増えていると。そしてなおかつ会計年度職員

以外、会計年度職員の非常に給料が上がったということで、職員が増えるということは皆さん

の仕事を少しずつばらけてくるのかなって思いますけども、今年度ですね、採用人数を教えて

いただく。内訳ですね。それと男女比と教えてください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 令和７年度における新規採用職員の内訳についてですけれども、まず、高卒の方が

３名、大卒の方が４名、社会人の方が２名の合計９名という風になってございます。男女につ

きましてはそのうち女性が３名、男性が６名という風に内訳になってございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 去年女性ゼロでしたよね。覚えてるんですけど、やはりバランスよく

仕事をするには、今、男女ともにいたほうがいいかなって私も思ってるし、今、世間、風潮そ

ういう風になってますので、役場も今回３人入ったからよかったなという風に思ってます。大

体向こう側に並んでる方の女性があまりにも少ない、前に言ったかと思いますけど。管理職も

女性は非常に少なくなってきてるんじゃないかなと。まあ市町村・国もそうですけど、全体的

に町村は少ないんだという、この間、女性デーのところにも書いてありましたけども、私もそ

ういう風に思ってますので、優秀な方たくさんいらっしゃると思いますから、そういう方をス

キルアップをさせていただいて、上げていただくということはこれから大事になると思います

けどいかがでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 委員ご指摘のとおりですね、男女比につきましてもバランスよく採用を進めてまい

りまして、その後の年齢の構成等によってもバランスのいい人事の配置を進めていくことが理

想的だという風に考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 申し訳ありません。私、職員給与費に二つ聞きたいことがあったんで

すけど、もう一つ聞いてよろしいでしょうか。 

○委員長（山本賢一議員） 気をつけてください。 

○委員（京屋愛子議員） お許しを頂けたんですけど。先に言えばよかったんですけど、２点聞
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こうと思ってたんです。最近は非常に公務員でも副業という問題あると思うんですね。私も調

べましたけど、かなり県ではいろいろ、ほかの都道府県ではやっているとこもあるし、特に公

益的な学校に派遣するとか、連休とっていくとか、うちの町は農業の町ですから、農業、今人

手足りなくて困ってるわけですね。ですから、もちろんなかなか忙しいでしょうけれども、年

休取ったりとかしながら、副業というのも今後は考えていただくと、地方自治体の給与はそん

なにいいわけではありませんので、私になるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺の

普及についてはどういう風に考えてらっしゃいますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 公務員の副業についてのご質問かと思いますが、まず大前提としてですね、町職員

ということで地方公務員法の規定によりまして、任命権者の許可を受けなければ、そういった

ことに従事することができないような制限を重ねているところでございます。その中でですね、

委員ご指摘のとおり最近、近年については働き方改革ですとか、ライフスタイルの多様化等に

伴いまして、副業の在り方というのが見直されてるような現状であるという風に考えておりま

す。また本町につきましてもですね、まだ具体的な導入というところまでは至ってないんです

けれども、副業の対象となるような活動を絞った上で、そこへ委員おっしゃっていただいたよ

うな農業ですとか、学校の部活動の支援ですとかそういった公益性の高さだとか地域貢献とな

るような活動というものを考えた上で、制度導入の検討のほうを前向きに進めてまいりたいと

いう風に考えております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） ４番、興梠です。２款１項１目なんですけども、職員の給与に関して

ですけども、ちょっと超過勤務の状況を出してもらったんですけれども、去年もこれ出しもら

ったんですけど、やっぱりすごく偏りが部署によってすごい偏りが多いんで、去年も何か改善

できないかっていう話をしたら善処しますっていう話だったんですけども、やっぱり同じよう

な状況なってるんです。何かこれ例えばほら、地域おこし協力隊とか、地域活性化起業人とか、

同じような仕事してる人を入れているけども、こういう人たちをもっとこれを有効にこの中に

活用入れていくっていう方法とかもとれないのかっていう。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 時間外勤務についての部署別の偏りが生じているという風なご指摘ですけれども、

はい。委員ご指摘のとおりですね、偏りのほうは、生じておりまして、なかなかそちらに対し
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ての改善というところが難しいような状況にはなってきてるんですけれども、そういった地域

おこし協力隊ですね、地域おこしに関して言えば、そういった特別な能力を持った方ですとか、

起業を向けてっていうような制度になっておりますので、なかなか制度を活用する上で支障は

生じてくる面もあるかなとは思いますが、一方で会計年度任用職員ですとかそういったところ

で、そちらの代理といいますか、手助けするような形で補助していくことは可能かなという風

に思っております。また限られた人員の中でですね、いかに業務を効率的に行っていくのかと

いうのを考えまして、管理職であれば、課全体の業務負担に偏りが生じてないのかというよう

なところのマネジメント部下に対するマネジメントっていう意味でも、より意識して業務を行

って、自分の課が今どのような状況なのかというのを常に意識しながら、業務のほう効率的に

進めていくべきだという風に考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） この間条例改正しても、やっぱりこれ使えないよなっていう職員さん

たちの声も聞いたもので、やっぱりちょっともう少しこう何とかバランスよくやっていただけ

ればっていう。やっていただいて、職員さんの負担を少しでも減らしていくような形にしてい

ってもらいたい。もらえればなと思うのですけれども、その辺もう少し改善のほうっていうの

は何か考えてらっしゃるのかどうかお伺いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○総務課長 今興梠委員からご指摘あったとおりですね、課題についてはですね、ずっとこう続

いてるわけで、私どもとしてもですね、何とかこういった状況ですね、少しでも改善したいと

いうところで、いろいろ検討しているところです。当然、昨今の働き方改革、それから職員の

ですね、ワークライフバランスというところの視点を持ってですね、各課のですね、管理職は

じめですね、きちんとマネジメントしていきましょうという声かけはですね、常日頃からです

ね、しているところです。ただ一方で役場の業務自体ですね、例えば窓口業務ですとか、ある

いはイベントですとか、様々広範囲にわたっております。例えば窓口業務の配置をですね人員

を減らすというなると、ご来方頂いたお客様にもですね、ご迷惑をおかけするということにも

つながってまいりますので、単純にですね、人を増やして配置すれば、解決できるというとこ

ろではなかなか難しいかなという風に思っております。それから、例えばイベントですね、こ

ういった部署については当然土日の勤務等もですね、事業を抱えているような部署であります

と、土日の勤務も当然増えてまいりますので、なかなかですね、一筋縄にですね、

解決できるようなですね、ちょっと今なかなか見通しが立ってないという状況でもございます。

ただ、一方でこのままではいいということでは決してなくてですね、しっかりと職員がそうい
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った生活、それから仕事と両立を目指せるような形でですね、引き続き全体で検討していきた

いという風に思ってます。はい、以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

  ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田委員でございます。２款１項１目職員給与費、２款１項２

目一般管理費、それぞれから３問お願いいたします。 

○委員長（山本賢一議員） 青田委員、一般管理費までです。 

○委員（青田知史議員） すみません。スケジュール表私忘れてきてました。 

○委員長（山本賢一議員） 気をつけてください。 

○委員（青田知史議員） ２款１項１目いきます。２款１項１目職員給与費３５頁、３６頁です

ね。退職手当組合負担金５，４４０万８，０００円について伺います。こちら令和４年度の財

務書類のほうを見ました。これ予算書はフローの部分で、見え方はあるんだけれども、ストッ

クの部分っていうのは、自治体に会計においてはなかなか見えてこないから財務書類上つくら

れてますよね。それでその財務書類を見ると、ストック部分でいうと退職手当引当金として９

億５，３１２万１，０００円というのが一般会計の分で計上されてます。それで連結会計など

９億５，３４３万８，０００円という形で、計上されてます。これちょっと予算書には出てま

せん。それで、伺いたいのが今回５，４４０万８，０００円という風にありましたけども、こ

れ人数としては、正職員分と、当然正職員分なのか退職の引当になるか何人分でですね、この

部分が計上になっているのかまず伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 こちらの退職手当組合の負担金の金額につきましては、今現在所属している職員の

１４８名分の計上になってございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。１４８人分でこれ頭割りすると大体２５万、３０万

ぐらいなのか。３０万ぐらい。１人当たり３０万という感じでよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 失礼いたしました。こちらですね、１４８人の給与月額に対して退職手当組合が指

定する負担率の割合を掛けるような形で算出されているようなものになるんですけれども、そ

れが普通負担金という風な呼ばれ方をしておりまして、そのほかに、追加負担金というものが
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ございまして、そちらが今回、退職手当を支給する対象となる方についての余分にかかってく

るというか、追加で負担する部分の追加負担金という形で、そちらも計上しておりますので、

この退職手当組合負担金の５，４４０万８，０００円の中には普通負担金と追加負担金の２種

類が入っているというものになってございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。それで令和４年度の貸借対照表、前年対比というそ

ういう頁があって、それを見ると、令和３年度末に１３億９，５１１万２，０００円が退職手

当引当金でありました。令和４年度末に９億５，３１２万１，０００円でありました。それで

差額でですね、４億４，１９９万１，０００円というのが落ちてるんですけど、これはですね、

どのような数字で、４億４，１００万というのが落ちたものが退職金だけでいうと、恐らく年

度の退職者ってのは１０人ぐらいなんで、そこまで厚生の金、数字落ちなくてもいいのかなと

いうふうに思ったんですけれども、その差額、ちょっとこう、直近が令和４年になりますから、

今お示しをね、話させてもらってるんですが、例示させてもらってんですけど、その４億 

４，１００万円というのはですね、職員の退職金の引当金なってる部分ですから、これはどの

ような算定によってその金額が落ちるものなのか、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 こちらですね、財務書類に記載されている退職手当引当金につきましては、まず本

町が加入しております北海道市町村職員退職手当組合が積立てている退職金について、本町に

置き換えて、仮で算定したものになっているんですけれども、現在の職員数であるとか、職員

に対しての勤続年数の分布だとか、月額の給料費等の分布に応じて発生する退職手当の将来の

負担額をもとに算出されているものになっております。ですので、毎年の年齢の分布ですとか、

そういったことによって上下してくるような、形になってございます。また退職手当組合につ

きましてはですね、令和６年退職手当について令和６年から定年引上げの制度の実施に伴いま

して、令和５年から令和１４年までの間に段階的に定年が延長されていくことからですね、組

合としての退職の支出額が減少するということが見込まれているため、退職手当組合からです

ね、制度の変更を提案されておりまして、事前納付金制度というのが今まであったんですけれ

ども、そちらを廃止して普通負担金と追加負担金のみで運用していくというような大きな制度

の下変更があったということも追加でご説明させていただきます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。いろいろな制度変わって、定年延長も、定年延長と
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いいますか、退職年齢も先に伸びてきてるだとかっていうことよく分かるんですけど、ただ１

番心配してるのがやっぱり退職後のですね、職員の皆さん、なかなかやっぱり生活費の補償と

いうことがなくなる部分だから、やっぱそこに対してこれまで積立てたものがもらえなくなる

っていうことが大変だなと思って質問させてもらってるんですけど。これ、例えばですね、今

残っている、何ていうのかな、退職手当組合負担金が積立てられて引上げ退職手当引当金とな

っている財務処理上退職手当引当金なってますよね。極端な話、全員退職したらその分退職手

当で間に合うもんなんですかね。１５０人いまして、やっぱそんなこと絶対ないと思うし、あ

ってはならないんだけれども、トップがね、あれだけども、要は１５０人で、退職手当が９億

５，０００万だったかな、ありますよと引当金としてありますよと。そして、それで１４７に

対して９億５，０００万で足りるのかどうかその辺だけちょっと、考え方を示し頂けたらと思

います。当然ね、組合のほうの関係もいろいろあるかと思うんですけれども、財務書類上そう

いう風になってるもんですから、その見え方というかお考えを伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 考え方としましては、本町が北海道退職手当組合に加入しているというところで、

この引当金に当たる部分についてはこの組合の加入によって、何人職員が退職したとしてもで

すね、退職金というのは担保されているようなものになっておりますので、そちらの北海道の

ですね、市町村が市一体となって構成している退職手当組合負担金、退職手当組合のほうで加

入しているということであれば、そういった退職金については、もらえると困ることはないの

かなと思います。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３５頁から３８頁まで、第２目一般管理費についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ２款１項２目一般管理費、まず職員研修事業と会計管理事業について

２つございます。職員管理事業、今年度のですね、目玉というかいろいろ工夫されて研修組立

てられてるかと思います。それで一般質問なんかでも、私、海外に行かせたらいいんじゃない

かといろいろこう言ってはいるんですけれども、今年度でごめんなさい。令和７年度どのよう

な研修をですね、考えていて、海外の研修だとかそういうのを若いうちいろんなとこ見てもら

いたいと私は思いあるんですけども、そういうのも含めて、どのような研修を想定されて計画

されているのか伺いたいと思います。また、会計管理事業については、一問一答だねそうです
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ね。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 令和７年度につきましては、研修計画ですけれども、新人職員に対する接遇研修だ

とかコンプライアンス研修等の基本的な研修のほかに、市町村研修センターが実施する研修メ

ニューのほうから職員が希望によって研修派遣を実施していくということ。また、近年ですね

ＡＩ等に触れる機会も多くなってくることが予想されておりますので、そういった関連の基礎

知識を学ぶ研修等も検討中というところでございます。また海外研修につきましては、市町村

振興協会のほうが主催する海外研修での派遣のほうを予定しておりまして、海外の先進的な事

例を学んで頂いて視野を広げていただく機会という風なことで参加を検討しております。以上

です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁いただきました。海外研修ね、組何でしたっけ、道のほうの機関

使って研修に行けるという非常にいいことだなと思うんですけれども、目的地といいますかね、

その派遣先というか、韓国もいいだろうし、モンゴルもいいだろうし、いろいろね、ベトナム

多いかなという風に思うんですが、どこを想定しているのかな、その辺伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 海外研修の派遣先につきましては、令和７年度については、ヨーロッパのフィンラ

ンドですとか、デンマーク、イギリスというところを予定しております。そちらの派遣先で地

域の交通政策ですとか、環境エネルギー政策、観光政策等を触れる機会として研修のテーマと

しております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きます。そうしましたら会計管理のほう行きたいと思います。

令和６年の１０月に外国為替制度運営費、外国為替って要は振り込みですよね。振り込みので

すね、銀行の振り込み。総務省が自治体の費用負担分１件当たり６２円に対して、地方交付税

の措置に適用されるようになったとそんなような話がありまして、ニュースが報道がありまし

て、それで、それをもっときっかけにですね、金融機関が地方交付税の措置対象になるんだっ

たら、手数料上げたらどうだとか、上げてくれないだろうかとそういう交渉がですね、何か始

まってるとこもあるようなんです。これまでも、ここ何年かですね、やっぱり銀行の窓口の手

数料だとか、あと派出の関係だとかでもやっぱりこう手数料といいますかね、補助を出したり
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だとかっていうことやってます。これまでゼロ金利政策で銀行なかなか苦しかったんだけども、

プラスになってきてね、金利もプランも上がって段々もうけるなりますからね、どんどんやっ

ぱりこういろいろ言ってくることもあるかもしれ、もうけたいから言ってくることもあるかも

しれない。やっぱり町民のためにですね、防衛線にしっかり張ってもらって、手数料は上げま

せんよっていうことはですね、必要なのかなと思うけど、現状どのような感じになってるのか、

その手数料銀行の手数料含めてどのような交渉がなされているのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 会計係長。 

○会計係長 外国為替制度に関する部分につきましては、令和６年の１０月から制度改正という

ことで、令和６年度の予算から、当町の振込手数料ということで予算のほう計上させていただ

いている状況でございます。その他の手数料の増額要望につきましては、金融機関から上げて

ほしいという要望があるのも事実でございまして、現在交渉中というような状況になっており

ます。令和７年度の予算につきましては、手数料を増額した部分というところは特にございま

せんで、外国為替制度に係る手数料を、令和６年度半年分だったところを１年間分計上させて

いただいているという状況です。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） すいません。やはりねその辺、予算措置もきちっとなってるというこ

とで理解しましたが、やっぱり銀行も苦しいときにね、やっぱいろいろこう何かこうお願いさ

れたりはこれはできませんということでね、やってて、自治体が苦しくなることを想定されて

ますかね。そういう時にはね、自治体のほうからも、いや今苦しいから無理なんだっていうし

っかり言っていただいてですね、手数料引上げしなくても私はね、いいのかなって、それがや

っぱり町民のために考えてしっかり頂いていきたいとやっていただきたいと思っております。

手数料令和７年度のあれで令和８年度引上げ交渉、こんな感じでやってもらえればと思います

けどお考えを伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 会計係長。 

○会計係長 手数料はですね、やはり窓口収納手数料の増額要望というのは、１０倍以上の金額

で来ていたりしますので、財源がない中でそういったところをですね、すんなり受け入れると

いうのもですね、なかなか難しい部分がありますので、交渉のほうを継続と継続してしっかり

と行ってまいりたいと思います。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 
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質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３９頁から４２頁まで。第４目車両管理費及び第５目財産管理費についての

質疑を許します。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ２款１項４目車両管理費なんですけれども、去年これＥＶ車、４００

万入れてるんですよね。今年車検対象で車両が減になったということでよろしいんでしょうか。

今年また１台これ購入２８０万で購入予定ということで良いんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 令和７年度の車両の購入の予定につきましては、現在老朽化が進んだ、ＥＶ車

１台がございまして、そちらのほう車検更新をせずに保管をしているような状態にあります。

令和７年度につきましては、今後の車両の更新計画等を踏まえまして、ハイブリッド車を導入

予定となってございます。車種については、１５００ｃｃ未満のコンパクトカータイプを想定

しているところです。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ４番、興梠です。この間、ＥＶ車１台、車検更新しなくてこれ何年ぐ

らい使ってるものなんですかね。ＥＶ車といったら結構もう最近新しいんじゃないかなってい

う気もするんですけれども。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 更新を対象としておりますＥＶ車につきましては、平成２３年に導入した車両

となります。これまで３台分車を保有しておりました２台については、これまでの間に随時更

新をさせていただいたところですが、１台更新がされてなかったＥＶ車が対象となってござい

ます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 更新しないっていうことはこれ、どっかに売却するっていう話になっ

てくるんですかね、ＥＶ車。要らなくなったＥＶ車は。ということですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 車両の更新の際につきましては、下取り、下取りですね、俗に言う下取りをす
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る形を基本としておりまして、見積りを頂いた中で下取り価格を設定し交換契約というような

形での車両交換を行っているところです。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） この２８０万というのこれ下取り価格を含めて２８０万という形で考

えてよろしいんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 車両本体と下取り等の差額。また、初期等初期に必要な設備ですね、タイヤで

すとかそういったものを含んだ差額の予算額となってございます。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） お願いします。２款１項５目財産管理費、２つございます。まず財産

維持管理事業、町有財産利活用推進事業、２つなんですけれども、まず財産維持管理事業ので

すね四季の塔展望、かなり何ていうかな、海外からの観光客含めて、４階のフロアにもですね、

海外の観光客がちょっと間違ってきて私も拙い英語で案内することあるんですけれども、かな

り増えてるかと思うんですけども、その辺り数字的なものを把握されていればですね、お示し

頂きたいんですが。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 ご質問頂きました四季の塔の利用者数につきましては、令和６年度の現段階の

見込みで約４万５，０００人となってございます。参考に昨年令和５年度は約、１年間で２万

人と、令和４年度については９，０００人という形で、大きく伸びているというのが現状です。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。四季の塔の渡り廊下の大丈夫。維持管理、ちょっと

外れてるかもしれんけど、四季の塔の渡り廊下の維持管理前にちょっと話したことあるんです

けど、結局あそこって、なかなか人が通るんだけれども、ちょっとね、メンテが必要なのかな

と思ってます。その辺、どのような感じで行われているか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 
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○総務課長補佐 ご指摘頂きましたとおり、四季の塔のこの２階の渡り廊下の部分、日が当たる

ということもあって、劣化が進んでいる現状は把握をしてございます。昨年、お話頂いた経過

もありですね、４階の四季の展望室にあった日焼けしたですとか、そういったものについては

対応できるところは随時対応させていただいているところでございますが、庁舎建築から３０

年経過しまして、全体的に老朽化も進んでおり、空調や水回り等の優先度の高いものをですね、

考慮しながら今予算のほう割当てを進めさせていただいているところです。なおそのお客様を

お迎えする場所としてですね、廊下ですとかまた天井の水漏れの跡ですとかそういったものが

ふさわしいかというところについてはですね、私どもも検討しなければならないと考えており

まして、ご指摘頂いた点をですね、含めてですね、今後対応してまいりたいと考えております。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番目でございます。町有財産利活用推進事業、これ委託の内容につ

いてですね、ちょっと詳しくといいますか、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 ご質問頂きました事業につきましては、令和７年度からの新設の事業となって

ございます。委託の内容につきましては、不動産鑑定評価及び用地確定測量、それぞれ１件ず

つ、平均的な単価のものを計上しているところでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 町有財産の利活用については方針も出てですね、令和６年に１件です

か、西町のほうから、購入頂いたりっていうことで進んでいくかと思うんですけれども、いろ

んなところにそういう町有財産ありますよね。例えば、憩町の町営住宅の跡地なんかもそうで

すし、町立病院前の中町の。やはり優先順位をつけてですね、少しずつこう言葉悪いですよ、

片づけていかなきゃならないかなっていうとこあります。利活用につなげていかなきゃならな

いかなと思ってますけど、今回のやつはどちらの土地についてのを考えているのか、一般的取

りあえず１件分なのか、特定の土地を想定しているのか、その辺りについて伺いたいと思いま

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 このたび予算計上させていただいた部分については、特定の場所という形では

なくですね、今後、情報公開をしつつ、民間事業者の方からご提案を頂いた際にですね、スピ
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ード感を持って対応するため、必要最低限と思われる部分の費用についてのみ計上させていた

だいたところです。なお令和６年度、今年の中で利活用の検討委員会を開催する中でですね、

一定の範囲、大きさを超える土地や建物の未利用土地のほうのリストアップを進めました。令

和７年度においてはですね、その中からよりスムーズに民間利用が進みそうなものをピックア

ップしてですね、令和６年度の取組をベースに、もう少しこう、提案できるような物件の数を

増やせるような対応を進めてまいりたいと考えております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の４１頁から４４頁まで。第６目情報管理費についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ２款１項、情報管理費なんですけども、２の３総合行政状勢システム

及びガバメントから、５番ガバメントクラウド管理事業についてお聞きしますけれども、これ、

３の総合行政情報システムというのを、去年３，０００万から今年７，０００万、４，０００

万増えてるのが、業務委託がどうも増えてる４，２００万っていうな、４，０００万増えてる

んですけれども、これ、内容、委託の内容というのをちょっと教えていただきたいのと、ガバ

メントクラウド管理事業ですけど、これ新規で入ってるんですけれど、この内容について。 

○委員長（山本賢一議員） 一問一答で。一問一答で。最初の部分。 

（「はい」の声） 

情報管理係長。 

○情報管理係長 まずＲｅａｍｓ．ＮＥＴ管理事業のほうのですね、業務委託料の増なんですが

ですね、令和７年度に、全国、うちの町も含めて全国ですね、二重業務っていう業務ですね、

がですね、標準化されますっていうのは標準化というのはですね、基本的に今、各いろいろな

事業者でですね、いろいろなシステムをですね、使っているんですがそれがですね、ばらばら

になっていてそれをですね、基本ベースをですね、標準化するという作業になります。それと

あわせてですね、今いろいろオンプレっていう庁舎内にサーバーがあったりしてほかの事業者

さんにですね、そういうデータを入れてるところがですね、基本、一括してですね、ガバメン

トクラウドというですね、クラウド、アマゾンなりマイクロソフトなり、グーグルなりオラク

ルなりのですね、ガバメントクラウドファンディングで東京とか大阪のそういうところに一括

して入れるという作業をしなくちゃいけないということになってます。それで、その増えた理

由としてですね、今回ここのほうに入れさせていただくリームスの業務のうちですね、Ｒｅａｍｓ

の業務結構ありまして、住民記録、選挙人名簿、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自



 

－ 27 － 

動車税、就学、国民年金、児童手当、子ども子育て支援、印鑑登録、あとですね、国民健康保

険と後期高齢者医療と介護保険のですね、１４業務のうちの１１業務の移行の予算計上になっ

てます。それでちょっと高額になっております。主な業務内容としてはですね、データー移行

作業。あとは連携プログラムの修正作業ですね。システムが変わるものなので、あと連携プロ

グラム修正後のですね、うまく動くかどうかの検証作業、あとはですねこれ自体いろいろソフ

ト変わるんで、そのプロジェクトの管理が主な事業となった主な費用となっています。以上で

す。 

（「はい」の声） 

○委員（興梠勝也議員） ４番、興梠委員。これ、今回が今回、今後同じような、移行するとい

うことじゃなくって、今回の、今回単独で４，２００万きたということで考え方でよろしいん

でしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 基本的には今回単独でなります。ただ、いろいろ状況ってのは随時変わってい

くので、アップグレードはですね、随時、各今言う１４業務のうち、随時、アップグレードし

てきますが、本稼働にほんとの一括のそういうベースの構築については、今回のみになります。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 次、ガバメントクラウド管理事業、これの新規の内容について。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 ガバメントクラウド事業なんですが、こちらはですね、今先ほど言った１４業

務と、あとはですねこれから戸籍業務、あとですね、福祉課にある障がい者福祉システムので

すね、全部ですね今までのソフト。そういうシステムをですね、ちょっと一新して、それでま

た再度構築するんですが、それの今度ですね、また先ほど言われたように、今回うちでいうと

アマゾンのガバメントクラウドに移行し、それをですね、そこでサーバーをですね利用する、

利用料、年間の基本的な利用料になります。こちらが今のところ、国の水準、国が求めるレベ

ルの水準で計算した金額がこちらの金額となっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 利用料ということこれ毎年更新、更新で４，０００万かかっていくっ

ていう話になるんですかね。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 そういうことになります。ただ、今動き始めなので、かなりスペックがすごい

標準の、標準っていうかある程度ですね、安心したレベルのですね、ガバメントクラウドの設

定になってますので、今後ですね、いろいろ全国的に動き出していって、削れるところは削っ

ていったりとかですね、また新しい業者が参入して、クラウドの料金が下がるということも可

能性があるんですが、基本的にはですね、毎年かかるというものになります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 第１項６目情報管理、ごめんなさいちょっと待ってよ。情報管理事業

ですね。４の社会保障・税番号制度システムガバメントクラウド管理事業、会計管理事業につ

いて３問お願いします。まず、社会保障・税番号制度システム整備事業について、マイナンバ

ーカードのですね、直近での交付状況について、進捗とあわせて伺いたい。進捗という具体に

計画とあわせて、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 ちょっと今、２月末の現状なんですが、マイナンバー保有率はですね、うちの

町はですね、７６．５％になってまして、都市１，７０１市町村中１，１８６位となっており

ます。あとですね、申請率がですね、８７．２％で交付枚数率が８４．８％となっております。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。これは北海道が７６．７％で全国の町村平均が７８．７％

の保有率となってるからちょっとやっぱり下にはなってますけど、まずまずなのかなと私は思

ってます。ただその中で、今後なんですけれども、今後やはりね、今マイナンバーカードを保

険証になりますよとかっていうことで国のほうはどんどんね、やっぱり使ってくださいってな

ってはいるんだけれども、町としてはね、どのようなスタンスで、このマイナンバーカードの

交付率、これから当然上げていくようにするものなのかそれとも自然体でいるのか、いろいろ

ね、お考えもある方たくさんいらっしゃるから、どのような姿勢で臨むのか伺いたいと思いま

す。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 やはり町としてはですね、マイナンバーカードっていうのはやはり便利なもの

でですので、上げていく方向で進めていきたいと思ってます。それで、施策としてはですねや

はり、２０代とですね、そういう高齢者の方がちょっと保有率が低いという現状がありまして、

なので次年度とかですね、定期的にですね、休日とかですね、夜間とかですね、ちょっとマイ

ナンバーカードの開庁をすると。あとは施設等にですね、ちょっと施設の方と打合せしてちょ

っと施設等に出張で行くという風に考えております。それとですね、あと、一定数の方ですね、

マイナンバーカードをですね、持ちたくないという意思ある方がいらっしゃいます。その方に

ついてもですね、やはり町としてはですね、その方も不利にならないような、対応もちょっと

意識しながら運営を進めていきたいと思ってます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。５番のガバメントクラウド管理事業について伺いま

す。ＤＸの推進ということでこれは必要な経費でこれからどんどん、この取組いろいろ出てく

るかと思うんですけれども、これやるにあたってですねやはり、庁舎内の中でこれをしっかり

とセキュリティの管理者になるのか、やっぱり専門の管理者的な立場、分かる方が必要になる

かと思うけどその辺りはですね、どのように今度配置して、異動もあるかもしれないけど、ど

のようにその辺をですね、きちんと担保していくようなことになるのか、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 そうですね、今ガバメントクラウドとかですね、あと、ちょっとそれに付随し

て、いろいろ例えば中間サーバーとか、ＬＧＷＡＮの更新とかでちょっといろいろなものがめ

じろ押しになってそれで、ちょっとやっぱりですね、職員だけじゃですね、ちょっとですね、

気づかないところとかありますので、それでちょっと次年度についてはですね、ちょっと開い

て、そういうちょっといろいろと業者とかの情報を持ってるですね、ＩＴ支援員の方に来てい

ただいてですね、そういう滞りなくですね、しっかり安全安心で的確にですね、システム移行

して運用できてる、していくようなですね、人材のほうをちょっと、予算を確保しております。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。次は公会計管理事業についてございます。まずこれ

また財務書類の発行、令和４年度も拝見してます。ＰＤＦからワードになってですね、ちゃん

としっかりと私も閲覧させてもらってるんですけれども、関与の状況そういう会計事務所に対
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してどのような執行、やりとりでですね、きちんとそういうのはきちんとつくっていってるの

か、だけではないかと思いますのでその辺どのような感じで、作っていってるのか伺いたいと

思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 関与の状況ということですが、うちの美瑛町としましては、まずは対象該当年

度の各会計の決算書や決算統計、または伝票の資料などの決算書類ですね。そのほかに財産の

異動に伴う資料等も提供させていただきまして、財務書類のほうは作成していただいていると

ころです。また、その成果品である、財務書類につきましては、出来上がりましたら、内容に

ついて分析結果等も含めまして、お互いに情報を確認させて、内容確認させていただいた上で

の納品をさせていただいているところでございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。それで、財務書類見ると、資産評価、こないだ総括

質疑であったときに出た、指定しって何だっけ、私の見方なんだけど。資産老朽化比率という

のがどんどん上がっていってます。今６８．３％かそれぐらいなってるんだけど。結局そうな

ってくると、固定資産台帳のほうもね、６８．３％分がだんだんだんだんこう資産としては計

上なってないから、更新になってると思うんだけれども、固定資産台帳の精緻化というか整備

についてはですね、どのような感じでですね、今後考えていくのか会計事務所さんにお願いし

ていけばいいだけのものではなくて多分こちらのほうでも、町としてもやっていかなきゃなら

ないこと増えてると思うんですけど、固定資産台帳の整備、その辺はですね、しっかりとやっ

ていかないと財務書類の数字もちょっといろいろ見方変わってくるのかなって、そんなあれが

あるんですけども、お考えを伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員（青田知史議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 固定資産台帳の精緻化につきましては、令和５年の１２月にも議員からの一般

質問のほうで町長のほうで答弁させていただいてるところでございます。精緻化につきまして

は、大変重要と考えております。今業者さんに丸投げしてやってもらうようなものではなく、

まず美瑛町全体として、資産台帳のほう、整理した中で、それを積み上げ直さないといけない

ということがあります。それのときの答弁のほうでもお話しさせていただいてると思うんです

が、それに向けた準備をですね、今内部でも協議はしているんですけれども、どのように進め

たら、職員の負担にもなってしまうので、そこが、できるだけ負担がかからないようにどのよ

うに進めるかというところは協議しているところでございます。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 結構ね難しい問題かもしれない。大変かもしれないけど、やっぱりや

るべきことなんで今後、しっかりとやっていただきたいと思いますが、それで、まず簡単なこ

とで、最後、ワードなんですよ。財務書類が、これまで２・３がＰＤＦで、この辺がワードに

なってるんで、ちょっと見えづらいっていう声も聞こえてきますので、私が見づらいですけど、

見づらいって言ってると思います。ＰＤＦに直したほうがやっぱりすっきりしていいのかなと

思うんで、その辺りが統一されたらいかがかなと思いますが、考えを伺いたいと思う。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 その点に関しては私も見てて、見にくいなというところがありますので、すぐ

にＰＤＦのほうに対応させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員（青田知史議員） 終わります。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑無いようですね。 

これで、ここで休憩をとりたいと思います。１０時５０分まで休憩したいと思います。 

休憩宣言（午前１０時４１分） 

再開宣言（午前１０時５０分） 

○委員長（山本賢一議員） 休憩前に引き続き委員会を始めます。 

次に、予算書の４３頁から４８頁まで。第７目地域振興費中、説明欄に希望に満ちた活気あ

るまちの（２）自治推進委員会事業、（５）地域活動推進一括交付金事業、（６）集落支援管

理管理事業及び（７）東部地区コミュニティ施設括弧仮称整備事業についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員）  ５番、保田です。それでは２款１項７目、地域地域振興費の集落支

援管理事業と東部地区コミュニティ施設整備事業について、お伺いいたします。まず集落支援

事業なんですけど、これ新しい事業ということで、大変期待してるとこでありますけれども、

事業概要書によりますと、地域の実情に詳しく集落支援の推進に関してノウハウを有する人材

を採用して、地域づくり活動の支援を行うということなんですけれども、その中で任用型支援

員、それと委託型支援員ということで、任用型支援については会計年度任用職員ということで、

予算化されていると思うんですが、３００万ぐらい委託型支援員については、この業務委託と

いうことだと思うんですけれども、大変難しい仕事だと思います。地域と行政の橋渡しという
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ことで地域についても行政についてよく理解している人だったり、団体でなきゃならないのか

なと思ったりはしますので、していますが、すぐに見つかるのかどうかっていうのはちょっと

わかんないんですけども、そういう想定した人材なり団体があるのか。それともこれから募集

して、そういった人材団体を集めるのか、そういったところについてお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 ご質問頂きました集落支援員制度につきましては、これまで地域活動推進一括

交付金の検討の中でですね、アンケート等を行った中で、そういった集落、また、自治活動を

支える人材の不足ですとか、様々な手続に対してのご負担が地域の中であるという部分で、検

討のほうをですね、開始した経過がございます。この集落支援員制度は総務省

で行っている制度でもあり、全国的にもいろいろな場所で活用されているものでございまして、

その中でそれらの事例を参考にしながらですね、今回においては、本町においては任用型と委

託型と大きく二つの形に分けるというような仕組みとさせていただきました。集落支援員さん

を担う人材のスキルは、国の要綱等にも記載されているとおり、先ほど保田委員ご説明頂いた、

お話頂いたとおりでございますが、これらの取組も本町において初めてということもありまし

て、新たに支援員になられた方とですね、私たち行政側の職員も一緒になってですね、これら

の活動を進めていかなければならないと考えてます。その活動の中でですね、いろいろな学び

の中でまたこういった人材育成等もできてくるのかなと考えてます。具体的にどのような方に

っていう部分についてはですね、会計年度任用職員なる任用方については先日の広報でですね、

募集のほうさせていただいているところではございますが、これから対象になる方の選定に入

ってくるという段階になります。委託型の支援員につきましては、東部地区コミュニティ施設

で今活動が進められている運営協議会の活動を支援する部分での割当てとして考えておりま

して、こちらについても構成団体等とですね、協議をしながら、適任な方をご相談してまいり

たいと考えているところです。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） まああの募集されて、選ばれた方を人づくりから始めるような形にな

ろうかなという風には思ったりはしますけれども、それは任用型ということで、委託型につい

ては、東部コミュニティ、東部地区の協議会ということの限定という形を考えているというこ

とでよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 本年度の予算につきましては、今委員をご説明お話頂いたとおりでございまし
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て、東部地区を想定しているところでございます。この制度の考え方としましては、任用型の

職員が役場庁舎にいて、様々なこの一括交付金のそういう取組ですとか、いろんな地域で行わ

れている取組をほかの行政区町内会のほうに共有しながら、それぞれの地域で行う活動を活性

化させる、また活性化の先にですね、ああいう東部地区のような地域運営組織とも言えるよう

な組織が出来上がった段階で、その組織を支える人材を委託型として置いていくというような

段階的な方法を考えておりまして、今話が進んでいるそういった地域の具体の活動に対しての

支援という部分での集落支援員を配置していくというような計画となっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 分かりました。活発な活動を期待しております。それじゃ続きまして

東部地区のコミュニティ施設の整備事業についてお伺いをいたします。令和７年度はですね、

工事請負費本体工事になろうかなと思いますけど、６億３，５００万ということで計上されて

いると思いますけれども、備品の購入も含めて７年、事業期間これ、令和５年度から８年度予

定となっておりますけれども、今年度で本体工事だと、大まかなほぼ工事が完了するというこ

とでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 建物本体については、令和７年度の竣工を計画してございます。令和８年度に

おきましては、冬季間工事ができない部分の外構工事、そういったものの予算計上を検討して

いるところです。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） それでは運営についてですけどもまた、運営協議会が担うんだろうと

思うんですけれども、運営についてはいつからの開始ということになるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 建物の整備とあわせまして施設としての条例設置条例等の整備もあわせて進

めてまいります。その条例制定後にですね、指定管理等のご提案のほうさせていただいてとい

うような流れとなりますので、実際、運営に対してのスタートというものは、令和８年の４月

からというものを想定しているところです。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ５番、保田です。運営協議会、指定管理はこれからの議決なのでまだ
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はっきりということではないんでしょうけど、当然、協議会が担うのかなと思ったりするんで

すが、中でもですね、この建屋木造平屋建ての中で、おじいちゃんおばあちゃんの家、これ小

規模多機能施設になろうかと思いますけれども、あと子どもとみんなの家、これは保育所、だ

と思いますけども、こちらの部分という専門的な職員ですとか、ノウハウが必要になると思い

ますんで、今日、協議会なりその指定管理者が、そういった専門の法人なりにですね、採択っ

ていうんでしょうかね。するんでしょうけども、収益性ですとかいろいろあると思いますそこ

ら辺まで余り関与し、これからなんでしょうけど、収益性とかいろいろあると思います。町は

どこまで収益を確保できない場合の担保ですとか、そういったものをするのかというのがちょ

っと気になるところではあるので、そこら辺の考え方もしありましたら、ご説明頂きたいと思

います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 こちら検討している施設にはそれぞれ専門的な知識や、活動されている方のご

協力といいますか活動がベースになければですね、施設の目的が達成できない

ような内容となっております。先ほど申し上げました運営協議会を構成する団体の中にですね、

そういった、それぞれ今、地域で活動されている団体も含めた中で、運営協議会という一つの

組織としてございますので、その横連携の中でですね、それぞれ事業を進めていただくという

ような形となります。その際に必要となる事業を行う、行う上でのですね、経費等については、

運営協議会のほうに、それぞれの事業者の方が納めて、運営協議会が施設等の支出等を行って

いくというような指定管理の仕組みとなるイメージとなります。収益性についてはですね、今

具体的な数字というものについては、今常にこう動いてるような形ではあるんですけども、今

回の機能の中に、農産物の加工室や、そういった直売所等の機能もありますので、建物をただ

維持するだけの費用ではなくて、収益性も備えたですね、施設の構成となっておりますので、

利用料等の設定はこの後、整備条例等の整備に合わせてですね、適正な価格を設定してまいり

たいと考えておりますが、基本となる活動の中で収益も見込みつつ、必要となる経費について

は指定管理の制度の中で対応していくというような形になろうかと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 分かりました。１番やっぱり心配するのはそういった施設って、かな

り赤字になってですね、足かせになっていくっていうところがですね、１番心配されるとこで、

地域限定にするとか、広く町内税全域を網羅するような施設にするとか、それとか町外も含め

てですね物産なんか町外も含めて全部お客さんを広く、集める形になろうかなと思いますけど

も、やはり、赤字になって収益性うまく回らなくなったときに、町はどこまでこう面倒見てく
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れるのかなっていうところは、すごい新しいモデルケースなので、今後の２番手３番手やると

きにですね、そこら辺もちょっと不安を抱えながら運営するというな形になるのかなと思いま

すので、町のそういった関与の方法ですかね、そこら辺もちょっと明確に考えておいていただ

きたいなと思います。以上でございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 こちらの施設、自賄い全てができるというのが理想であるとは、担当としても

考えているところです。ご指摘頂きましたですね、利用の範囲においてもですね、当然地域だ

けではなく、美瑛町全域、また加工室等については、圏域全体ですね、隣ですとか、ほかの町

等にもですね、活用を促しながら、利用料の確保につなげてまいりたいという計画をベースに

進めているところでございます。具体の金額等についてはですね、建物のランニングコストと

いいますか光熱水費、いろいろなものから影響を受けてくるところもありますので、これらに

ついてもですね、省エネ性能を高めるですとか、いろいろなもので抑えつつですね、今、国の

補助事業等を活用しながら、当初のこのイニシャルコストの整備を進めますけども、そういっ

た有効な財源が使えるときにですね将来的なランニングコストを抑えれるような仕組みも、念

頭にですね、可能な限りで、こちらの費用をですね、抑えるような方法を考えてまいりたいと

思います。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田でございます。２款１項７目、地域振興費、希望に満ちた、

活気あるまちの（５）番地域活動推進一括交付金事業についてございます。こちら新たなパタ

ーンでですね、町内会活動を含めて、これから自治会活動含めて充実していくものになってい

ただきたいなと本当に期待してるところがあるんですけど、その中で一つだけ、街路灯のです

ね、整備事業、これもともと街路灯設置の補助金というのがあって、街路灯の新設については

補助が出るんだけれども、更新だとか、改修だとか、そういうことなかなかちょっとね、出な

いってなってます。それで今回、この中で一括の交付金の中でですね、防犯灯整備費というこ

とでこちらのほう入ってますけれども、これは何を想定した費用で新設だけなのかそれとも改

修だとかそういうメンテナンスだとか、維持管理に含めての、どのあたりまでの対象とした補

助金というか、交付金があるのか、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 こちらの交付金事業につきましては、これまで、各課が所管する既存事業の再
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編を含めた内容となってございます。お話のありました、ご質問頂きました街路灯の補助金の

部分につきましては、従前の制度をそのまま今当初段階では移行しようという形で考えており

ますので、最初のとＬＥＤに更新ですとかそういったものについての補助となるような中身に

なります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。過去のね、私の一般質問で街路と町内会に委託して

るんだけど、町内会も委託された覚えがなかったりだとか、何かそういう風にあんまりこうそ

の所在というかね、維持管理の主体がはっきりしてない街路灯というのが、町内各所にあるよ

うなんです。それで、かなりですね、老朽化していて、場合によっては倒壊したりだとか、そ

ういうのももういろいろ事案としては各所で起きていますのでね、今回この見直しでもし、集

落の方、また、あれですよね、行政区長さん等に町内会長さんに説明されるんでしたらやっぱ

その辺りのところをですねちょっとこう、ヒアリングできたらヒアリングされて、その上で、

もし老朽化してたり、そういう見回ったときに気になったのがあればちょっと教えてもらうと

かしてですね、今のうちにしっかり保全というか、何かこう、さびてひどいのだとか、中にも

傾いてるところもね、ありますので、固めて街路灯もありますからね。だからその辺りについ

てはしっかりですね、地域の方の見てたら、それを役場のほうにちょっと教えてもらうという

ような工夫をですねされて、拡充するのはどこまで確実でいいか分かんないですけど、もしか

したら、建水のほうのね、担当にはなるかもしれないですけども、街路灯の維持、やっぱこれ

から公共施設等とあわせて、しっかりとやっていかなきゃならない部分あるかと思いますので、

それでちょっと気にかけていただけたらなと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 ご指摘のとおり、街路灯の維持、また事故等全国的に課題となっている施設で

もあります。こちらの街路灯の事業についてはですね、この一括交付金検討する際に、担当課

のほうからですね、いろいろそのような課題等も話がありまして、先日、説明会を開催した際

にですね、それらの課題に対応していくために、今の状況調査等もですね、担当課のほうで進

めさせていただいているところでございます。一括交付金制度の補助金の事務の部分について

は、総務課で一括して行うというような流れとしておりまして、それぞれの個別事案について

はですね、また街路灯については建設水道課、ごみステーションについては住民生活課のよう

な形で、地域の声を聞きながら対応してまいりたいと考えているところでございます。全体的

な出てきそうな課題ですね、こういったものをもうちょっと更新したほうがいいんじゃないか

というような話が出てきた場合については、都度この一括交付金の制度自体も見直しながらで
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すね、その課題に応じたですね、支援策補助策等を検討してまいりたいと考えております。以

上です。 

○委員長（山本賢一議員） 他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の４７頁から５２頁まで。第８目地域おこし協力隊事業費中、説明欄５、行財

政が健全で持続可能なまちの（２）情報管理システム強化事業及び（３）地域おこし協力隊管

理事業についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ５２頁の、２款１項８目情報管理システム強化事業ですが、先ほどか

らいろいろＩＴの関係のお話をたくさん伺いました。ここの会計年度職員というのは、ＩＴ関

係の人を人材のことです。人材のお金のことですか、伺います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 そうですね、ＩＴ人材の人員増で、ＩＴもほかの業務やっていただいて、町に

定住してもらうように考えてるんですが、ちょっと私もですねこれ、町としてもですね、結構、

システムとかそういうあとはですね、パソコンとか設定とかですね結構、今、すごい速さでで

すね変わってるものですから、ちょっと人材が足りないっていうところもありまして、そうい

うような知識を身につけて、ちょっと町内にですね、ちょっと定住してほしいという方が、い

らっしゃいます。それについてですね、それを含めてですね、いろいろな事業展開していただ

きたいという方がいらっしゃるので、それについてのですね、予算計上となっております。以

上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） これから採用なさると思うんですが、かなり人材難しいと思うんです

けど、予定はどうなってるんでしょうか。きそうですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 情報管理係長。 

○情報管理係長 今前向きに検討している方がいらっしゃいますので、それで一緒にちょっと働

けていったらなと思っております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 
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６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ２款１項８目、頁でいうと５２頁。事業概要書でいうと、６頁になり

ますが、お試し地域おこし協力隊、地域おこし協力隊インターン、こちら地域おこし協力隊管

理事業の中で新たなといいますかね、事業会社に載ってる通りなんですけども、こちらの募集

だとか、そういう何ていうんすかね、運営について、どのような対象。例えばね、福島県那珂

町では、学生中心に応募してもらうだとかっていうことで、民間がやったりとかしてます。そ

れで２０数人を集めて、首都圏だとか関西からの学生を集めてやったりしてるんだけれども、

今回どのようなことを想定して地域おこしを、試しの地域おこし協力でまたインターンやる予

定でいらっしゃるのか。思いついて、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 令和７年度におけるお試しインターンの関係ですけれども、まず、体験のメニュー

といたしまして、現在のところ学校の教育サポートのほうを検討しておりまして、その中で町

のホームページのほか、関わりのある大学のほうに直接ＰＲのほうを実施しまして、こういっ

た体験メニューがあるんですけれども、いかがですかというような形で参加者のほうを募る予

定でおります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 今回の交付税措置の対象になりますよということで予算出てますけれ

ども、これのですね、例えばＰＲ活動、ＰＲ経費、１団体当たり３００万円ということなって

ますけど、どのようなＰＲをですね、想定されているのか。交付税措置で確かに３００万円の

あれはあるんだけれども、今おっしゃったように、学校のほうにそうやって案内を出すってい

うとそこまでかからないなと思うんすけど、どのようなＰＲをですね、プロモーションを考え

てるのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 こちら事業概要書に記載されております募集ＰＲ経費については、こちらは交付税

措置の対象となるものとして１団体当たり３００万円あたりが対象となりますよという風な

形で書かせていただいておりますが、今回費用として計上させていただいているのが、こちら

の旅費の部分で、計上さしていただいてる形になりますので、実際に大学のほうに行ってＰＲ

するとする際の旅費のほうを募集ＰＲ経費として計上しているような形になります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 
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○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。交付税措置になるからといって事業を実施してもで

すね、私それよく見てないから分からないんだけれども、本当に入ってるのかどうか分からな

いっていうねそういうのも何か思いとして、特に財政担当にもあるのかなと、そんな感じもね、

特にあるんですけれども、やっぱいろんなとこ事業で交付税措置交付税措置って言ってるんだ

けども、やっぱりその交付税措置が本当にね、しっかりと入ってくるかどうかっていうのは、

何となく入ってきてるだろうというその程度であるもんだから、ここに書いていただくのあり

がたいんだけども、だからといって、やっぱコストをね、きちんと見合うような身の丈に合っ

たものにしないとならないんじゃないかなという風に考えてますけど、基本的な押さえとして

どのようにお考えなのか。目の前に財政担当いうところでそんなことは言えないと思うんだけ

れども、難しいこと言えないと思うんだけども、基本的な押さえとしてはね、やっぱ交付税措

置があるから３００万あるからだとかっていうことは、参考資料として出していただいたんだ

ろうけれども、やっぱり身の丈に合った事業にするためには本当にこう積算していく中で、や

っぱりこうきちんと切り詰めていかないというか、必要最低限必要なもの、やりたいことじゃ

なくて必要なものに対してお金をかけるとそういう風なことが必要かと思うんです。今回はそ

のほうにやるような感じでよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 まさにですね委員ご指摘のとおりですね、交付税措置があるから実施するというも

のではなく、町がやりたいことに関して実施する上で交付税のほうが措置されていくという風

な考え方になりますので、町がやりたい事業というのがまず前提としてあるものになってきま

すので、必要な経費を計上し、それに対して措置があるというようなそういった流れになりま

すので町としては必要な経費を計上させていただいているような状況になります。終わります。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） ３項８目、同じく５２頁の（３）地域おこし協力隊管理事業、こちら

についてお伺いをいたします。外からの人材がきてもらうということは非常に重要な大事な事

業だと思っております。そこで、地域おこし協力隊個々の単位がそれぞれ目標を持っておられ

ると思うんですけれども、その辺のところの計画、あるいは期間終了後の目標、その辺のとこ

ろは明確になっているのかどうか、その辺のところをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 地域おこし協力隊に関してですけれども、今現在ですね地域おこし協力隊のほうは
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全員で、今現在では１５名在籍しているんですけれども、そこから令和６年度末及び令和７年

度中に、７人の隊員が任期を満了するような予定となっております。これまで活躍していただ

いた、そういった満了される方々につきましては、町内で起業される、起業を

予定している方というのが４名いらっしゃって、町内で就職される方というのが２名いらっしゃ

いまして、また町外で転出されて活躍されるというような方も中には１名いらっしゃいますが、

皆さんそれぞれですね美瑛町のほうに、大きな影響刺激のほうを与えていただいたという風に

考えております。任期満了によって一時的な活動にとどまらずにですね、そういった町内で起

業をしていく上で今後も長く町内のほうで活躍されて、町の発展に寄与していただくようなこ

とを期待しているところでございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木委員。１０番八木です。やはりこの１番はですね、町民

に伝わってないということではないかなと思うんですね、やはりこの大事な人材なので。美瑛

に残っていただいて。また事業がきっちり成功するような形で、町民も応援していくと。そう

いう形に持っていかなきゃならないかなと、こんなことを考えております。あといろいろ広報

でね、広報で伝えたりはできてるんですが、なかなか伝わりきれてないのかなと思いますんで、

その辺のところの考えをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 職員係長。 

○職員係長 協力隊の活動の内容についてになりますけれども、現在ですね活動している中で先

月、これまで活動していた実績のほうを町民の皆さま含めた中で公開の発表会というか報告会

のようなものも開催させていただいておりまして、また、４月にもですね、新たに今後活躍さ

れる方々について、今後の方針というかどのようなことをやっていただきたいのか、やってい

きたいのかっていうのを発表するような、機会のほうを設けております。そういったことも続

けながら、広報のほうでもですねどのような活動をしているのかというのをＰＲしていきなが

ら、町民の皆さまにはしっかりと関わりを用いながらですね町民の皆さまとともに活動のほう

を進めていただければ、理想だなという風に考えているところです。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 最近１番印象に残ったのがですね、豆腐屋やりたいってありましたね。

１番伝わるんだと思うんですよね。何か何か応援できることないかなというようなことを町民

の方たちもしていくと思うんで、やはり単純明快にこれをやると、こういったことのメッセー

ジが必要かなと思ってますんで、その辺のところを再度お伺いしたい。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○総務課長 地域おこし協力隊につきましては、それぞれ将来的な目標を持ってですね、美瑛町

にお越しを頂き、活動頂いてるというところです。今、八木委員からご指摘等もあったとおり

やはり町民の方に理解を頂き、それを応援していただく中で活動を展開していくと。将来的に

町内にですね、提示を頂いて、起業なり、また、違った活動も含めて就職等も含めてですね、

定住して頂き、活躍してもらうというのが理想的な形だという風に思ってますんで、昨年あた

りからですね、そういった事業継承ですねそういった枠組みでもですね、起しの方々をですね、

入れるようにしてきておりますので、よりですね、町民の方に理解を頂き、応援していただく

ような、そういった形づくりですね、そういったものを進めていきたいと思います。先ほど係

長のほうからもご説明あったとおり、町民の方々に対してのですね広く活動内容を発信するよ

うな形で、ミートアップといったですね、そういった報告イベントもですね、随時開催を今後

ともですねしていきたいという風に思ってますので、引き続き見守りをですね頂きたいという

風に思ってます。よろしくお願いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 理解をいたしました。それもう１点ですね、昨日青田議員から観光大

使というお話がの中で、美瑛に魅力を感じて、それぞれ隊員の方は来られて、今見ていたら７

人のうち６名が町内に行われるということ非常に好ましい状況かなと思ってますけれども、や

はり離れざるを得ないという方も出てくると思うんですね。そんな方もやはり美瑛に魅力を感

じて美瑛に来てくれてると思いますので、有名人が欲しいんだということを地域おこし協力隊、

昨日青田議員からありましたけども、やはりこういった形で観光大使ではなくて、何か新しい

いろんな制度を設けて美瑛とのつながりを継続して持ってもらうと、こういった形のものをで

きないのかなと思ってますんで、その辺のところの考えをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○総務課長 地域おこしの関連、延長戦延長上での観光大使というところかなという風に思って

ますが、残念ながら先ほどご説明したとおり、この年度末で１名ですね、町外に転出されると

いう方がおります。先日私もちょっとその方と面談というかですねお話を聞くお時間をとらせ

ていただきましたが、ちょっと諸事情によって町外に出て就職という形にはなってしまうんで

すが、将来的には、やはり引き続きですね、美瑛町に何かしら関わっていきたいという思いを

持っておられますので、基本的にはそういった思いを持った方がですね、こちらに美瑛町にで

すね、来ていただいてるという風に理解をしておりますので、仮にそういった町外へ転出する
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といった方々もですね、引き続き美瑛町を応援していただくようなですね、そういった仕組み

づくりといいますか、何かこう、つながっていき続けるようなですね、そういったものを考え

ていきたいという風に思ってます。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。   

次に、予算書の５５頁から５８頁まで。第１１目火山砂防情報センター費及び第１２目火山、

失礼しました。災害対策費についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 青田でございます。２款１項１１目火山情報センター管理事業と、２

款１項１２目国民保護協議会事業２つについてございます。まず火山情報センター管理運営事

業の修繕料６６２万９，０００円という風にありますけども、この修繕の内容について伺いた

いと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 危機対策係長。 

○危機対策係長 火山砂防情報センターの修繕料につきまして、こちらにつきましては、自動火

災報知設備の修繕になります。こちらの施設ですね、平成４年の１０月に開設してから今３２

年が経過しております。その中で、やはりですね、施設の中の機械類であったり、システムで

あったりという部分は、老朽化してる部分がありますので、ここはですねちょっと不具合のと

ころも見えてますので、令和７年度につきましては、自動火災報知設備のほう、修繕するとい

う形で予算計上させていただいております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。それで昨今ね本当インバウンドでいろんな国からや

ってきます。そして中には火山のない国もあってですね、ベトナムなんかは火山というのがな

いからなんか割と火山に興味があると。そんなような話もねしてた方がいて、それで最近の利

用状況なんですけど、ここを訪れる方々、国別には見えてないと思いますけど、利用の実績と

してどのような推移で来ているのか、その辺りについて伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 危機対策係長。 

○危機対策係長 利用実績につきましてですが、令和６年度につきましては、３月見込み含めま

して、利用者数が１万５，０００人に到達すると見込んでおります。令和５年度におきまして
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は、実績がですね約１万２，０００人ということで、３，０００人の増加というところにはな

っておりまして、１万５，０００人となりますと、やはりコロナ禍明けとなりましてはコロナ

禍前の数字を超えるような数字になってきてますので、その部分については、観光客も含めま

して、戻ってきてるんじゃないかなという風に予測できます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） あそこを今ね、白金の白ひげの滝なんかのブルーリバーブリッジ、す

ごい観光客の方訪れてますよね。そこから階段で上がってたら２３０、２８６段か２８０段、

登ってったら、そこに火山情報センターがありますよね。だからそこを近いんで、どれだけ増

やすかね。またキャパもあるけれども、やっぱりこういろんなことでプロモーションとしてお

知らせすると、訪れる方も増えてくるんじゃないのかなと。それがね、また美瑛のジオパーク

なり、これまでの活動にもつながってくるんじゃないかなと思いますんで、積極的なＰＲされ

てはねいかがかなと。せっかくコストをかけて修繕しても、受け入れる体制はこれでしっかり

とできるんでしょうから、キャパの問題もありますけれども、より多くの方に訪れていただけ

ればと思いますけども考えてくださいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 危機対策係長。 

○危機対策係長 今ちょうどですね、施設の、特に１階２階のところの展示パネル等ですね、入

替え作業３月中に行う予定になっておりまして、その部分ではですね施設内がまたリニューア

ルされるような形になっておりますので、その部分で十勝岳の火山の情報であったり、防災で

あったりというところの部分で、また多くの皆さんがですね学べる場であったり、一種の観光

の部分で楽しめる場になればいいんじゃないかなというところで、取組を進めている状況でご

ざいます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。続きまして国民保護協議会事業についてございます。

こちら何度かね予算決算で取上げて、これまで協議会の活動がなかったんだけども、令和６年

度から協議会がスタートしましたということで、せんだってもご説明頂いてますけども、まだ

まだ町民の方に話していて知られていない。そういうような協議会であって、ちょっとこう伝

える方がね、果たして本当にミサイルが飛んできて、何かこうそういうね、国の有事が起きた

ときにっていう風な協議会だから、なかなかこうそういうのはね、まだまだ理解がね、世の中

進んでないのかもしれないけど、これやっぱり大事なね、事業だと思います。ただこれについ

てはですね、やっぱりこれより知ってもらう必要があるんじゃないかなと思いますけれども、
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周知の在り方とか令和７年度の活動どのようなことを予定されているのか伺いたいと思いま

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 危機対策係長。 

○危機対策係長 国民保護協議会のこの事業になりますが、町民全体にということで皆さまに知

っていただくのは、まず広報で周知したいなという風に考えております。ただですね、内容言

葉がちょっと難しいような内容になってしまうところがあるので、そこはですね、皆さんに分

かりやすいような形で広報のほうでは周知したいという風に考えております。あと個別という

わけではないんですけども、やはり危機対策室のほうで行っております出前講座、町内会であ

ったり、小学校であったり、中学校であったりと、そこらにそちらに出向いたときに国民保護

協議会、それについてくる国民保護計画ていうのは、テロ攻撃に対してだよだとか、あと、そ

うですね、今皆さん分かりやすいやはりミサイル攻撃だよだとか、そういった部分から皆さん

を守るために、こういったものがありますということで、そういった部分のですね、簡単な説

明ではありますがそういったところのですね、周知啓発を行っていければいいなという風に考

えております。以上です。はい。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ２款１項１２目災害対策費の中の、１の１防災活動事業で、消耗品と

消耗品費があるんです。これ多分あれ、賞味期限が切れて非常食とか水とかそういうところの

入替えだと思うんですけれども、いつもこれ防災訓練なんかで賞味期限近いものって配ってた

りしたんですけれども、去年そういうのがなかったんで、どんな風な処理されて、消耗品、地

下１階もどの処理されてるのかお聞きします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 危機対策係長。 

○危機対策係長 防災備蓄品のお話になりますがこちらについてはですね、ローリングストック

といいまして、賞味期限切れそうなものについては随時使用していく形になりますが、その使

用方法につきましては、今回防災訓練の中では使いませんでしたが、先ほども申し上げたとこ

ろの部分で出前講座で皆さんのところに伺った部分、伺ったりだとか、そういったところで、

皆さんに防災食というのはこういうものだよということで試食していただいたり、持ち帰って

いただいて、実際に食べてもらったりだとか、そういったところで賞味期限切れ捨てることの

ないようにですね、管理して皆さまに配布しているような状況でございます。以上です。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 注意されてるんだったら結構ですけども、あと、段ボールベッドなん

かもこの間見てると結構へたってきてるような、もう何回も出し入れしてて、こういうのもそ

ろそろ入替えっていうのも考えていかなきゃいけないのかなと思うんですけどね。どうでしょ

うか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 危機対策係長。 

○危機対策係長 段ボールベッドもですね購入してしばらくたちまして、皆さまに体験していた

だいたり、使っていただいたりする部分大分大分へたってきてるというのは確かにそのまま形

であるんですけども、今後につきまして段ボールベッドが、また同じものっていうのがいいの

かどうかというのはちょっと検討の余地があるなと思っておりまして、やはりプライベート空

間であったり、段ボールベッドに関わるですね、もっと体に優しいというか、そういった形の

ものも今だんだん出てきておりますので、どういったものがいいのかについてはそういった検

討して、購入していきたいという風に考えております。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に移ります。 

次に、予算書の５９頁から６２頁まで。第１４目諸費について質疑を許します。ただし、説

明欄１、笑顔あふれる育ちの同じ育ちと学びのまちの（１）美瑛高等学校教育環境振興補助事

業、２、自然と共生した共生し生活基盤が充実したまちの（１）地上デジタル放送受信障害対

策事業、３、安全で安心して暮らせるまちの（４）防犯協会支援事業、４、希望に満ちた活気

あるまちの（３）まちづくり寄附管理事業及び（４）企業版ふるさと納税推進事業を除きます。

についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） まず２款１項１２目諸費、頁数でいうと６２頁になります。希望に満

ちた活気あるまちの（１）開拓記念式典事業と（２）行政団体支援事業についてございます。

（１）番の開拓記念式典事業、コロナ禍でですね、なかなか式典の後の祝賀会だとかっていう

のは、これまでなかなか開催になってなかったんですけども、時期的に開催してもよろしい時

期なのかなという風に、やっぱりこの開拓記念式典で各種表彰があってですね、そのあと本当

にその方たちをねぎらいな本当にこうお祝いするということをですね、町としてやってはどう

かなという風に考えているんですけどもその辺りについて、お考えを伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 開拓記念式典の祝賀会の件についてご質問頂きました。令和元年まで祝賀会を

表彰後に開催をしておりました。その後コロナ禍等を経てですね、現在については、記念映像

の放映ですとか、またアトラクションとして白金太鼓の皆さんに演奏していただいたりですと

か、そういった式典としての形を進めてまいったところでございます。今後におきましても例

えば節目の開催ですとか、名誉町民や特別功労者の認証の際ですとか、そういった時期に合わ

せてですね、祝賀会を開催することを検討してまいりたいなと考えているところでございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。それで、次にですね、（２）番の行政団体支援事業

について伺います。令和６年度までは保護司会支援事業というのがですね、あったんですけれ

ども、今回名称変わりまして行政団体支援事業という風になりました。これ保護司会との関係

含めて、行政団体のこの名称変わって予算の内容についてもですね変わってきてるかと思いま

すけど、その内訳含めて伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 令和７年度の予算編成に当たりまして、小事業の再編を若干進めさせていただ

いた中で、令和６年度までございました保護司会支援事業を、この行政団体支援事業の中で、

包含させていただいたというような経過となっております。こちらの事業の内容についてはで

すね、更生保護女性会ですとか旭川保護司会、また、旭川保護会等への補助金の中身となって

ございまして、合わせてもともとありました保護司会支援事業の予算額と同額をですね本年度

も計上させていただいてるところです。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 要は構成保護４団体ですかね、含めて、全てのあれを包含して、それ

で運営していくということで、逆にって分かりやすくなったというか何かそういう風なことで

理解でよろしいですかね。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 ご指摘頂いたとおりでございまして、名称が行政団体支援事業という名前が適

正かどうかというところはあるんですけども、行政相談員への補助金ですとかそういったいろ

いろと活動頂いている皆さまへの支援補助金をこの事業にまとめたというような形となって

ございます。以上です。 
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○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の６７頁及び６８頁、第４項選挙費、第１目選挙管理委員会費及び第２目参議

院選挙費について、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ２款４項２目参議院議員選挙費について伺います。昨年の要は、前回

の衆議院議員選挙、これまで美瑛町史上で１番投票率が低かったということは議会の中で、質

疑を行いましたけれども、今回の参議院選挙、どれだけ盛り上がるのかなってちょっとそれは

よく分かりません。私は、ただやはり先生、民主主義の根幹はやっぱ選挙だと思ってますので、

投票率を上げる責務というのは当然行政にもあるんだろうなという風に考えているところな

んですけれども、投票率を上げるための工夫といいますかね、何かそういうのが、お考えとし

てあれば伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 ご指摘のとおりですね、投票率を上げていくという部分の責務も選挙管理委員

会の中で、会議の際にですね、議論等がされているところでございます。近年の状況で言いま

すと、他町での事例で申し上げますと、例えば投票に行かれた方にですね、投票済み者カード

をお配りしたりですとか、そういった投票に行くことに対してのある意味一種のインセンティ

ブみたいなものをつけるというような取組も進んでいるところなんですけども、管内の選挙管

理委員会の会議等でも、そういった選挙ですね、そういった活動にする部分についてしっかり

とした議論が必要だなという形で今注視をしているようなところです。あわせてこれまでです

ね主権者教育といいますか、子どもの例えば、明るい選挙推進のポスターコンクールですとか、

いろんな取組で総選挙に関わっていただくという意識づけを進めてまいったところでござい

ます。しかし時代がどんどん動いていって、今ＳＮＳとかそういったものを使ってですね、ど

ういった形をしていくかという部分があります。そういった場合にあった場合ですねこういっ

た町の選挙管理委員会の視点だけではなく、もっと道とかですね大きい視点でですね、選挙に

ついての啓発ですとかそういったものを進めなければならないのかなと考えているところで

す。また一方でですね、投票をしやすい環境をどうつくるかという部分につい

ては行政面積の広い広い美瑛町においてはですね、なかなか対応が難しいところもありまして、

これも他町の事例になりますけども、移動するような期日前投票所とか、そういったような仕

組みも徐々に出てきているというところです。その際にあわせて検討していかなきゃならない
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部分としてはですね、投票所の再編の部分もございます。今１０か所投票所ございますが、こ

れらもそれぞれ人口減に伴って、適正な統廃合という部分が必要になってくるのかなというと

ころがありますので、投票率を上げる仕組みと維持するというか、しやすくする環境の仕組み

とあわせて検討が必要なのかなと考えているところです。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１４９頁及び１５０頁、第９款消防費、第１項消防費、第１目消防費につい

ての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１７１頁及び１７２頁、第１１款公債費、第１項公債費、第１目元金及び第

２目利子についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） １１款１項２目利子、一時借入金の利子。先ほど話もちょっと関係し

てくるんですけどもね。パイプラインウエートが上がってきましたよとして今年度、来年度、

令和７年の令和７年度において、金利の動向といいますかね、どれぐらいで一借できそうなの

かという、あと、まずそこからいきますと、どれぐらいの率で調達できそうなのかということ

で、お伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 利率ですが、今、今の段階ですと０．１２５％で基金からの借入れを行ってい

るところです。今後につきましては、今の状況を鑑みますと、０．２２５、０．１％ほど上が

る。状況を想定しているところでございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。令和４年度でね、金利、要は５，０００何百円とか、

その分ですから、そんなに大したあれはね、今のところは想定しなくてもいいのかもしれない

んだけどやはり、より有利なところでも指定金融機関もあります。指定金融機関から調達する

方法もあれば、要は入札式でですね、例えば農林中金だとか。あとこれまで知的に関わってな

いところだとかそういうところ含めてですね、何か言葉たまたま今農林中金でいろんな機関が

ありますので、そういうところからの資金調達もあわせて考えるほうがよりいいのかなと思っ
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たりはするんですけれども、要は、どういうような方法で資金調達相手を選んでいるのか、そ

の辺り伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 今までの実績でいきますと、基金会計からの借入れを基本と考えて、実際に利

率のほうも、各金融機関の定期の利率等を参考にさせていただきながら決めてきたところでご

ざいます。ただ、今この利率が上がっている状況で有利に、先ほどもお話あったんですが、金

利の負担というところを考えますと、入札等を行いながらするという考え方にもなってくるか

なあと思っているところでございます。ただ、先ほどお話、議員ともされたように、一時借入

れではなくて、ほかのほう例えば繰入金を前倒し指定するとかっていうのもちょっと考慮した

中でですね、極力負担がかからないように考えていきたいと思っております。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１７３頁及び１７４頁。第１２款諸支出金、第１項普通財産取得費、第１目、

公共施設等整備基金費から８目財政調整基金費までについての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田でございます。１２款１項９目、廃目となりました財政調

整基金費、廃目の理由について伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 こちら廃目につきましては利子を見込めない。あと利子を見込んでいなかった

ので、廃目いうことになったんですが、今現在の状況で基金の残高としましては５億円超ござ

います。なんですが、内部の資金運用の関係で、こちらの分につきましては財政調整基金につ

きましては、全て決済性預金で今管理しているため、利子が発生しないということで廃目とさ

せていただいたところでございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。１月末で５億５，２６５万３，６７７円ということ

でね、先達ての議会で配られたあれで見ているんですけれども、決済性預金だから、それね、

要は利息がつかない。振り振りが０％っていうところなんでしょうけど、何かもったいないな

と思って廃目しないでね、ちょっと財政調整基金の使い方、単純な話ですけどもね、どっかに
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近いとかできないものなのかなと思ってしか廃目する必要もないし、何幾らかでもね、利息つ

くということで、やっぱその基金になってる部分の運用というか何かそういうのがね、できれ

ば、５億これ令和７年度でゼロになるわけではまずないのかなと思いますから、だから何とか

ですねちょっとこう、財政調整基金、預金間で動かすことってできないですか。例えば定期性

に入れるだとか、何かそういう投資信託入れたら、駄目ですよ。やっぱりきちんとしたのよ安

定安全確実なあれでやらないと駄目なんですけど、その辺のところを、何か私とにかくもった

いないなと思って、それ廃目なったらイメージ的にね、いやもう財政調整基金なくなったらど

うしようかなって何かそういう風に思ったりするもんだから、やっぱこの今行財政大事なとこ

ろでね、少しでも有利な運用、家庭でもそうだと思います。自分でもそうだけどもやっぱそう

いうのをね考えたらいかがかなと思ったんですけども、お考えを伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○会計課長 先ほど財政の担当者のほうからも一借の関係で説明ありましたけども、現在一時借

入金、基金のほうから借入れということです。基金から借り入れるということは、基金で発生

する利息等は、基金の中で最終的には一般会計に戻すということになりますんで、これを外で

借りるということになると、外に期間に利息が出てくるということもありますんで、ある程度

動かせる、基金を押さえておくということで決済性に積んでいる状態でありまして、そういっ

たものが大体年間、２０億ほど経済性の中で動きやすい、資金として留保しているというよう

な状況になってます。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１７５頁及び１７６頁、第２項公共企業費、第１目上水道事業補助金から第

６目病院事業負担金までについての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１７７頁及び１７８頁。第１４款予備費、第１項予備費、第１目予備費につ

いての質を、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の３３頁及び３４頁。第１款議会費、第１項議会費、第１目議会費についての

質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 
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質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の７１頁及び７２頁。第２款総務費、第６項監査委員費、第１目監査委員費に

ついての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、質疑なしでこれで総務課会計課議会事務局及び監査委員会、監査委員事務

局所管の歳出に関する審査を終わります。 

暫時休憩します。 

総務課会計課の皆さんご苦労さまでした。 

休憩宣言（午前１１時４６分） 

（総務課・会計課説明員 退室） 

（まちづくり推進課説明員 入室） 

再開宣言（午前１１時４８分） 

○委員長（山本賢一議員） まちづくり施策推進課の皆さんよろしくお願いいたします。 

休憩前に引き続き委員会を再開します。 

次に、まちづくり推進課所管の予算内容について、まちづくり推進課長及び地域みらい創造

室長の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長 それでは令和７年度のまちづくり推進課が所管する歳出予算の概要に

つきましてご説明を申し上げます。地域未来創造室所管の予算概要につきましては、この後に

続けて室長の大庭よりご説明を申し上げます。令和７年度のまちづくり推進課が所管する予算

総額は、地域未来創造室所管分を含めまして、２億５，４６９万３，０００円です。前年度当

初予算額３億２，３２７万円に対しまして、６，８５７万７，０００円の減となってございま

す。 

それでは、各会計予算書に基づきましてご説明を申し上げます。初めに、予算書の３９頁及

び４０頁になります。第２款総務費、第１項総務管理費、第３目広聴広報費、説明欄１、行財

政が健全で持続可能なまち、（１）広報事業は、広報びえいの発行とホームページ及び町公式

ＬＩＮＥ保守管理等で、１，０１１万９，０００円を計上しております。 

次に、予算書の４３頁及び４４頁になります。第２款総務費、第１項総務管理費、第７目地

域振興費、説明欄１、自然と共生し生活基盤が充実したまち、（１）北海道鉄道利用促進事業

は、ＪＲ富良野線の利用促進を図るため、沿線自治体で構成するＪＲ富良野線連絡会議への補

助金及び利用促進事業に係る消耗品費に要する経費として前年度同額の１９万７，０００円を

計上いたしました。 
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次に、（２）自然環境保全景観審議会事業は、審議会の運営に関する経費として１５万 

２，０００円を計上しております。 

次に、（３）日本で最も美しい村推進事業は、日本で最も美しい村連合日本で最も美しい村

づくり北海道連携会議及び、美瑛町日本で最も美しい村協議会の各種活動の推進に関する経費

として、前年度比１１万４，０００円増の２８５万８，０００円を計上いたしました。要求資

料は１頁となります。 

次に、（４）景観づくり推進事業は、景観の保全と形成の推進に関する経費として、景観重

要建造物１件の環境整備を含めまして、前年度比１５５万円増の１９０万円を計上いたしまし

た。 

次に、説明欄に希望に満ちた活気のある町（１）まちづくり委員会事業は、委員会の運営に

対する関する経費として２３万４，０００円を計上しております。 

次に、予算書の４５頁及び４６頁になります。（３）美瑛町中心市街地活性化整備事業は、

職員旅費、会議運営費として６万５，０００円を計上しております。 

次に、（４）地域活性化起業人管理事業、地域活性化起業人は５名、同副業型で３名の計８

名体制を予定しております。活動に係る報酬、企業の所在地と美瑛間の移動旅費、企業人が企

画する事業費として、合計３，７５０万円を計上しております。要求資料は２頁となります。 

次に、（９）企業信用調査事業は、本町の事業に関わる企業の実態、信用調査に要する経費

として、前年度比、前年度同額の１２万３，０００円を計上しております。 

次に、（１０）関係人口創出事業は、本町の発展に期する企業大学との連携強化関係イベン

ト等の開催や、まちづくり寄附に普及する取組に要する経費として、前年度比８０６万６，０００

円減の６８１万１，０００円を計上しております。ふるさとレストラン事業の終了等による減

額となってございます。事業内容につきましては、事業概要書の５頁となります。 

次に、（１１）丘のまちびえい活性化協会補助金は、令和７年度中に解散を予定している同

協会にて、継続するギャラリーや２階子どもスペースの運営に係る分、清算業務に当たる社員

の人件費等で、前年比１，０１１万２，０００円減の８３８万７，０００円を計上いたしまし

た。要求資料は３頁から４頁になります。 

次に、（１２）丘のまちカーシェアリング実証事業は、計画年度１年前倒して終了すること

としたため、精算にかかる費用等で２４１万６，０００円を計上しております。 

次に、予算書の４７頁及び４８頁になります。説明欄３、行財政が健全で持続可能なまち、

（１）地域振興管理事業は、まちづくり及び地域振興等の推進に関する事務管理経費として、

前年度対比７０６万円減の１５１万円を計上いたしました。減額の主な理由は、活性化起業人

に係る事業費を別立てとしたためとなってございます。 

次に、第８目地域おこし協力隊事業費です。当課所管の地域おこし協力隊事業は、説明欄２、
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地域資源を生かした産業のまちのうち、（２）丘のまちチャレンジショップ事業。 

次に、予算書５１頁及び５２頁です。説明欄４、希望に満ちた活気のあるまちのうち、（２）

地域資源を活用した地方創生推進事業、（３）美瑛の食の魅力を生かしたまちづくり事業、こ

の（３）については要求資料が７頁にございます。説明欄５、行財政が健全で持続可能なまち

のうち、（１）ＳＮＳを活用した情報発信推進事業の、以上４事業でありまして、要する経費

としては１，５５９万６，０００円を計上いたしております。 

続きまして、５９頁及び６０頁になります。第１３目東京事務所費、説明欄１、希望に満ち

た活気のあるまち、（１）東京事務所管理事業は、美瑛町東京事務所としての活動に関する経

費として１１９万円を計上しております。 

次に、第１４目諸費、説明欄１、笑顔あふれる育ちと学びのまち（１）美瑛高等学校教育環

境振興補助事業は、美瑛高校の維持存続と地域と連携した魅力ある教育活動の支援に要する経

費として前年度同額の８３１万６，０００円を計上しております。要求資料は９頁となります。 

続きまして、６１頁及び６２頁になります。説明欄４、希望に満ちた活気のあるまち、（３）

まちづくり寄附管理事業は、ふるさと納税の返礼品や宅配料委託料等に要する経費として１億

３，７５７万７，０００円を計上いたしました。 

次に、（４）企業版ふるさと納税推進事業は、事業委託をしていたダイレクトメール等発送

のデータ蓄積によりまして、直接の利用が可能となったため、委託を絞ったことによりまして、

１７８万３，０００円減の５６万６，０００円を計上いたしております。 

続きまして、６９頁及び７０頁になります。第５項統計調査費、第１目統計調査費、説明欄

１、行財政が健全で持続可能なまち、（１）統計調査管理事業は、統計業務に関する消耗品等

の計上です。（２）経済センサス調査事業、（３）学校基本調査事業、（４）農林業センサス

調査事業、（５）国勢調査事業以上統計法に基づく各種統計調査に要する経費として、合わせ

て７８３万２，０００円を計上しております。令和７年度は国勢調査の実施年でありますので、

国勢調査事業が前年に比べまして７７０万１，０００円の増となってございます。 

以上でまちづくり推進課が所管する地域未来創造室所管分を除く令和７年度の歳出予算の概

要を申し上げました。ご審議をよろしくお願いいたします。引き続き、地域未来創造室分を室

長の大庭よりご説明申し上げます。 

○委員長（山本賢一議員） 室長、３分で終わる。 

（「はい」の声） 

地域みらい創造室長、お願いします。短めに。 

○地域みらい創造室長 私からは地域未来創造室が所管します二つの事業の予算説明をさせて

いただきます。まず、予算書４３頁になります。第２款総務費、第１項総務管理費、第７目地

域振興費の説明欄１、自然と共生し生活基盤が充実したまちの（５）地域脱炭素推進事業で、
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予算額は１，１１５万４，０００円です。今年度は地球温暖化対策実行計画の策定を進めてま

いりまして、令和７年度から１０年間の実行計画のもと脱炭素推進事業を実施してまいります。

令和７年度に実施予定の事業につきましては事業概要書１頁に記載のとおりですが、先ほどお

話しさせていただいたとおり地球温暖化の原因と言われていますＣＯ２の削減に向けた実行

計画となる、温暖化対策実行計画がこの４月からスタートしますので、本計画に基づきまして

再生可能エネルギーの活用や省エネ設備の普及を進めてまいります。それら普及に向けたセミ

ナー等の開催を積極的に実施してまいります。また、令和７年度に実施する事業に対する支援

事業としましてエア・ウォーター北海道様よりふるさと応援Ｈプログラムの補助事業に採択し

ておりますので後、農業残渣を活用した加温ボイラーの実証事業に実施してまいります。なお、

当初所管の予算には計上していないんですけども、脱炭素の事業としまして公共施設のＬＥＤ

化で役場庁舎、スポーツセンター街路灯、そして暖房エネルギーの転換による 

ＣＯ２削減事業としまして、スポーツセンターのボイラーの更新が各所管課において提案をさ

れております。以上が地域脱炭素推進事業の説明となります。 

次に、予算書４５頁になります。第２款総務費、第１項総務管理費、第７目地域振興費の説

明欄２、希望に満ちた活気あるまちの（８）デジタルトランスフォーメーション推進事業で、

予算額は１９万円です。当時、自治体ＤＸにつきましては今年度業務のデジタル化推進の目安

とするロードマップを策定しましたので、優先順位が高かった書かない窓口の検討などデジタ

ル化に向けた業務の棚卸し作業を丁寧に行いまして、事業化に向けた準備を実施してまいりま

す。以上が、デジタルトランスフォーメーション推進事業の説明となります。よろしくお願い

します。 

○委員長（山本賢一議員） それではですね、午後１時まで休憩といたします。 

休憩宣言（午前１１時５９分） 

再開宣言（午後 １時００分） 

○委員長（山本賢一議員） 休憩前に引き続き委員会を始めます。 

それでは、予算書の３９頁及び４０頁、第２款総務費、第１項総務管理費、第３目広聴広報

費についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の４３頁から４８頁まで。第７目地域振興費についての質疑を許します。ただ

し、説明欄２、希望に満ちた活気あるまちの（２）自治推進委員会事業、（５）地域活動推進一

括交付金事業、（６）集落支援管理集落支援員管理事業及び（７）東部地区コミュニティ施設（仮

称）整備の事業を除きます。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 
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２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 第１款総務費の第１項総務管理費、第７目の地域振興費中、説明欄５、

地域脱炭素推進事業についてお聞きします。事業概要書には、具体的に事業概要書には説明あ

りまして、エアウォーター北海道株式会社における、ふるさと応援団Ｈプログラムの採択によ

り、農業残渣を活用した加湿ボイラーの実証事業を産学連携のもと実施するとありますが、そ

こでお聞きします。農業残渣は具体的には何を想定しますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ゼロカーボン推進係長。 

○ゼロカーボン推進係長 今回農業残渣につきましては、もみ殻を活用した実証事業と想定して

おります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） どうぞ分かりました。町内の加工から出る農業残渣のうち、今回の加

湿ボイラーの実用化で何万ぐらいふさわしい処理が期待されますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ゼロカーボン推進係長。 

○ゼロカーボン推進係長 今回の実証事業では一応およその、もみ殻の量としては３トンを想定

しておりまして、農協さんにもですね、ちょっと残渣の部分でヒアリングをさせていただきま

したら、約もみ殻については約３００トン出てるってことなんで、おおよそ１％に当たると思

います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 分かりました。ぜひ産学連携とありますが、今の段階で分かる組織は。

お願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ゼロカーボン推進係長。 

○ゼロカーボン推進係長 今回産官学連携メンバーにつきましては、室蘭工業大学さん、エアウ

ォーターグループの中でエネルギーと、農業グループもありますので、そこに参画していただ

いて、今回農業残渣の機械を製造している武田鉄工所さんをもとに実施する予定となっており

ます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） この加湿ボイラーが有効性があり、実業される場合、ぜひ美瑛町内で
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ボイラー製造販売してもらいたいと思いますが、その考えどうですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ゼロカーボン推進係長。 

○ゼロカーボン推進係長 今回の実証事業をもとに、どういった成果が得られるか含めてですね、

今後その成果が成果になればですね、各農家さんにも普及をしながらですね補助事業のほうも、

検討していきたいと思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） ちょっと聞きますけど、エアウォーター北海道株式の包括連携におけ

る太陽光の実証実験はどうなってますか。前、１回は白金牧場で実験すると聞いて、今聞いて

ましたが、あそこは標高も高く、強風も吹くため、実験データは貴重なものになると思います

が、どう思いますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ゼロカーボン推進係長。 

○ゼロカーボン推進係長 個別垂直型の太陽光発電の実証事業なんですけれども、今年度に、令

和６年度につきましては、室蘭工業大学さんのほうですね、気象観測のほう、機器をつけた上

で観測のほうは集計しております。令和７年度の雪解け後になりましたら、エアウォーターさ

んのほうで設置のほうをさせていただいて、実際の発電量調査した中で、今後のですね展開に

向けて検討していきたいと思っております。また白金牧場につきましては、委員おっしゃると

おりですね自然環境が厳しい状況でありますので、その状況下でもどのぐらい発電するのか含

めて、今回の実証で検討していきたいと思ってます。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ４４頁、２款１項７目の（４）景観づくり推進事業ですが、内容につ

いて、ここ前回に比べて１５０万ほど増額になってますので、説明していただけますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 景観づくり推進事業につきましては、前年より多額の金額が増額しているとこ

ろであります。理由としましては、町で指定しております重要の重要な景観樹木建造物がござ

いますが、そのうち赤い屋根の家につきまして、昨年より、老朽化が進み、また周辺環境、あ

の場所ご存じの方分かるかと思うんですけれども、谷地になっておりまして、水がすごく集ま

るところであります。水の流れが強く、地面が揺れてきていて、今後この赤い屋根の家が崩れ
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てしまう恐れがあるというご相談を受けておりました。それに対応方法としましては水の流れ

を変えたりですとか、あとは建物の応急処置をしたりですとか、そのような、補助事業の活用。

補助事業活用した中で修繕をする費用としまして、現段階で１６５万円を計上しております。

その費用の分が増えている形になっております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかにありませんか。 

（「はい」の声） 

７番、白石委員。 

○７番（白石久代議員） 白石です。お願いします。予算書４６頁、説明欄（１０）の関係人口

創出事業の昨年度とかこれまでの実績というか、分かりやすい成果を教えてください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○まちづくり推進課長補佐 令和３年度から関係人口創出事業といたしまして、地域プロジェク

トマネジャーを配置させていただきました。その間にですね、大学、失礼しました。町外の企

業ですとか、大学の方たちが、美瑛町にですねお越し頂きまして、ある大学のゼミの中ではで

すね、美瑛町をモチーフとした事務・事業が展開されるといったこともございます。あと、分

かりやすい実績といたしましては、コワーケーションビレッジ構想といたしまして、３年度か

ら５年度まで美瑛町に興味がある方、もしくは、興味のある企業の方たちが延べ８０人弱の方

たちがお越しになりまして、今も対応の関係を築かさせていただいてるところです。それとも

う一つですね、関係人口創出事業といたしましては、令和６年度に美瑛高校の魅力、魅力、魅

力増進ですね。のために、活性化起業人を招いているんですが、活性化起業人の採用のきっか

けにもなったという実績がございます。以上になります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ７番、白石委員。 

○７番（白石久代議員） 実績というか、まちに何らかのメリットがあったんでしょうかという

ことをお聞きしたいんですが。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○まちづくり推進課長補佐 目に見えてですね、あと数字として何かお示しできるというのはち

ょっと難しいんですが、今お話しさせていただきましたようにですね、美瑛高校の魅力増進。

それから、町プロジェクトに関わっていただきながらですね、高校の高校の魅力。それから生

徒さんたちのですね、活躍の場につながるような事業等々を進めていただいてるとこです。そ

れが多分１番分かりやすいかなと考えております。以上です。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） ７番、白石委員。 

○７番（白石久代議員） 白石です。もう一つだけすいません。この関係人口コーディネーター

というのは、１人でよろしいんですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○まちづくり推進課長補佐 本年度７年度からですね、再任を予定しております関係人口コーデ

ィネーターにつきましては、今現在はお１人を予定しております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田でございます。午後からもよろしくお願いいたします。２

款１項７目地域振興費、頁数４４頁、自然と共生し生活基盤が充実したまちの（１）番北海道

鉄道利用促進事業についてございます。昨今のインバウンドですね、鉄道利用、非常に何か伸

びているというそんな印象があります。それで、ＪＲ北海道のほうのほうとのやりとりもある

かと思いますし協議会といいますかね、その団体に対しての補助という風なことを理解してる

んですけれども、今現在でこれだけ利用がですね、何かこう増えてきていると、インバウンド、

それこそ乗り降り１５分かかるとそんなようなことも言われてますけれども、現状どのような

ですね、把握をしていて、それ、ＪＲとどのような協議を今後進めていく予定か伺いたいと思

います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 ＪＲとの協議につきましては逐一旭川支社の支社長様ですとか、あとは美瑛駅

の駅長と一緒に協議をしているところでございます。乗車数につきましては、四半期に１度ず

つですね、報告を受けておりまして、直近インバウンドの方がたくさん利用されていること、

現状は把握しておりまして、把握している中でも直近の数字はまだ報告頂いていないところな

ので、お示しすることできないんですけれども、密に協議を行いつつ、また、四半期に１度、

町職員が美瑛駅に張りつきまして乗降者数調査というものも行っております。こちらは沿線の

自治体が独自で行っております、富良野線連絡協議会という会があるんですけれども、その中

での独自の取組になっております。そのような乗車数の把握を行いつつ、また混雑に、混雑し

ている場合を確認した場合は、ＪＲと協議しつつ、様々な処置を行っていただいているところ

であります。直近につきましては美馬牛駅で乗降者が多いという報告を受けて、近隣の住民さ

んのトイレを貸してくれと。乗車された方が訪問することで困っているという話を受けまして

ＪＲと協議し、ＪＲのほうで美馬牛駅の前に仮設トイレを設置していただいているところでご
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ざいます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。増やすこともね大事な、美瑛の観光もそうなんです。

増やすことも大事だったんだけども、やっぱそのマナーだとか、その利用の状況ですねやっぱ

りこう逐一把握して、それでやっぱりこう改善に結びつくやっぱりそのマナーを理解してもら

う、その辺りも必要かと思いますのでね。どうか利用促進にとどまらず、そういう美瑛の駅の

利用、美馬牛駅の駅の利用含めて、しっかりとですね、何ていうんすかね。地域の住民が理解

してもらえるような利用で結びつけていただきたいなと思いますので、しっかりやっても大丈

夫かと思いますけどね。その辺りきちんと考えていただければと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 齊藤よりご説明申し上げたとおりですね、ＪＲの混雑状況は本当に今、

お客様ですごい状態になっているっていうのは、ご説明のとおりでございます。美瑛駅におき

ましても、ＪＲさんの方で通訳と、あとご案内の方、そしてホームでの整理員と多いときで合

計４名の方を雇用して、交通整理に当たっているという風にも伺っております。私どもこんだ

け乗車が多いので富良野線はもう黒字なんじゃないかと思ってＪＲのほうに聞いたらですね、

ワンマン編成の２両編成では、どんなに満杯になっても、黒字化しないんだというようなご説

明を受けて、それでも何かやり方があるはずだということで、町としては、ＪＲとこの今のイ

ンバウンドの乗客の多いの何とか生かして、少しでも存続につながる活動していきたいなとい

う風にお互いに今、進めているところであります。観光客のマナーの件、トイレの件もそうで

すけれども、こちらにつきましてはですね、現在私の商工観光課と協力をしましてですね、美

馬牛駅のトイレのところとか、連携してる企業様との協力を仰ぎながらですね、例えば協力金

を頂けるような形に何か取れないかとか、有料トイレ化ってのはいろんなハードルがあって、

一朝一夕にはできないと思うんですけれども、少しでも、そこで、美瑛のご利用頂くための協

力金を頂いて、周辺の住民の方、あるいは農家の方に還元できるような、何か仕組みをつくり

ましょうということで、今、協議を始めておりますので、これについては議員の皆さまにも、

今後お諮りしながらですね、早急によりよい形で組んでいきたいなと考えております。以上で

す。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ５番、保田です。よろしくお願いします。それでは、２款１項７目地
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域振興費の関係人口創出事業とカーシェアリング実証事業についてお伺いをいたします。まず

関係人口創出事業について、ではですね、企業訪問ですとか大学企業等の連携事業ということ

で、昨年までが、地域プロジェクトマネジャーですか。今年からは関係人口コーディネーター

という名称になったと思うんですけど、これは同一人物、同一人物。同一人材でよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 こちらですね同一人材ということではなくて、このコーディネーターが

３年で任期を満了するということに伴いまして、代わる人材として広く公募をかけるという内

容でございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 企業連携ですとか大学企業、大学等の連携だとか企業訪問だとか、何

ていうんでしょう。継続性っていうのが大事かなと思うんですよね。その人の顔ですとか、そ

ういった問題事なので、継続してのほうがいいかと思うんですが、３年でき、そういうシステ

ムなんかそういうなのかもしれないですけど、継続的にやるほうがいいと思うんですが、今度

のプロジェクトマネジャーの方は３年ということで、また同じように３年で打ち切られるとい

うのか。かっこうになるということでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 こちらはですね、今回会計年度任用職員ということで、お雇いすること

で３年とかの期限を設けていない状況であります。その継続性についてはもう、おっしゃると

おり、大事でありますし、今までつないできたいろんな関係性もありますので、そこについて

はおっしゃるとおりなんですけれども、私どもとしてはあくまでも、会計年度任用職員として

の公募ということですので、継続性については今回は一旦考慮しないという形で進めたいと考

えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 分かりました。できるだけ継続してそういった関係をですね、継続し

てつくっていきたい、頂きたいと思いますけれども、ちょっと質問変えてですね、２負担金補

助交付金の中でＰＳＴプロモーション実行委員会に１７９万４，０００円ということで、予算

化されてますけど、この内容についてよろしくお願いします。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 ＰＳＴプロモーション実行委員会の費用の内訳についてですけれども、こちら

の実行委員会が主にこの関係人口創出事業に関わる企業大学等との連携を行う会になってお

ります。費用の内訳としましては、まず大学。企業等と連携する際に、主に都市部の大学、企

業等と連携させていただく予定をしておりますので、その旅費を計上しております。具体的に

は、大妻女子大学へ訪問し、学校祭等への参加によるプロモーション。また、連携企業であり

ます、トリドールホールディングスですとか小林製薬様、その連携企業と、連携企業の訪問し

てのプロモーション活動、物販等を行う予定をしておりますが、そのようなイベントを実施す

るための旅費及びそれらイベントを実施する際に物販を行うこともございますので、その物販

を行う際の需用費、役務費を計上しております。そのほかに関しましてこちらは令和７年年度

新規の取組になるんですけれども、このようなシティプロモーションを実施する際に、会場で、

来場していただいたお客様を対象に、美瑛町のプロモーションを行うわけですけれども、その

プロモーションを行う際に、見ていただく動画で見ていただくことが１番美瑛の魅力が伝わる

だろうという部分もございますので、動画作成費も今回、この実行委員会の中の予算で計上し

ているところでございます。以上になります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 実行委員会の旅費ということ。実行委員さんの旅費ということなんで

すかね、ほかに旅費も４０万円別に見てると思いますんで、そこの違いがちょっとよく分から

ないですが、よろしくお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 実行委員会と個別で予算立てさせていただいております旅費の違いですけれ

ども、実行委員会につきましては、あくまで実行委員会ですので、会員の方が参加する際の旅

費というイメージでございます。その実行委員会の構成メンバーですけれども、役場内のまち

づくり推進課以外にも商工観光交流課ですとか、農林課などのメンバーが含まれているほか、

外部のメンバーとしまして美瑛選果ですとか、あと活性化協会のメンバーも入っておりますの

で、外部の方が参加する際の旅費もこの時間実行委員会の中では見ている形になります。関係

人口創出事業の直下にあります旅費につきましては、我々まちづくり推進課の職員が上京する

際の旅費の計上になります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 分かりました。それではですね丘のまちカーシェアリング実証事業に
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ついてお伺いします。補助金、１４１万６，０００円ということで、これは活性化協会という

ことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 おっしゃられるとおり活性化協会へのに支出するための金額になります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 何年か、４年目か、３年目か。４年目になると思うんですけど、今年

が最後だと思いますけれども、今までの経過と実証の評価、事業の評価、評価ですって実証結

果って言うんでしょうかね。ちょっと大まかによろしいのでお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 カーシェアリング実証事業につきましては、令和４年の７月から実施しており

ます。令和４、５、６年と約３年間実施しております。利用者につきましては、３年間で大幅

に増加しておりまして、令和４年は４１件ほどの利用であったことに対しまして、令和６年度

今年度につきましては、１月末時点で２２４件と、初年度に比べて約６倍の利用がありました。

こちらは実証事業を進める中で様々な実施を行いました。例えば広告費、広告費を少しかけて

チラシを作成するですとか、あと利用者につきましても最初は、例えばテレワーク住宅ですと

か、そのような利用者に限って使用をしていただいたところですけれども、今はどんどんどん

どん利用者の幅を広げて、いち観光客の方にも利用頂けるような仕組みをとっております。そ

のような様々な利用対象を広げるですとか、広告を出すとかいろんな実証を進める中で、町内

でこのようなカーシェアを、カーシェアリングという仕組みを進めることに対して意味がある

ものなのかということを実施を進めてまいりました。まだ２か月ほど。今月末まで、ちゃんと

実施する形になりますので、最終的な成果報告は委託先から頂く形になりますので、まだ頂い

てないので、明らかな返答をすることはできないところでありますけれども、成果としまして

は、ある程度需要があるということが見込まれました。また一方で町内に常交的的にきちんと

営業されているレンタカー会社があるのかないのかというところが、ちょっと不安定な部分が

ありますので、レンタカー会社にかわるものとしてこれが進めるべきかどうかというところも、

改めて検証が今後する必要であるかと思います。来年度、令和７年度につきましては、このカ

ーシェアリング事業を畳むための費用を計上しているところでありますが、この畳める作業と

並行しまして、このようなカーシェアリング事業を民間に落とし込むことができるのか、もし

くは、このカーシェアという事業は予約をして利用していただくという仕組みですけれども、

この仕組みが、カーシェアに限らずどこかで使える部分、施設利用ですとか、そういった部分
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で使える部分もあろうかと思います。そのような、落としどころというのを探り探り、令和７

年度は取り組んでまいりたいと思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 今ちょっと聞く私が聞こうとしたことを先に言われてしまったんです

けど、民間の事業として成立するかどうかと、最終的なそういう判断は令和７年度の事業で最

終的に町調査結果が出るみたいなことなんでしょうけど、今の感覚としてどうでしょうかね。

事業化できそうか、できないか。そこら辺。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 実際にかかった費用を改めて見てみますと、過去の事業もゼロから１００まで

進めるに当たって歳出、そしてかかるお金ですね。おおよそ５００万円まともにかかってくる

ところでございます。一方で収入になっているのは、約１００万円程度と、収益ベースでは全

然営業としては成り立たないものになります。この理由としましては、町が今回独自で行って

いるものでありますので、車両の調達から、人員配置から何から何までこうお金がかかってし

まう。また、委託業者にどうしても委託しながら進めなきゃならないというところもあります

ので、そのかかり増し経費っていうところもいろいろ踏まえて、このようなマイナス収支とい

う風になってしまっている現状はあると思います。一方で民間で行うことを想定すると、例え

ば車両を既に持っていればその部分のお金はかからないでしょうし、あと民間の活力。いろん

なつながりがあるでしょうから、そういったところと、告知すれば、費用かかる費用を抑えら

れる部分があろうかと思いますので、一概には言えないんですけれども、民間事業者によって

は、こう収益プラスになるような運営をすることができるのではないかということは想定して

おります。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ２款１項７目地域振興費、４６頁、３、美瑛町中心市街地活性化整備

計画及び４、地域活性化起業人管理事業及び８、デジタルトランスフォーメーション推進事業

及び１０、関係人口創出事業及び１１丘のまちびえい活性化協会補助金、関連して丘のまちカ

ーシェアリング実証実験事業について伺います。中心市街地活性化事業、去年９４２万円で計

画立てて、さあこれからっていう時に今年６万５，０００円ってこれとどういうことですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 
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○まちづくり推進課長補佐 令和６年度予算９４２万円を計上させていただきまして、もともと

令和５年度にですね、中心市街地を活性化させるために、どのようなものが箱が必要かどのよ

うな路面整備が必要かというところを検討させていただき、基本構想でも、基本構想というも

のを作成いたしました。令和６年度今年度につきましてはこの基本構想をもとに、国のですね

補助金交付金等を活用し、令和７年度、７年度以降から事業実施ということを想定した上で、

国土交通省へのですね、都市再生整備計画というものを作成しておりました。この作成してい

る中でですね、計画区域の見直しがあったりですとか、箱物の要件がそぐわなかったことなど、

事業実施に当たって課題等々が出てまいりまして、一旦その都市再生整備計画に基づいた事業

というのは実施をせずに、取り組める部分から、先ほど観音課長が申し上げました、トイレの

話ですとか、まずできるところから事業を実施をしたく、今後は今考えているところでござい

ます。実際９４２万のうち委託業務に基づきまして、都市再生整備計画をつくっておりました

が、今後事業推進に当たりましては、この作成したものをベースに、それから、協議会ですと

か幹事会という会もあったものですから、そういったところで頂いた声をもとにいろいろと進

めていきたいと考えている次第です。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 実質的に職員の旅費４万５，０００円。諸消耗品が２万円って自主的

にこれ事業として成り立ってないですよね。事業をやらないっていう形にこれなるんですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○まちづくり推進課長補佐 申し訳ありません。旅費につきましてはですね道庁ですとか、北海

道開発局への情報を頂きに行ったりですとか、何かする際のヒアリング等々に思うことがあろ

うかと思います。そのために計上させていただきました。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） いや、わかるんですけど、事業として何かやるっていうことじゃない

ということですよね、これ。何かを物を作るとかそういったことが入ってないんで。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 今回６万５，０００円というこの金額でありますけれども、協議会の運

営経費、それから、ただいま土井が申し上げましたヒアリング等を今後に向けての道庁等の協

議で使うということであります。それで、ここでその金額が出ていないからといって、事業も

ちろんやめますとか、温度感を下げますとかいうことではありませんで、基本計画の作成の中
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で出てきた様々な事象につきまして、きちんと各関係団体や、商工会の皆さま、市街地の皆さ

まとよくよくその、本当に何が必要か何をすると、皆さまの生活が向上するのかっていうのを

今、詰める段階かなという風に思っております。ですので、お金を使ってどんっていう事業の、

今年についてはそれで令和７年度についてはそれではなくて、一度本当に町民の皆さんで何が

必要かっていうのを話し合っていくという年度という風に捉えていただければと思います。以

上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） それを今までやってたんじゃないんですか。去年までの９４２万円の

中で、というか計画もう捨ててるんだったらこれ９２０万９００万、無駄にした無駄にしてし

まうということにもなるんですけれども、これから補助金が入ったらまたこれ復活するってい

う話になってくるんですかね。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 この９４２万の基本計画があったからこそ今、この段階にいると私ども

思っております。おっしゃるとおり、今、急に皆さんとの協議を始めたわけではなくて、この

事業の当初より、協議会をつくり、町民の皆さんにアンケートをとり、アンケートをとりそれ

からｂｉ．ｙｅｌｌで皆さんにその構想の中を見ていただいたりして、それを積み重ねている

状況であります。それが協議が終わったという段階ではない。さらに深く広く協議を進めてい

るという風に思っておりますので、決して９４２万をそれはそれで捨てるとかいう意味ではな

いということはご理解頂きたいと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 地域活性化起業人管理事業ですけれども、これ内容を見ると、今、美

瑛町に本当に必要なのかなって思うような方も何か何人かいらっしゃるんで、これどう基準と

いうのはどういう風にして選んでいらっしゃるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 活性化協会、失礼しました。活性化起業人の選任の基準というものは特段設け

ておりません。町の様々な事業を進める中で、町職員だけの力では何か推し進めるのが難しい

もしくは外の力を借りたほうが、より効果的だと思う分野に関しまして外のかせる外部の活力

をお借りしながら進めるというものに関して、この人材を採用させていただきたいという風に

選任しているところでございます。以上です。 



 

－ 66 － 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 今からやりたいって言ったら、いいですよっていう形になってんです

かね。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 一概にそういうわけではないんですけれども、外部からご提案を受けて、採用

につながっているという事例もございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 中にはやっぱり職員さんの負担にもなってくるような部分っていうの

もやっぱり出てきますよね。食の教育仰がなきゃいけない事業というのも多分。その辺の職員

さんの負担っていうのはどんな風になってくると。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 活性化起業人の雇用に際して、職員の負担が生じているものは特にないという

風に認識しております。むしろ、職員の職員だけではマンパワーとしてを進めるのが難しい分

野、例えば、今回、任用する中では、地域産品の魅力発信という項目で２人、計３人ですね。

任用させていただく予定をしているんですけれども、こちらに関しては具体的には、地域の農

産物ですとか、そのようなものを外部に発信するという取組を進める中で、結果としては関係

人口創出に結びついたりですとか、あとはふるさと納税の税収アップにもつながる部分もある

と思います。そのような分野に関しては、やっぱりマンパワー、外に出向いていろんな宣伝を

したりですとか、職員が全て自分ち自前で行うとなると旅費もかかるでしょうし、マンパワー

も時間も必要になってくる部分でございますので、そのような部分を、例えば活性化起業人は

ふだん、都内に在住している方々に基本的にはなりますので、そのような方が普段コート内で

生活、勤務する中で、一部の時間帯町に最低頂き、旅費が旅費の支出がない中で、都内でプロ

モーションすることができるなどの様々なメリットがございますので、その辺の部分を期待し

ているところでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） いいんですけど、外から来ることで、職員がやらないと、職員のスキ

ルアップっていうのがつながっていくのが１番いいんです。職員たちがこういう形、事業をや

れるようなスキルを身につけていくって。そしたら外から呼ばなくても中でちゃんと育ててい
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く、そういった形の面っていうのはないんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 委員おっしゃられるとおりでございます。このような、既に美瑛町には活性化

起業人の方へと何名か来ていただいているところでございますが、そんな活性化起業人の方と

交流する中で、町職員の知識ですとかスキルを向上してる部分は実際にございます。今後もそ

のような交流を続ける。また、関わる中で、職員のスキルアップを進めつつも、また町の事業

を推進するという視点を忘れずに進めてまいりたいと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） デジタルトランスフォーメーション推進事業。これも前回３，８２７

万から１９万になってるけど、私小林製薬の方１人呼んで、こっちで作業やってたっていうや

つじゃなかったですかね、私の勘違いですかね。事業内容ちょっと。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） デジタル推進係長。 

○デジタル推進係長 デジタルトランスフォーメーション事業についてなんですけども、まず小

林製薬の方１名来ていただき、やっていただいたということは、来ては、来ていただいており

ません。はい。あと今年度上げてる事業につきましては、まず謝礼については、来年度ですね

実施予定の町内の方向けのスマホ相談会に係る謝礼。講師に対する謝礼として計上しておりま

す。それから職員旅費については、東京ですとか札幌に行く際の職員に対する旅費として計上

させていただいております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） だから、業務委託してる分の２，９００万ががくっとなくなってるん

ですよね。これはどういうあれ。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 室長。 

○地域みらい創造室長 コンビニ交付に係る設備の委託料ということで予算化をしております。

こちらにつきましては、住民生活課、税務課のほうで使うようなシステムでありまして、今後

はシステムを使う原課のほうで運営費のほうについては計上していただくようなルールにし

てございます。今後ですね、我々ＤＸの推進ということで町内の美瑛町内のデジタルを推進す

るような形では進んではいくんですけども、予算等についてはそれぞれ福祉課だったり、住民

生活課だったり、様々な部署のほうでの予算化ということで進めていこうという方針でまいり
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ます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 質問変えます。関係人口創出ですけれども、これも町長さん、この人

口創出に力を入れるっていう風におっしゃってたんですけれども、また１，１８７万から６８０

万。ざっくり半分以下になって、確かふるさとレストラン終了。これ確かこれもふるさとレス

トラン事業というのも１，０００万ぐらいかけてやった事業ですよね。成果ってあったんです

かね。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 ふるさとレストラン事業につきましては、委員おっしゃられますとおり、令和

６年度につきましては、約１，０００万円の委託費をかけて実施しておりました。成果としま

しては、都内に都内の広告関係に力を持ってらっしゃる企業の方に委託することができたんで

すけれども、都市部のほうは有名雑誌で、美瑛町を特集した記事を掲載していただいたりです

とか、あとは都内の新聞社の方に美瑛町にお越し頂き新聞の記事になったりですとか、あと１

番大きいところが銀座にありますポールボキューズという、一流レストランのほうで、美瑛町

産の食材を使ったメニュー提供して、していただいております。季節ごとの美瑛町の食材を使

っていただき１年中、美瑛町の食材をそこで味わうことができるということで、美瑛町のブラ

ンディングにも大いにつながっている事業になっているかと思います。令和７年度につきまし

ては、こちらの事業を廃止しているところではございますが、ふるさとレストラン事業、令和

６年に委託していた先の方が、今回、地域活性化起業人の副業型のほうで、令和７年度につき

ましては任用をさせていただきたいと考えているところでございますので、その方が地域活性

化起業人として、ふるさとレストラン事業としてそっくりそのまま同じことができるとは思っ

ていないんですけれども、それに対する取組を今後継続的に行っていただけると思っておりま

す。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） このポールボキュールね。これふるさと納税にも入ってたんですけれ

ども、なかったんじゃないです。ありましたか、実績。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 ポールボキュールに関連したふるさと納税の返礼品につきましては、共に、ポ

ールボキュールでのお食事券と、あとはポールボキュールのほうで開発頂いたレトルト商品、
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主にポトフですとか、そういったものを返礼品として作っていただいております。寄附は、割

と入っております。ちょっと、すいません。ちょっとすぐには数字を申し上げることができな

いんですけれども、実績は上がっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 何か私もこれ前見たんですけど、あれないぞって、あんまりないぞっ

て。いう実績だったんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと１，０００万掛けてるふ

るさとレストラン事業、いやどうかなって。ね、この１，０００万かけて、今聞いた限りだと

本当に効果なんかあったのかなっていうこともあるんで、もう少し事業の内容っていうのを精

査して、考えていってほしいんですけれども。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 ふるさとレストラン事業でありますが、ふるさと納税の実績としても、

目立つ、大きな売上げが出てないというのは総務省のほうで、美瑛町の食材の含有率とかそう

いうのを調べるのに、多少その返礼品としてのご披露が、時間がかかってしまったということ

もあり、実績としては期間も短かったというような事情もございます。ただ説明が重複してし

まいますけれども、美瑛の食材を一流なレストランで１年中を提供していたということは、数

字として、これですっていうきちんとお示しすることは、が難しくてあれなんですけれども、

美瑛のブランディングプロモーションについては、一定の役割を果たしたという風には、私は

思っております。ただ、１，０００万の経費をかけて、その結果としてどうかと言われればで

すね、十分に検証の余地はあります。これを同じ形で次をやるかといったら、そうではなくて、

きちんと手応えを感じられるような事業にもう一度検証しながら進めていくっていうのは、私

もそう思いますので、今後については、そのような形で進めてまいりたいという風に思います。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 質問がありました、活性化協会補助金ですけども、これ内訳もらった

んですけれど、内訳だとこれ、カーシェアリング事業の内容まで含めたのかな、１億８００万

なんですけども、ほか、美瑛町補助金というのは１億８００万。こっちだと８，３１７万です

よね。予算書だと８，３８７万ですけれども、予算の内訳だと、美瑛町補助金というのは１億

８０万３，０００円だったんです。これとか含めてんですよね。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 
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○政策調整係長 ご質問の部分ですけれども、そうですね要求頂いた資料に関しましては、二つ

の小事業の補助金を合わせた金額になってしまっております。実際には小事業としましては二

つに分かれておりまして、活性化協会の補助金とカーシェアの補助金それぞれで二、二つの場

所から支出している形になってございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） おかしいなと思ったんで、一緒ということですね。カーシェアリング

実証実験事業ですけども、私は１年目が６００万ぐらいかけて１０万ぐらいしか売上げなくて、

２年目、２年目も５００万ぐらいかけて、２、３０万しかなかったんじゃないでしょうか。確

かね。これ完全にして６００万とか５００万とかというのはそこの委託業者のところに行って

るわけですよね。その委託業者さんですね、今年、観光協会でループを入れたときと同じルー

プで、４００万、観光協会で借金、赤字つくらせちゃった。赤字が出ちゃったっていう話が出

てるんですよ。だから、この業者さん大丈夫かなっていうのもあるんですけれども。だから、

一昨年、この観光地カーシェアリング６００万。マンツーマンで去年５００、マンツーマンで

今年また観光協会から４００万も積んでるって、いう言い方になるんですけれども、ここ信用

できるとこを信用できる委託先だったんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 政策調整係長。 

○政策調整係長 我々としては信用できるかできないかと申されますと、信用できる委託先であ

ったとは理解しております。１か月ごとにきちんと実績報告を出していただきながら分析をし、

最終的な実績報告は今月末なのでそれを見て、今後の取組ですとか、あと、これまでの成果も

きちんと検証するとこでございますが、せっかく委託費をたくさん払って実施した事業になり

ますので、この会社がなりわいとなるのか、先ほどもご説明させていただいたとおり、様々な

波及効果を生むことができる可能性はあると思っておりますので、そういうような検証は引き

続き行ってまいりたいと思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 少なくとも、この事業者さんに２年間で１，５００万流れる。６００

万、５００万、４００万。観光協会と合わせてね。だからこれ、何か個々の業者さんと何かあ

ったんじゃないかという疑いさえ出てくるんで、どういうことなのかもう１回きちんとこれは

説明が必要だという風に思うんですけれども。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 



 

－ 71 － 

○まちづくり推進課長 こちらにつきましてはですね、そもそもが、観光地、美瑛における２次

交通の検証というところから始まっておりました。委員おっしゃられる、おっしゃられるよう

な何かあったとかいうことはもう一切なくてですね、きちんと業者を選定した上で、この事業

を始めました。思ったほどそのカーシェアの利用がなかった、いろんな事情がありますけれど

も、なかったということで、非常にかけた経費に比べての回収が少なかったということであり

ますけれども、こちらにつきましては、きちんと決まりにのっとりまして、粛々と進めてまい

ったというものでありますので、ご理解を頂ければと思います。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の４７頁から５２頁まで。第８目地域おこし協力隊事業中、説明欄に地域資源

を生かした産業のまちの（２）丘のまちチャレンジショップ事業、４、希望に満ちた活気ある

まちの（２）地域資源を活用した地方創生推進事業（３）美瑛の食の魅力を生かしたまち、ま

ちづくり事業の事業及び５、行財政が健全で持続可能なまちの（１）ＳＮＳ等を活用した情報

発信推進事業についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 八木です。２款１項８目地域おこし協力隊事業、こちらのうちの５２

頁、説明欄、上段のほうになりますけれども、（２）地域資源を活用した地方創生推進事業並

びに説明欄（３）、美瑛の食の魅力を生かしたまちづくり事業こちらについて質問させていた

だきます。まず、地域資源を活用した地方創生推進事業。こちらのほうには、提出頂いた資料

では、芸術や文化を活用した事業の計画及び実施とありますけれども、なかなかこう具体的に

どのような事業なのかちょっと見当がつかないもんですから、その辺のところと、あとは着地

あるいは目的はどのようなところに置いているのか、その辺のところをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○まちづくり推進課長補佐 すいません。まず食の魅力を生かしたまちづくりで活躍頂いてる、

地域おこし協力隊の方はですね、まず令和６年の提出資料にもありますが、６年４月にですね

着任して以来、町内の婦人団体の方たちですとか、学校、高校ですね、それからヘルシーマラ

ソンや宮様スキーマラソンといった大きなイベントのほうでもですね、食に関係する関わり、

それから発信をしていただいております。さらに美しい村連合のですね長野県木曽町の方たち

と、すいません。Ｕ３５の皆さんとですね、活動等も一緒にされておりますし、まず今今年度

こちらの方は、町内外でですね、様々な活躍をしていただいております。ご本人とのお話の中
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では、いずれ、いずれといいますか、任期満了後はですねうちの町内のほうで飲食店、もしく

は何か事業を続けていきたいといったお話を頂いております。それから、芸術に関わる方たち

のご説明させていただきますとですね、今私ども７年度の予算要求をさせていただく際に、聞

き取りをした段階というところでお話をさせていただきますと、まず町内にですね、今、アー

トスペースで、そのアートスペースには、カフェを併設させながら、美瑛町内で芸術のある方

たちの集まるような場所をつくりたいといった方がまずお一人いらっしゃいます。退任後着地

点としては、芸術という町、文化がですねうちの町に広く、浸透していないと思われるので、

まずその浸透させながら、美瑛町に根付きながら、先ほど申し上げましたようなカフェ、それ

から、自分が今まで学んできた技術、それから美瑛から発信される芸術を展開していきたいと

いう風にお聞きしております。それからもう一方につきましてはですね、美瑛町をベースとし

てどのような芸術文化が作品が作成できるかというところを、今いろいろ模索していただいて

るところでございまして、その方はですね、動画。それから、写真。それから、何ていうんで

しょう。陶芸じゃないですが、いろんな製作物を使いながらですね、美瑛町内外の人たちが集

まるような場所を作りたいと。その場所がですねカフェになるのか、ギャラリーとなるのかと

いうところまではまだ確定はしていないのですが、今お聞きしてる中では、皆さん、美瑛町の

中に残り、美瑛町からアートを発信したいということをお考え頂いております。以上でありま

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。先ほども総務課のほうの管理事業。こちらのほう

でもお話ししたんですけれども、１番のとこはやっぱり町民に伝わってないっていうことなん

ですよね。ですから着地というお話しさせていただきましたけれども、やはりこの事業計画組

んでるんだろうと思うんですけれども、その辺のところを町民に分かりやすく、時折で伝えて

いくっていうことが必要なのかなと思っております。やはり外部からの人材というのは本町に

ついては貴重な問題だと思っておりますのでやはり大切にして、やっていっていただきたいと

いうことは大事ですけども、まずはやはり町民になかなか伝わってないということが１番だと

思ってますんで、その辺ところの判断をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○まちづくり推進課長補佐 令和６年度、特化したという言い方にしたら変なんですけども、実

は子育て支援センターのほうからですね、毎月、お子さん、それからお母様方、ご家族と一緒

に親子一緒にですね、いろいろ事業を展開する中で、地域おこし協力隊の皆さんのスキルを使

って何かできないかといったお話を昨年春先に頂きました。それで地域おこし協力隊の方今回
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は２名だったんですが、２名の地域おこし協力隊の方に、お子さんを使ったの写真、ちょっと

今名前が覚えてないんですけど、写真。それから、ＳＮＳを使った活動されてる方に関しては、

お子さん、をスマホ等でですね、お子さんを可愛らしくきれいに撮る写真講座のようなことも

していただきました。それから地域おこし協議会の方ではないんですが、今現在の地域プロジ

ェクトマネジャーとして、町のほうにいらっしゃる方にもですね、お子さんのマッサージと言

ったらちょっと違うかも分からないんですが、彼女のスキルを使ってですね、また町民の方に

関われるような場に出向いていただいたこともございます。議員おっしゃいますようにですね、

町民の方にも伝え伝わっていかないと、その人たちの活動が広がっていかないというところも

ございますので、今後さらに、広く発信できるように、努力します。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。やはりこの町民に事業を分かりやすく伝えていく

と、こういった形で１番重要かなと思ってます。そんなところで次の質問に移ります。説明欄

（３）の美瑛の食の魅力を生かしたまちづくり。これ昨年度の予算資料見てましたら、手元に

ないと思ってちょっと読み上げますんで、③というところで、規格外農畜産物や食品ロスの課

題解決。それともう一つは⑤として、美瑛産食材の魅力を発信することにより、町外の飲食店

等における美瑛産食材の採用等促進や食を目的とした観光客の誘致。こういったこともありま

すけれども、この辺のところは当然踏襲、７年度も踏襲されてくると思うんですけれども、こ

の辺のところの考えと、あと７年度の予算資料見てたらちょっと内容が、この辺のところとち

ょっと違うのかなと思い、思ったもんですから、その辺の連続性をどう考えているのかその辺

のところの考えをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 こちらでございますけれども、先ほど土井からの説明もありましたとお

り、この協力隊については非常に一番下その活動が見える形で、町の中で活躍していただいて

るなという風に考えております。規格外の野菜、そのような、もう捨てられてしまうようなフ

ードロスのところの利活用等ですね、これにつきましては、取り組んで取り、取り組んでいる

か取り組んでないかといえば取り組んでおります。これについてはずっと引き続きテーマとし

てやっております。さらに、美瑛産の食材を広めるための企業との連携等につきましてもです

ね１例を挙げますれば、美瑛産ジンギスカンフェスティバルとかにも深く関わりまして、その

美瑛、その種のところからですね美瑛産の食材を使ったものをつくり、これについては、ジン

ギスカンの種を作ってる大手企業の方との連携をしながらですね、そこを通じての美瑛産食材

のＰＲ等のことについても、一定の活躍をしてくれたものと私どもは思っております。昨年、
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今年、活動内容の記載に相違はあるかもしれませんけれども、全てはですね、この中に取り組

んで、初年度の目標から、今年令和７年度の活動の内容につきましても、連続して取り組んで

頂いているという風にご理解を頂いて、大丈夫かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。やはりこの発信も大事なんですけれども、やはり

これから美瑛の取り組みとしては、農産物あるいはブランド化した商品をつくろうとしており

ますので、そこの物流システム。これを構築することだと思ってるんですね。例えばですけれ

ども、農産物の関係を見ていきますと、やはり農協から出荷するっちゅうのはこれはメインシ

ステムで、市場経済からして当然のことなんですけれども、要は美瑛ならではの物流のサブシ

ステムといいますか、その辺のところを期待してるんですね、この辺のところから。その辺の

ところについて発展性をどう見ているのか、その辺のところの考えをお伺いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 物流の面におきましてはですね、私ども昨年から連携といいますかお話

合いを重ねております。例えば、エアドゥの独自のですね１３の独自の輸送システムを使った

農産物の出荷についての可能性、これについては、協議を進めております。さらには、ヤマト

運輸さんとの連携協定もございますので、これについてはですね、今、かなりの部分で、ふる

さと納税の発送についてもそうですけれどもヤマト運輸さんにはご協力頂きながらやってい

るような経緯がございます。昨年のＪＲの貨物の鉄道事故等で農産物の輸送がとまるとか、そ

のようなリスクを回避するためにもですね、今委員がおっしゃるような、独自の輸送システム。

あるいはリスク回避のための第二の手段については、常に、協議も必要ですし、実践も必要だ

なという風に思っておりますので、こちらについては、繰り返しになりますが、ヤマト運輸さ

ん等のご協力での、できているところ、それから、航空会社との協力による新しい開拓につい

ても、両輪で進めているというような状況でありますので、ご理解を頂ければと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。あわせてここのサブシステムということでお話さ

せていただきましたけれども、やはりこのこの辺のところがあらゆるとこ、いろんなところで、

本町にとっての頻度なのかなと思っております。そんな形で、やはりこの農産物については、

やはりこの出荷先といいますか、その辺のところを含めての物流という考え、サブシステムち

ょっと変な言い方ですけれども、そういった物流も必要なのかなと思ってますんで、その辺の

ところの考えを最後にお伺いいたします。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 出荷先ということでありまして、大きくは農協さんのふだんの営業努力

によります、市場の開拓。そこのところが比重としては大きいという風に、事実ですし私ども

もそう思っております。私どもについては同じ美瑛町に住むその美瑛の発展を進めるための手

段として、農協さんとの協力ももちろんそうですし、私どもの連携企業を今まで培ってきた関

係性を生かしながらですね、新たな市場開拓。先ほどもありました、ふるさとレストラン事業、

量としては言いたいものかもしれませんが、そういうものを入り口にですね、町としてできる

ことを町でなければできないことについては、全力を傾けて進めてまいりたいという風に思っ

ております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） １項８目、５２頁、２地域資源を活用した地方創生推進事業ですけど

も、これさっきから聞いてると、外から外からって外から人外部人材をって言ってるけど、基

本的には美瑛町内にも文化芸術っていうのは根づいたものがあるんで、そういったものをもっ

と広げて、広げていく、またそこに次々に行くものをつなげていくっていう形にするのが、地

域資源なんじゃないんですかね。この辺の考え方にちょっと。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○まちづくり推進課長補佐 委員ご指摘、お話頂きましたとおりだと思います。その先の美瑛町

今現在ある文化のことについては私ちょっと触れませんでしたが、もちろん今美瑛にあるもの

もですね、踏まえて含めてですね、今後展開をしていただくお話は頂いており、ます。現段階

もですね先ほどお話した２人のうち１人。技術関係の１人はですね。図書館の貯蔵文庫という

んでしょうか。書籍を用いてですね、過去の歴史ですとか、映画文化を使ったですね、映画を

使った文化の醸成にも何か費用できないかといったことをですね、今模索して、今図書館とい

ろいろやっていただいてる方もおりますので、もちろん美瑛町内の文化も使い、投資しながら、

活動していっていただくように、また改めてお願いさせていただきます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 集まれる場所とかも言ったけどこういうのも、やっぱり美瑛で生まれ

育った人が、人を呼んでこそ昔からの歴史なんかも伝えられるんじゃないんですかね。その文

化っていうのをきちんと。だから何で外部人材外部人材という風にこだわっているのかってい
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うところ。地元の人材をもっと育てていくっていう考え方がないのかっていうことでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○まちづくり推進課長補佐 すいません。ちょっと私のそういうご説明の仕方が、ちょっと足り

なかったかもしれませんが、別に外部の方だけを美瑛に集めていただくようなアートスペース

ですとかギャラリーをつくっていただく、作られるといったお話はなくですね、もちろん美瑛

町の方たちも、文化、芸術に、寄与しているといいますか、長けている方たちもいらっしゃる

と思うんですが、その方たちも踏まえ、かつ、その辺りも一緒に集まる場所ということで、理

解いただけないでしょうか。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の５９頁及び６０頁、第１３目東京事務所費について質疑を許します。質疑あ

りませんか。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 東京事務所、今どういう、どんな風に使われてるのか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 東京事務所でありますが、こちらはですね東京の国の機関。それから、

民間の企業の方。そして、もちろん国会議員の方も含みますけれども、さらに、日本国内にあ

る自治体の東京事務所との横の連携。この４本の柱で現在も進めておりまして、こちら、今も

町長はもちろんしておりませんので、都度、ここ、この東京事務所はふるさと会の会長の会社

のところにございますけれども、そこを拠点に、それの都度応じた活動を今、情報の入手であ

るとかですね。あるいは協力の要請であるとかそのようなことに引き続き努めているという状

況でございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） スペースを設けているということですので、常駐してないでスペース

あるということは空間があるということだと思うんですけど、必要あるのかないのかというと

ころでいけば必要ありということなんでしょうか。そこら辺。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 
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○まちづくり推進課長 必要あるかなしかでいえば、必要ありでございます。やはり、どのよう

な形でもその一端の拠点、小さなこと言えばファイル一つ置く場所がなければですね、いろん

なことに不便なことがあります。例えばホテルを拠点にっていう、ことは、何て言いますか明

らかに違うような、利便性の高い使い方ができますことと、それと、例えば郵便物の配送先で

あるとかですね、あるいはポスターとかシティープロモーションのための資材の店舗先である

とか、そういうような、多面的な利用をしておりますので、必要あるという、お答えになりま

す。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） そこのスペースに空間に費やす金、お金というのは３３万円というこ

とですか。賃借料３３万円になってますんで、使用料もあるか、３８万円。ということでよろ

しいですか。ほかは旅費とか、諸会議負担金だとかそういったものは事務所があるなしにかか

わらず必要なもんだと思いますんで、そこら辺の金額ってのはどんな風な。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 委員のおっしゃるとおりでございます。その使用料のための経費でござ

います。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の５９頁から６２頁まで。第１４目諸費中、説明欄１、笑顔あふれる育ちと学

びのまちの（１）美瑛高等学校教育環境振興補助事業、４希望に満ちた活気あるまちの（３）

まちづくり寄附管理事業及び（４）企業版ふるさと納税推進事業についての質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 興梠です。２款１項１４目、６０頁、美瑛高校です。私、先日、居酒

屋で１人で飲んでいたら、７時半ぐらいに教頭先生がポスターを張らせてくださいって来たん

ですよ。教頭先生そのぐらい一生懸命夜の７時半ぐらいに居酒屋回りしてる。居酒屋回りして、

ポスター貼ってるぐらい、頑張ってるんですけれども、今回、残念ながら１６人ですよね。希

望者がこれＭＡ＋ＣＨプロジェクトどうだったんですかねっていう話になってくるんです。や

っぱり。これ、ＭＡ＋ＣＨプロジェクトのメンバーっていうのは適正だったのかっていうのを

ちょっと教えてください。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 ＭＡ＋ＣＨプロジェクト、昨年から、昨年からですね、美瑛高校が道か

らの指定を受けまして進めている事業でございます。こちらプロジェクトのコンソーシアムと

いうその組織がございまして、地域と学校が共同して、様々な課題解決や学校の魅力化に努め

るというような事業で進めているものでございます。こちらのメンバーについてはですね、メ

ンバーの選定、こちらについて、私ども、もちろんご相談を受けましたご協力もしましたけれ

ども、決定権といいますか、このメンバーでというのは、道立学校側にあるというようなこと

でございましてですね、校長先生と、我々も一緒に入りまして、お願いをしながらメンバー固

めていったということでございまして、非常に学校にとって協力的であり、町を代表するメン

バーの方たちだなという風には思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） 学校は本当に一生懸命やってるんです。一つ見落としでも、その後押

しが今回できてなかったんですよね。だからＭＡ＋ＣＨプロジェクト。ちょっと本来ならこの

ＭＡ＋ＣＨプロジェクト勢いがつくところなのに、やっぱり投資ができてなかったように見え

るんですけれども、ここやっぱりメンバーっていうのはもう１回みの、あと２年しかないんで、

今のうちにもう１回メンバー見直しっていうことは考えないでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○まちづくり推進課長 このＭＡ＋ＣＨプロジェクトのコンソーシアム。ＭＡ＋ＣＨプロジェク

ト自体の後押しが足りなかったと言われればですね、決定打というかそれになり得なかったと

いうことについては、私も感じております。これについてですね、ただ、活動としては、外部

の学校外のですね町民の方のプロフェッショナル人材に来ていただいて、生徒さんへの仕事っ

てこういうもんだよっていうような講演会をしていただいたりとかですね、可能な限り取組を

されていたと。私どもも応援を最大限させていただいたという風には思っております。このメ

ンバーですけれども一度決めると、ずっと変わりなくそのメンバーでいきますっていうもので

もありません。必要に応じてその時学校が求めるものに応じてですねメンバーの加入、それか

ら抜ける方っていうのは、非常に流動的にあろうかなと。それで効率的な運用が図れるのであ

れば、このコンソーシアムの本部でございますので、そのようなことでのより有効的な、活動

のためにっていうことについては、もちろんそれは、考えておりますし、学校のほうも、その

ような意識でいるということは、言えると思います。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 
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（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の６９頁及び７０頁、第５項統計調査費、第１目調整統計調査費についての質

疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これでまちづくり推進課所管の歳出に関する審査を終わります。 

暫時休憩します。午後２時２０分まで休憩します。 

まちづくり推進課の皆さんありがとうございました。 

休憩宣言（午後２時０８分） 

（まちづくり推進課説明員 退室） 

（住民生活課説明員 入室） 

再開宣言（午後２時２０分） 

○委員長（山本賢一議員） 住民生活課の皆さんよろしくお願いいたします。 

休憩前に引き続き委員会を再開します。 

次に、住民生活課所管の予算内容について、住民生活課長の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

住民生活課長。 

○住民生活課長 よろしくお願いいたします。それでは住民生活課所管に係る、令和７年度の予

算概要について説明いたします。住民生活課の予算につきましては、第２款総務費、第４款衛

生費第７款商工費、第８款土木費内において、所管の予算を計上しております。 

それでは予算書に沿って説明いたします。予算書の５３頁から５４頁になります。第２款総

務費、第１項総務管理費、第９目移住対策費、説明欄（１）移住対策事業、（２）セカンドホー

ムツーリズム事業、（３）移住定住住宅促進、失礼しました。取得助成事業。事業概要書こちら

については、７頁になります。（４）定住促進住宅管理事業、（５）移住定住促進協議会補助事

業、（６）経営奨学金返還支援事業、（７）ＵＩＪターン新規就業支援事業。予算書の次頁５５

頁から５６頁になります。（８）のテレワーク推進事業で、移住、コーディネーターの人件費、

移住フェア参加に係る経費、所管、施設に係る管理経費、住宅取得助成や奨学金返還支援金な

どの移住施策に係る経費を計上しており、前年度対比４６万９，０００円減の４，９３４万 

２，０００円を計上しております。 

次に、予算書同じく５５頁５６頁になります。第１０目交通安全対策費、説明欄（１）交通

安全啓発事業、（２）自転車ヘルメット着用促進事業で、交通指導員の報酬や交通安全対策推進

協会への補助金、小中学校への自転車ヘルメットの配布経費などを計上しており、前年度対比

５万５，０００円減の５４７万３，０００円を計上しております。 
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次に、予算書の５９頁から６０頁になります。第１４目諸費、説明欄中段になります。（１）

地上デジタル放送受信障害対策事業、説明欄２、下段（４）防犯協会支援事業で、地上デジタ

ル放送の再送信に係る維持経費と、同協会に対する負担金を計上しており、前年対比、４７２

万８，０００円減の６０２万３，０００円を計上しております。減額の主な要因は、平成２０

年度に設置した役場屋上から市街地に向けて、地上デジタル放送の再送信を行っているギャッ

プフィラー設備の年次更新が完了したことによるものです。 

次に、予算書の６５頁から６６頁になります。第３項戸籍住民登録費、第１目戸籍住民登録

費、説明欄（１）戸籍管理事業、事業概要書８頁になります。（２）住民基本台帳ネットワーク

システム管理事業（４）、（３）失礼しました。コンビニ交付システム管理事業、こちら事業概

要書９頁になります。国のシステムと連携する、戸籍情報システム等の各システムの管理経費

を計上しており、前年対比８，０２７万６，０００円増の９，７５９万５，０００円を計上し

ております。増額の主な要因につきましては、（１）戸籍管理事業については、地方公共団体情

報システムの標準化に関する法律により、戸籍情報システムを標準化した上で、政府が調達す

るガバメントクラウド応援移行することとされており、その構築移行経費を計上したことによ

るものです。（２）住民基本台帳ネットワークシステム管理事業につきましては、住基システム

の更新に係る費用が増加しており、（３）コンビニ交付システム管理事業につきましては、令和

６年１２月１９日より、住民票等のコンビニ交付を開始しておりますので、先ほど説明した標

準化に対応するための改修費用を含めて、管理計画管理経費を新たに計上したことによるもの

です。 

次に、予算書の９５頁から９６頁になります。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第６目環

境衛生費、説明欄１、自然と共生し生活基盤が充実したまちの（１）環境衛生管理事業。続い

て（４）大雪葬斎組合負担金、（５）公衆浴場確保対策補助事業、（６）星空の街あおぞらの街

全国大会事業こちら事業概要書については、１７頁になります。 

続いて、２、安全で安心して暮らせるまちの（１）食品衛生協会補助事業、（２）狂犬病予防

事業、続いて予算書、次の頁９７頁９８頁になります。（３）蜂駆除事業で、公衆衛生全般に係

る経費を計上しており、所管の事業分として前年対比、２億９，３８２万６，０００円減の 

３，７９０万４，０００円を計上しております。減額の主な要因につきましては、大雪葬斎組

合負担金が、火葬場の完成に伴い、大幅に減、減額したことによるもので、新規事業といたし

ましては、令和７年１０月に開催を予定している、星空の街・あおぞらの街全国大会事業補助

金を計上しております。 

同じく、予算書９７頁９８頁になります。第７目墓地管理費、説明欄（１）墓地管理事業は

下宇莫別墓地の管理経費で、水くみ場の修繕の完了等で前年対比５６万３，０００円減の２０１

万円を計上しております。 
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次に、予算書の９９頁から１００頁になります。第２項清掃費、第１目清掃総務費、説明欄

（１）清掃管理事業、（２）ごみ減量化事業、（３）大雪清掃組合負担金、（４）廃棄物ＰＣＢ

機器等処理事業で、廃棄物対策全般に係る経費を計上しており、前年対比２，４１２万９，０００

円増の１億３，１８９万１，０００円を計上しております。増額の主な要因は、大雪清掃組合

に係る最終処分場の調達調査業務や、修繕料の増加などに伴う負担金の増と、公共施設から改

修して保管していた低濃度ＰＣＢ廃棄物についてＰＣＢ特別措置法で定められる処分期限が迫

っていることから、その処分費用、２００万２，０００円を新たに計上したことによるもので

す。第２目塵芥処理費、説明欄（１）一般廃棄物収集事業は塵芥の収集運搬に係る委託料で、

前年対比１１万１，０００円増の７，５１９万２，０００円を計上しております。第３目し尿

処理費、説明欄（１）し尿処理事業は、し尿の収集運搬と手数料徴収業務、旭川市への処理委

託料を計上しており、前年対比８２７万１，０００円増の１億１，５９２万７，０００円を計

上しております。増額の主な要因は、施設の維持費用の増加に伴い、旭川市へのし尿の処理単

価が増加したことによるものです。 

次に、予算書の１１７頁、１１８頁になります。第７款商工費、第１項商工費、第１目商工

総務費、説明欄２の安全・安心して暮らせるまち、（１）消費者行政推進事業は、消費生活相談

員１名分の人件費等で前年対比８２万５，０００円増の３８６万９，０００円を計上しており

ます。増額の主な要因は、会計年度任用職員の勤勉手当の支給等によるものです。 

次に、予算書の１４７頁から１４８頁になります。第８款土木費、第５項住宅費、第１目住

宅管理費、説明欄（１）町営住宅管理事業は、公営住宅及び町営一般住宅４７１戸の修繕料等

の維持管理経費で、前年対比５９２万６，０００円増の３，２２３万６，０００円を計上して

おります。主な増額の要因につきましては、管理車両の新規購入、また、各管理経費の増加等

によるものです。第２目住宅建設費、説明欄（１）公営住宅建て替え推進事業は、用途廃止予

定の団地からの移転費用４世帯分、（２）町営一般住宅改修事業は、年次的に屋根壁の塗装のを

行っている町営一般住宅２戸の工事費、（３）東東町団地ストック総合性改善事業、事業概要書

につきましては４０頁になります。ユニットバス三点給湯の設置などに伴う改修４個分、（４）

北町団地整備事業は令和６年度に完成した２－２号棟と、既に完成してる２の１号棟に係る外

構工事、（５）子育て、失礼しました。安心子育て住まい整備事業、こちら事業概要書について

は４１頁になります。子育て世帯向けの住宅として、旧教員住宅１棟の移管を受け、和室の洋

室化、玄関ドアの更新、屋根壁の塗装工事などに係る費用、（６）日の出団地解体事業は、移転

が完了し空き棟となった日の出団地１棟４戸の解体費をそれぞれ計上しており、前年対比１億

１，７０４万２，０００円減の４，４６８万５，０００円を計上しております。増額の主な要

因は北町団地の２号棟建設工事の完了によるもので、新規事業として、しましては、日の出団

地の解体事業を新たに計上しております。 
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以上で住民生活課所管の予算概要の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（山本賢一議員） それでは、予算書の５３頁から５６頁まで。第２款総務費、第１項

総務管理費、第９目移住対策費及び第１０目交通安全対策費についての質疑を許します。質疑

ありませんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋議員。 

○委員（京屋愛子議員） お願いいたします。５４頁、２款１項９目移住対策費についての、（２）

（３）（４）についてお伺いをいたします。セカンドツーリズム事業ですが、利用回数制限は、

ここかなりいろんな人が入ってて、私もサロンに出てますので、何回目とかって言われる人が

いるんですけど、利用回数は制限はしていますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 よろしくお願いいたします。ただいまご質問頂きました、セカンドホーム

ツーリズム事業。利用回数に制限を設けているかというご質問ですが、こちら条例上を使用回

数に制限は設けておりません。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 分かりました。条例にないっていうことは入れるしかないのかなと思

いますけど、広く皆さんに来ていただく、本当に１等地ですから、皆さん来たいんですよね。

ですからそこは、ちょっと入ってないから仕方がないかなと思いますけど、ちょっと人選する

ときには、ちょっとその辺考えていただければいいかなと思ってますけどいかがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 ただいま京屋委員ご指摘のとおりですね、大変多くのお問合せお申込みを

頂いております。こちら先ほど利用回数に制限は設けておりません。ご説明させていただきま

した。それはそのとおりなんですけれども、お申込みを頂いて利用を決定する際にですね、か

なり丁寧なヒアリングを行っておりまして、なるべくご新規の方もご利用を頂けるように配慮

させていただいているところです。はい。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ですから、定住に移住定住につながった人の人数は把握されてますか。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 セカンドホームをご利用した方の中でどのくらいの人数の方が美瑛町に

移住をされたかというご質問かと思います。細かい人数につきましては、ちょっと持ち合わせ

てはおりませんが、今年度、ご利用を頂いている方で既に、お二組美瑛町に住居を定めまして、

転入をする予定となっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） それでは、決算のときに、しっかり伺いたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

それでは次に行きます。定住住宅取得。これも非常に人気があって、結構なんかね、頂きま

したけれども、すごいいいかなと思っているんですが、ここの人たちが、のヒアリングですよ

ね。ヒアリングしてますよね。申込みをした、取得助成事業のときに。ただ申込書を出すだけ

で終わりですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 ただいまご質問頂きました定住住宅取得助成事業、こちらにつきましては、

美瑛町内に初めて住宅を取得した方に助成をさせていただいている事業となっております。こ

れは転入してきた方、それから従来から美瑛町にお住まいの方は問わずということになります

が、ちょっとヒアリングという意図が、すいません。つかみかねるんですが、一応今後美瑛町

に提示をする意思があるというところは聞き取りをさせていただきながら、申請書をご提出頂

いている内容になっています。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 分かりました。意思を確認していただいて、まぁすぐにいなくなる人

はいないと思いますけれども、それでは次の定住住宅の４番目ですね。ここは３年間住めます

ね。ここ利用できるということですけど、定住者、その後定住した人っていう、何割とか分か

りますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 ただいまご質問頂きました、定住促進住宅管理事業。こちら定住促進住宅

は、美瑛町内に今全１５棟、我々管理をしております。最長３年間３６か月でそこに居住をし

ていただきながら、美瑛町内にお住まいを探していただく、お仕事を探していただく、そして

定住をしていただく、そのための準備期間のお住まいとして、活用していただいている、入居
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していただいている建物になります。令和２年４月に移住定住推進室が発足されてからの数字

になりますが、この令和７年３月までに定住促進住宅をご利用されて退去された世帯が２９世

帯になります。見込みを含めて、おおむね８割強の方がそのまま美瑛町内に転居し、美瑛町に

お住まいになられているという状況です。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ８割ということは、あと２割の人が出ていってしまう。ということで

すが、そのとき、どんな理由で出ていったとかそういうヒアリングをしてますか。入るときは

かなりのヒアリングをしていただいてると思うんですね。空いてるから、はいどうぞっていう

わけではなくてないと思うんで、その辺は、大変なことだと思うんですけど、聞いてますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 ただいま京屋委員、委員からご指摘ありましたとおり、入居決定に至るま

では、かなり何度も聞き取りを行い、美瑛町内にこの定住促進住宅にお住まいに頂くことがで

きる３年間の間に、どういった生活設計でお仕事を探す、お住まいを探す、そういった部分を

丁寧に聞き取りをしながら入居決定に至ると。後に、今言われたとおり後に美瑛町内、美瑛町

を転出してしまった方がおよそ２割いらっしゃるということですが、理由は様々ではあります

けれども、やはりご家族の事情であるとか、はい、あとは転出といいましても、旭川にお住ま

いをお求めになられたというケースもありますので、圏域で考えると、これも一つの定住の形

なのかなという風には理解しておりますので、そのように、退去される際にもご転出される場

合であっても、内容については、ある程度、教えていただける範囲内で聞き取りはしていると

ころです。以上です。 

○委員（京屋愛子議員） 終わります。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田です。よろしくお願いいたします。２款１項１０目交通安

全対策費、頁、５６頁、安全で安心して暮らせるまち、（１）番交通安全啓発事業について伺

います。交通指導員のですね、現状、何人ぐらいいで充足しているのか、また、例えばやめら

れる予定の方がいらっしゃるのか、その概要についてですねまず伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 よろしくお願いいたします。交通安全啓発事業なんですが、現在の交通指
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導員の方、２１名の方いらっしゃっておりまして、そのほかに女性指導員が４名の方いらっし

ゃいます。活動としましては、通学路の交通指導ですとか、イベントの際の交通指導となって

おります。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。子どもたちの登校それをしっかりね、見守ってとい

うか、インバウンドでいろんな交通ね、運転の方もいらっしゃる本当に大事になってくんじゃ

ないかなと思ってるところなんですけれども、この方たちの報酬はどのような感じでどのくら

いのものが支払われているか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 交通指導員の報酬なんですが、年額と、あと活動に応じた日額に分かれて

おりまして、時間によっても分かれております。活動の時間に関しましては、１時間当たり１，

０００円から、２時間１時間以上ありましたらまた、１，０００円単位でね、金額上がってい

くという状況です。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。何すか大丈夫ですか。物価高騰の折、今１，０００

円となってますけどね、例えばこれ有償ボランティアです。あくまでも有償ボランティアだと

思ってるから私は別に高い安いってのはないと思うんだけれども、やはりね、物価高騰でやっ

ぱりいろいろ報酬上げることで、担い手というのがですね出てくるのかなと。そんな風な感じ

も受け止めてはいるんですけれども、担い手不足の対策だとかその辺りについては、現状充足

してるんだったら担い手不足ってことないと思うんですけど。その方針のところとその辺りど

のようにお考えか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 交通指導員の方の現状なんですが、皆さんの昔からやってた方が多くいら

っしゃっておりまして、皆さん高齢な年代となっております。有償のボランティアということ

で地域貢献されてるということで、将来の担い手ですね、そういったこと、そういった確保も

重要かなと思っております。その報酬の額なんですが、地域の実情ですか、統計的に見まして、

役員会、今現在の規則のほうで決まっておるんですが、そういった事情も判断しながら、金額

のほうを見極めていきたいと考えております。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 町の各種団体、例えば保護司会もそうだし、あとは消防団もそうだし、

いろんなとこがねやっぱり若い人がやらないんです。やれないんですよね。だからその辺りの

ところで言ったら、交通指導員も、聞くところによると８０代の先輩方も一生懸命やってるだ

とか、私のソフトボールやってた方も何か今もう引退するだとかそんな形でね、地域の担い手

ってなかなか不足してるかと思いますのでその辺りちょっとこう、何かいろいろ幅広くＰＲさ

れて、それで充足できるようにですね努力していただきたいという風に考えておりますが、考

え伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○住民生活課長 交通指導員のみならずだとは思うんですけれども、交通指導員に関しましても

高齢化という部分が顕著に出てきているところかなと思います。先ほどご質問頂いてる報酬、

有償ボランティアの報酬の部分につきましては、役員の方々ともちょっといろいろとご相談当

然予算も絡みますんで、町のほうとも協議をしつつ、元役員さんの方のご意見も伺いながら、

今後改定なり、検討させていただきたいと考えています。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） ２款１項９目移住対策費、こちらのうちの５４頁、説明欄（６）奨学

金返還支援事業、こちらについてお伺いをいたします。こちらは令和５年度からスタートした

かなという風に理解してるんですけれども、令和５年、６年、どのような実績があったのか、

こちらのＯＢ高卒が２万円、そのほかが１万５，０００円ということで、ありますけれどもど

のような実績があったのかまずお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 ただいまご質問を頂きました、奨学金返還支援事業につきましては、令和

４年度から事業を始めております。各年度において認定になった人数が令和４年度がお２人、令

和５年度が１人、令和６年度が５人ということで、令和６年度の支援実績としては８人分を支出、

ご支援しているところです。うち、美瑛高校を卒業された方につきましては、お２人となってお

ります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 八木です。増えてきているという風に理解してるんですけれども、こ
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の辺のところやはり目的が若年層の美瑛町への定住、あるいは就業といいますか、その辺のと

ころかと思うんですけれども、この辺のところの現在３年目になるんですか。のところで、効

果をどのように判断してるのかその辺の判断、考え方をお伺いしたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 まさしく今委員ご指摘のとおりですね、若者の地方への定着、そして地方

のお仕事の担い手確保という、そういった両面でこちらご支援をさせていただいているところ

です。令和７年度、今事前相談を頂いている方が、新たに認定になる見込みが６人の方、事前

相談を頂いております。こちらにつきましても、町内の各事業所の皆さま、人事担当採用担当

の皆さまからも、非常にこの奨学金返還支援が美瑛町あるということが、採用においても、一

つ大きな効果があるという風に伺っておりますので、非常に施策として高い効果のある施策だ

という風に捉えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） こういった事業告知といいますか、その辺のところも大事だと思って

まして、その辺のところ、町民に対してどんな啓発活動をしているのかその辺のところもあわ

せてお伺いできればと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 こちらの告知の方法といたしましては、美瑛町の移住、ホームページの移

住の部分で告知をさせていただいているのとあとは広報紙、それから町内のそういう採用担当

者の皆さまに適宜ご説明をさせていただき、告知、ご案内をしているところです。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかにございませんか。 

（「はい」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の５９頁から６２頁まで。第１４目諸費中、説明欄２、自然と共生し生活基盤

が充実したまちの（１）地上デジタル放送受信障害対策事業及び３、安全で安心して暮らせる

まちの（４）防犯協会支援事業についての質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ２款１項１４目諸費の安全で安心して暮らせるまち、（４）防犯協会

支援事業についてございます。直接ここの項目とはあれですけど、防犯カメラのですね設置状

況について、美瑛町内どんな風になってるのかというですね、ちょっと一般町民の方から、ち
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ょっと私、せんだってありましてね、もし把握されているというのはですね。ちょっと町内、

最近、年末から最近にかけてですねいろいろ盗難というか空き巣だとか、そういうしたんだな

っていうかな、事務所荒らしだとかそういうのが増えていると。そんなことで、もし何ていう

か防犯カメラの設置状況と分かれば、行政関係だけでもいいんですけど、どのようになってる

のか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 防犯協会の関係の支援事業ということでまず、監視カメラの状況ですが、

申し訳ございませんが、状況は把握しておりません。ですが窃盗ですとか、町内犯罪に関しま

しては、美瑛交番と連携とりながら、町のほうで防災無線等で注意喚起を行ってるところです。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 頂きました。要はですね、犯罪者からしてみると、美瑛はやりやすい

町じゃないかっていうそういうことがね、伝わったら困るよねっていう危機感を持ってるほう

がやっぱり多いんですよね。ですから防犯協会の活動の中もそうかもしれないんだけど、やは

りそういうことで抑止になるようなですね、ことをやっぱりやっていくことが、それこそ今の

そういう年末から年始が大きな被害、やっぱり出始めてますので、その辺りについてはしっか

り留意して、協会の活動を進めていただきたいと考えておりますが、伺いたいと。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 防犯協会の活動に関しましては、町内の啓発に合わせまして各行政区から

出していただいて、防犯指導員の方と連携しながら、町内パトロールを行っております。また

イベントの際も、防犯指導員と協力いたしまして、パトロールを行ったところであります。以

上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の６５頁及び６６頁、第３項戸籍住民登録費、第１目戸籍住民登録費について

の質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の９５頁から９８頁まで。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第６目環境衛生
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費及び第７目墓地管理費についての質疑を許します。ただし、第６目環境環境衛生費の中、説

明欄１、自然と共生し生活基盤が充実したまちの（２）合併処理浄化槽設置整備事業及び（３）

除浄化槽保守管理協議会補助事業を除きます。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の９９頁及び１００頁、第２項清掃費、第１目清掃総務費から第３目し尿処理

費までについて質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） 予算書の１００頁のすいません。いろんなことに該当するんですけど

も、宿泊税の議論が進んでる中で、外から入ってくる人たちが、このごみの処理だとか、し尿

処理、かなりの費用を使っているという説明があったんですけども、データはないと思うんで

すが、ここ数年の実感というか、どうお感じでしょうか。お聞かせください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 宿泊税は、観光の方ですね、いらっしゃっておりまして、宿泊ホテルの関

係の、まずごみの処理ですね、こちらに関しましては、事業系の一般、事業系ですね。家庭ご

みと、事業の中で行っている、まあ一般廃棄物。それぞれありまして、この中の一般廃棄物収

集事業に関しましては、美瑛町のほうでは、支出してないような内容となっております。です

が資料に関しましてもそうですが、そういった外部から来られる方の何ていうんすかね、非常

に費用につきましてもこれからちょっと考えて、いかなきゃならないかと考えてます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） 白石です。すいません。ちょっと言い方が悪かったですけども、宿泊

税だけじゃなくて観光客が日帰り客も含めて、町に入ってくる。町の予算をかなりそこに使っ

てるんだっていう説明があったんですけども、そういうことを考えられないでしょうか。金額

的に。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○住民生活課長 観光客が来ることによって、ごみ処理なり、し尿処理の費用が発生してるかと

いうことでだと思いますけれども、当然、例えばホテルだとかであれば、収集は直接許可業者

が収集するんですけれども、それを焼却するのは大雪清掃組合の白樺清掃センターですんで、

そこにかかる費用があるということで、町の負担金が当然増える。ごみ量が、そこでお客さん
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がごみを排出しますので、それを焼却するためには、しらかば清掃センターで焼却しますけれ

ども、そこに対する負担金というのは町のほうで支払う形にはなっている形になります。また

し尿につきまして、説明申し上げましたらまた、し尿につきましても、くみ取りっていうのは

なかなか少ないのかなと思うんですけれども、浄化槽使用すれば当然、汚泥を抜取り年に１回

抜取りだとか清掃だとかっていうのが発生してきますので、そこの部分に関しましても、し尿

についても、観光客が増えれば当然、その処理にかかる費用というのは発生してくるという風

に考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ７番、白石委員。 

○委員（白石久代議員） ということで、数字は出ないということでよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○住民生活課長 的確な数字は出すのはなかなか難しいのかなあという風に考えてます。といい

ますのも、これまでも観光のお客さんというのはいらっしゃったんですけれども、それに最近

インバウンド、観光公害と言われるような部分が発生した、しておりますけれども、そこの部

分を申し上げますと、統計的な数字の出し方はあるのかも分からないんですけれども、直接的、

これだけ増えている観光客がこれだけごみを出したっていうのを把握するのはちょっとなか

なか難しいのかなという風に考えております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ４款２項１目清掃総務費の１００頁、（４）ＰＣＢ処理事業について

お伺いいたします。これは今年度にも予算計上ないと思いますが、業務委託の内容についてお

伺いをいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 廃棄物のＰＣＢの処理事業といたしまして、まずは大三の町有施設に保管

しております、低濃度のＰＣＢ廃棄物がございまして、具体的何かといいますと、変圧器が２

台で高熱１台です。とそのほかに給食センターのほうに変圧器がございます。その処理費用と

なっております。こちらにつきまして低濃度ＰＣＢに関しましては、令和９年の３月に処理期

限を迎え、控えておりまして、最終年度は、処理が集中するということで、今回のタイミング

で予算を計上しております。以上です。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ＰＣＢ、一般民間、民間ですとか一般の例えば工事によって変圧器だ

とかそういったものが発生した場合にそこに保管するという。保管して、町が管理をしている

状態ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 今回の予算計上しているＰＣは廃棄物ですが、あくまでも公共施設から発

生したＰＣＢ廃棄物となっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 何年間はやっぱり、何年間かは、ためておくというか保管しておいて、

何年かごとに処理、業者に回すっていいますか、委託するっていうようなことでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 保管に関しましては、ある程度数量がたまったまってからのほうが、運搬

に関しまして処理が、経費が抑えられますので、このタイミングで予算計上しております。以

上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 運搬から処理、多分、苫小牧ですかね。処分業者のほうに運搬から処

分場に持って行くまでは、もう委託するということだと思うんですけど、保管に関しては結構

かなり猛毒ではあると思います。シビアにならなければいけないと思うんですけども、そこら

辺保管の方法って、特に厳重に保管されているというよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 保管に関しましては大三の町有施設の古いコンテナを使用しまして、その

中に厳重に、その変圧器からＰＣＢ廃棄物が漏れないように保管している状況です。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ですね。今後もＰＣＢって出てくるんですか。それとも今回でもう全

部数、今、来年度の処理業務の委託で全て処分が終わるということでよろしいですか。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○住民生活課長補佐 今回のＰＣＢ処理ですが、今ある部分の使われてないのも、ＰＣＢ廃棄物

を処理するということです。今後の調査におきまして、今現在使用し、電気設備のほうに使用

してるものがありまして、もしかしたら出てくるかもしれないという状況ではあります。以上

です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１１７頁から１１８頁、第７款商工費、第１項商工費、第１目商工総務費中、

説明欄２、安全で安心して暮らせるまちの（１）消費者行政推進事業についての質疑を許しま

す。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１４７頁及び１４８頁、第８款土木費、第５項住宅費、第１目住宅管理費及

び第２目住宅建設費について質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田です。８款５項２目住宅建設費、説明欄（６）番の日の出

団地解体事業についてございます。令和３年度で日の出団地解体事業をスタートしたような記

憶、ちょっと今、事業概要書当時の見てるんですけれども、２棟８戸の解体工事が進めますよ

ということで、やりましてね、して当時４００万ぐらいでやってて、本当に今最近物価高騰高

上がりして、７５０万ではなかなか大変だなと思ってますけど、進捗で言ったら２棟８戸。も

う大体これで、何かどのような進捗で進んでいるのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 町営住宅係長。 

○町営住宅係長 日の出団地につきましては、全ての住棟が空いた等から解体を進めておりまし

て、現在まで３棟解体が進んでおります。令和７年度につきましては空き棟となりました１棟

について予算を計上しているところでございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） また、公有地のいろいろ利用活性化とかそういうところもありまして

ね。ここら辺の日の出団地のところ今お住まいなってる方も住替えだとか、あとあるいはやっ

ぱりこの辺の土地に関してね、今後どのような、将来展望はあるのか、その辺りについて伺い
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たいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 町営住宅係長。 

○町営住宅係長 日の出団地につきましては、浸水区域ということもございまして、解体後の用

地利用としまして、公営住宅の建設ということにはなってございません。公共敷地のですね有

効な活用等については、別の協議会のほうで検討を進めているところでございます。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） ８款５項２目住宅建設費、１４８頁の説明欄（５）安心子育て住まい

整備事業、こちらにつきまして、質問させていただきます。こちらは令和６年度から始まった

事業とか、理解してるんですけれども、居住されている方から、アンケートあるいはこんなと

こをちょっと不備だよねっていうとこあったら聞かせていただきたいと思うんですが。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 町営住宅係長。 

○町営住宅係長 子育て住まい事業につきましては、令和６年度に実施をいたしまして現在その

１棟について１世帯が入居されている状況でございます。入居されてる方からそういったヒア

リング等は実施はしてはいないんですが、お子さん、中学生と小学生のお子さんがいらっしゃ

る世帯が現在、入居されてるというような状況になってございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 今、小学生中学生のお子さんのいる家庭ということで、やはり町の中

心部、あるいは学校の近くがいいとこういった要望はないのかというところを含めて、あとあ

るいはですね、これからまた事業を展開してくるわけですけれども、一般の方からの問合せ、

その辺のところどの程度あるのか、今のところ。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 町営住宅係長。 

○町営住宅係長 西町の町営一般住宅子育て向けの住宅につきましては、公募の期間をですね、

通常の公営住宅よりも少し長めに設定させていただきまして、需要の調査を行ったところでご

ざいます。時期的にですね、人の動く時期等重ねなかったこともあってですね２棟、２件の申

込みとなりましたが、需要については一定数あるかと思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 
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○委員（八木幹男議員） これからのことになりますけれども、やはり町民あるいは移住希望予

定者、こういった方への方への制度の告知といいますか、その辺のところの工夫もしていかな

きゃならないのかなと思ってますんで、その辺のところ、例えばですけれども、これ保健福祉

課で出すという子育て支援、この辺のところに奨学金のほうは載ってるんですけども、子育て

支援住宅のほう載ってないということで、やはりいろんな告知あるいはツールを使って告知を

していくっていうことが必要かと思いますので、その辺のところの考え方をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○住民生活課長 子育て住宅の関係ですけれども、今先ほど係長のほうからアンケートをとって

ないという話もさせていただきましたが、例えば住宅の計画を立てる際に、町民アンケートっ

ていうのをとっております。その中で子育て、音を気にしないで住める一戸建っていうものも

重要で必要ですよねっていうようなご意見だとか、確か委員会の中で委員からも、子育て住宅

の話も頂いてたかと思うんですけれども、なかなかこの、このご時世新しい住宅建てるってい

うのもなかなか厳しい部分もありますんで、既存の５施設を活用した中で、昨年１棟、失礼し

ました。６年度１棟、７年度１棟という形で、試行的っていうわけではないんですけれども、

ある財産を有効に活用してくという形で、今整備を進めているところです。告知につきまして

も、募集してすぐ埋まってしまうもんですから、ちょっと長めに募集期間をとって告知を図り

ながらやって募集をかけておりますけれども、次年度の住宅につきましても、なるべく皆さん

に分かっていただけるような形でうまく制度が整っていけば同じように、移住される方にも利

用、利用といいますか申込みができるような形も検討してまいりたいという風に考えておりま

す。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで住民生活課所管の歳出に関する審査を終わります。 

暫時休憩します。住民生活課の皆さんご苦労さまでした。 

休憩宣言（午後３時０６分） 

（住民生活課説明員 退室） 

（保健福祉課説明員 入室） 

再開宣言（午後３時０８分） 

○委員長（山本賢一議員） 保健福祉課の皆さんよろしくお願いいたします。休憩前に引き続き

委員会を再開します。 

次に、保健福祉課所管の予算の内容について、保健福祉課長の説明を求めます。 

（「はい」の声） 
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保健福祉課長。 

○保健福祉課長 よろしくお願いいたします。令和７年度の保健福祉課所管に関わる予算概要に

つきましてご説明申し上げます。各会計予算書及び予算科目につきましては、一般会計は、７３

頁の第３款民生費から９６頁、第４款衛生費の医療扶助費までと、１１９頁から１２０頁まで

の第７款商工費、商工振興費の一部、特別会計では１９２頁から２０２頁までの、美瑛町老人

保健施設事業特別会計になります。 

始めに今年度、一般会計の保健福祉課が所管する各款において、事業内容の見直しをする中

で小事業の統廃合を行っております。そのため、予算書上、前年度と小事業での対比ができな

いものがございます。この後、概要説明の中でも触れさせていただきますのでよろしくお願い

いたします。私からは各款ごとに概要をご説明した後、事業内容を見直したものや、増減額の

大きいものについて、説明欄小事業を抜粋してご説明いたします。それではまず、一般会計、

民生費になります。３款民生費は、社会福祉、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、その他

所管する施設に関するものなどに関する福祉関係６３事業です。 

先に民生費の事業の統廃合についてご説明いたします。７６頁、１項社会福祉費、２目高齢

者福祉費です。老人福祉管理事業を、説明欄（３）敬老会事業に統合。内容は敬老祝い品の予

算と敬老会運営補助事業を統合したものです。８４頁、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費

の説明欄（３）一時預かり事業については、同じ児童福祉総務費の一時預かり幼稚園型事業、

施設等利用給付事業と２目保育所費の一時預かり事業の４事業に分かれていたものを、事業目

的、内容が同一性のもののため統合しました。民生費の統廃合は以上です。 

続いて、民生費の概要です。民生費の予算額は、１２億１，０２６万７，０００円で前年度

比６，９６３万６，０００円の増額となりました。事業の統合によるものを除く増額の主な要

因は、障がい者自立支援給付費、障がい児施設措置費の利用見込みの増加によるもの、児童手

当支給事業の令和６年１０月からの制度改正による拡充。施設型給付費事業の公定価格の見直

しと実績見込みによるもの、どんぐり保育園施設改修事業のどんぐり保育園の外壁の修繕に係

る増によるものです。昨年度の地域密着型介護老人福祉施設大規模改修事業と、障がい者グル

ープホーム施設整備費補助事業は令和６年度で終了のため皆減となっています。 

次に、４款衛生費では、第１項保健衛生費中、保健福祉課所管の事業は２４事業で、９０頁

から９２頁、２目保健指導費では、母子保健事業について、細分化されていた事業を統合し、

事業名の変更も行っております。これまでの先天性股関節脱臼検診事業と、産後母子ケア費用

助成事業の健診に係る一部について、説明欄１、乳幼児等健診保健指導事業へ統合、移管して

おります。また、産後母子ケア費用助成事業の健診以外の部分を、妊婦健診事業を改め、説明

欄（３）妊産婦支援事業へ統合、移管しました。事業の統廃合は以上です。 

続いて、４款衛生費の概要です。保健福祉課所管の衛生費の予算額は、８億３，９６４万円
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で前年度比７，６９８万３，０００円の増額となりました。事業の統廃合を除いた増額の主な

要因は、１目保健衛生総務費の大雪地区広域連合負担金の増によるもの。老人保健施設改修事

業のほか、エアコン設置工事の実施によるもの。３目予防費、予防接種事業は、令和６年秋か

らの新型コロナワクチン接種と平和７年４月から帯状疱疹ウイルスワクチンの定期接種化に伴

う増、３目予防費では、緊急風疹予防対策事業が国の事業の終了に伴い皆減となっています。

商工費関係では、第２項商工業振興費の中で、電子地域通貨行政ポイント事業において、結婚

新生活支援事業とボランティアポイント事業に係る予算で、前年度比２２万２，０００円減の

６７万４，０００円を計上しています。民生費と衛生費、商工費を合わせた保健福祉課所管の

一般会計の予算総額は２０億５，０５８万１，０００円となり、前年度比１億４，６３９万 

７，０００円の増額となりました。 

続いて、予算書に沿って、増減の大きな事業を中心にご説明申し上げます。まず、社会福祉

費です。予算書の７３頁から８２頁になります。第３款民生費の第１項社会福祉費は、第１目

から第７目までで、予算額は前年度比４，０３６万８，０００円減の６億９３３万８，０００

円となりました。第１目社会福祉総務費です。７４頁の説明欄、（４）社会福祉協議会運営補助

事業では、社会福祉協議会事務局人員体制の変更による経費の減額で２５５万３，０００円の

減の１，２０１万５，０００円となります。を計上しております。 

７６頁になります。説明欄（１２）１２の結婚新生活支援事業は、少子化対策の一環として

事業を実施してまいりましたが、３年を経過し、事業評価をした結果、本事業により結婚の後

押しをするという目的と実態が乖離していることから、本年度をもって終了することとし、よ

って、経過措置としての予算となり１２０万円減の２４０万円を計上しております。続いて、

２目の高齢者福祉費になります。 

７６頁の説明欄の（２）介護サービス利用料軽減助成事業です。本事業は、介護保険制度が

始まった当初に訪問や通所系の在宅介護サービスの利用機会を防ぐため、創設した事業です。

制度開始以来、本来サービス利用料の１割の自己負担分を町民税非課税者に限り０．５割に軽

減し、残りの０．５割を町が負担していたものです。２５年を経過し、介護保険制度の定着と

ともに、当初の目的は達成しており、今後の制度変更等を見据えた中で、本事業の見直しを図

り、自己負担を０．５割から０．６割に変更するものです。予算は昨年同様２００万円で計上

しております。 

説明欄（７）除排雪サービス事業です。事業開始から３５年経過していることから、事業全

体の見直しを図り、これまで業者委託による屋根の雪下ろしと排雪に限っていたものを、除排

雪が困難なことによる外出やサービス利用等への影響がないように、相談を含めた対策を実施

するもので、委託料から助成費へと変更するものです。事業費は１２２万５，０００円増の 

２２２万５，０００円です。 
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７８頁になります。説明欄（１４）失礼しました。（１３）外国人介護福祉人材確保事業につ

きましては、外国人介護福祉人材育成支援協議会を通じて、東川の福祉専門学校に通う外国人

学生の奨学金を負担するものですが、令和６年度に予定していた学生の確保ができなかったこ

とで、令和７年度は新１年生２名の費用の計上となりました。前年度比７４０万円減の７４２

万円を計上しました。次に３目、第３目障がい者福祉費です。 

同じく７８頁、説明欄の（３）更生医療給付事業については、令和６年度実績を踏まえ、前

年度比３６７万２，０００円増の１，５９３万９，０００円を計上しました。 

続いて、（９）の障がい者自立支援給付費につきましては、障がい者の自立支援のためのサー

ビス利用実績を踏まえ、前年度比２，６０２万３，０００円増の３億３，０３７万４，０００

円を計上しました。 

（１０）障がい児施設措置費は、児童発達支援、放課後等デイサービスの利用増及びそれに

伴う計画作成の増により、前年度比４００万円増の７，４２６万６，０００円を計上しました。 

（１１）の地域生活地域生活支援事業では、意思疎通支援に係る経費及び移動支援の利用の

増に伴い２０３万９，０００円の増の９７２万７，０００円を計上しました。 

（１２）障がい相談支援センター運営事業では、計画作成を担当する会計年度任用職員の報

酬増に伴い、３３３万２，０００円の増の１，６１２万８，０００円となりました。 

次に、５目いきいきセンター費です。８０頁、説明欄（１）いきいきセンター管理運営事業

につきましては、今年度、７目地域支援事業費介護予防日常生活支援総合事業から、いきいき

センターを使用しているデイサービスに係る光熱費等の運営費分を移管したことによるもので、

５３万６，０００円の増の１４８万円となりました。 

次に、児童福祉費になります。８３頁から８８頁になります。第２項児童福祉費では、第１

目から第５目までで、予算額は前年度比１億１，０００万４，０００円増の６億９２万９，０００

円となりました。８４頁の第１目児童福祉総務費の説明欄（１）の丘のまちびえいすくすくサ

ポート事業は、新生児祝い品の見直しを図り、２１４万５，０００円の減額で、９３７万円を

計上しております。 

（２）の児童手当支給事業は、児童手当制度が令和６年１０月に改正され、高校生までの支

給、３週目以降の増額、所得制限の廃止等により拡充されたことから、前年度当初比３，９９９

万３，０００円増の１億５，１８３万３，０００円となりました。 

（７）施設型給付費事業は、公定価格の増加に伴い、前年比３，０１９万円の増で１億 

３，０００万円を計上しました。 

８６頁になります。第２目保育所費です。（１）どんぐり保育園管理運営事業は、指定管理に

係る運営委託料について、保育に係る人件費の減と、パソコン購入及び午睡用ベッドの購入に

より、保育環境改善及び保育士の負担軽減を図るもので、前年度比２４６万１，０００円減の
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１億９，０７５万６，０００円を計上しました。 

（２）どんぐり保育園施設改修事業につきましては、建設から２８年経過し、これまで部分

的な修繕を行ってまいりましたが、外装全体の劣化が顕著であることから、改装外壁塗り替え

等の修繕を行うもので、４，１４３万７，０００円を計上しました。 

同じく８６頁、４目子ども支援センター費です。子育て支援事業では、ペアレントトレーニ

ングやＰＣＩＴなどの親子支援事業に従事する職員研修負担金の増。サポネット会員等の地域

子育て支援者のネットワーク形成のための事業等の実施により、子育て支援の充実を図るため、

５２４万８，０００円を計上しました。 

（２）発達支援事業では、子育て応援団からの発達支援に係る人件費の上昇などの業務委託

料の増。発達支援に係る専門研修の負担金増などにより、前年度比５０万１，０００円の増の

８３０万円を計上しました。 

８８頁、５目児童館費、児童館管理運営事業では、学童保育指導員などの業務委託における

人件費等費用の増などにより、前年度比２８８万１，０００円増の１，２９３万８，０００円

を計上しました。 

次に、衛生費になります。予算書の８９頁から９６頁の医療扶助費までとなります。第４款

衛生費の第１項保健衛生費における保健福祉課所管事業は、第１目から第５目までで、予算額

は前年度比７，６９８万３，０００円増の８億３，９６４万円となりました。 

９０頁の第１目保健衛生総務費、説明欄（２）の大雪地区広域連合負担金では、介護保険事

業、国民健康保険事業後期高齢者医療事業の実施見込み及び業務システムの標準化や、ガバメ

ントクラウドの運用費用などの増加により、前年度比３，７１８万５，０００円増の６億 

１，５４５万９，０００円となりました。 

（４）の老人保健施設改修事業については、老人保健施設ほの香のエアコン設備について、

これまで優先順位をつけながら段階的にエアコンを設置をしてまいりましたが、近年の気温上

昇による利用者及び職員の健康に配慮し、令和７年度で完了させるもので、３，１６７万 

６，０００円を計上するものです。 

次に、２目保健指導費です。９０頁、説明欄（１）乳幼児等健診、保健指導事業の１８８万

４，０００円及び９２頁、（３）の妊産婦支援事業の５２０万６，０００円につきましては、先

ほど申し上げました母子保健に係る事業の統廃合により増額になっているものです。妊産婦支

援事業では、助産師による育児教室の講話を新たに実施し、助産師を身近に感じていただき、

以前より実施している、日帰りや宿泊等の産後ケア事業の利用促進につなげます。 

９２頁、（６）健康推進事業は、健康マイレージ事業について見直しを図り、次年度以降の健

康づくり事業展開に向けた整理をするため、現在エントリーされている方の７年度に係る報償

等の費用となり、１０６万９，０００円減の５１万６，０００円を計上しています。 
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次に、第３目予防費になります。同じく９２頁、（１）予防接種事業では、令和６年１０月か

ら定期接種化された新型コロナワクチン、令和７年４月から定期接種化される予定の帯状疱疹

予防ワクチンの委託料の増により１，５４２万６，０００円増の３，９６１万８，０００円を

計上しました。 

９４頁、説明欄の（４）健康管理システム事業では、システム標準化移行までの健康システ

ムの保守延長のため、今年度、サーバ移設を完了したことから、７年度は前年度比３４０万 

２，０００円減の６６万円の計上となっています。 

（７）のがん検診推進事業は、乳がん子宮がん検診受診の促進のため、特定年齢を対象とし、

５年に一度無料クーポンを配布していた事業ですが、事業開始から１４年経過し、目的と課題

を精査し見直しを図ったもので、乳がん検診については、動機づけとしての目的は一定程度達

成したことから、対象者を絞り受診率が低い子宮がん検診の受診率向上をより強化するもので、

５１万９，０００円減の９８万２，０００円を計上しました。 

次に、４目、保健センター費です。（１）保健センター管理運営事業では、新たに設置する防

犯設備に係る委託料の増により、１２４万７，０００円の増の９９３万２，０００円を計上し

ています。 

次に、頁飛びまして１１９頁、１２０頁になります。第７款商工費、第１項商工費、第２目

商工費振興費の説明欄（７）電子地域通貨行政ポイント事業の中の上から７番目の結婚新生活

支援事業と下から３番目のボランティアポイント事業が、保健福祉課所管となっています。平

和７年度は２事業合計で、前年度比２２万２，０００円減の６７万４，０００円を計上してい

ます。以上で保健福祉課所管の一般会計の民生費及び衛生費並びに商工費についての説明を終

わります。 

一般会計の次に、美瑛町老人保健施設事業特別会計の予算概要につきましてご説明を申し上

げます。予算書は１９２頁から２０２頁になります。予算額は歳入歳出それぞれ前年度比 

１，４１６万７，０００円減の９，６７４万７，０００円となりました。 

それでは、歳入歳出事項別明細書の歳入からご説明申し上げます。１９８頁、１９９頁にな

ります。第１款の財産収入につきましては、第１目の利子及び配当金の科目設定です。第２款

繰入金は、一般会計繰入金につきまして、企業小企業債償還金寄附金として４，６７２万 

９，０００円を計上しました。第３款の繰越金につきましては、科目設定です。第４款の諸収

入につきましては、指定管理者の運営に対する運営費貸付金の貸付金元利収入として、５，００１

万５，０００円と、雑入として１，０００円の合計で、前年比１万円増の５，００１万６，０００

円を計上しました。２００頁、２０１頁になります。 

歳出についてご説明申し上げます。第１款の施設事業費につきましては、説明欄（１）老人

保健施設管理事業について、貸付金の５，０００万円と手数料２，０００円を計上しています。
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第２款の公債費につきましては、第１目元金の起債償還元金４，３８８万８，０００円、起債

償還利子などで２８５万６，０００円、合計で前年度比１万円増額の４，６７４万４，０００

円となりました。第３項の基金積立金は科目設定です。以上が令和６、令和７年度美瑛町老人

保健施設事業、特別会計予算となります。 

今後とも、健全な施設運営に向け、経営安定とともに、介護サービスの質の向上に指定管理

者と連携を図りながら進めてまいります。以上で令和７年度保健福祉課が所管いたします予算

概要の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（山本賢一議員） それでは予算書の７３頁から７６頁まで。第３款民生費、第１項社

会福祉費、第１目社会福祉総務費についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の７５頁から７８頁まで。第２目高齢者福祉費についての質疑を許します。質

疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 高齢者福祉費、こちらのほうの町の単独事業、この辺のところにつき

まして質問させていただきます。３款１項２目高齢者福祉費、７６頁、説明欄（２）介護サー

ビス利用料軽減助成事業、続いて（６）移送、移送サービス事業、（８）くらし援助サービス

サービス、それから（９）訪問介護ステーション利用料軽減事業費。この辺のところにつきま

して質問させていただきます。まず、（２）の介護サービス利用料軽減事業、こちらのほうに

つきまして、質問させていただきます。まずこの辺のところは、高齢者福祉計画によって数字

的にも説明にも出てるんですけれども、その中で、数値の押さえ方が延べ人数でなってまして

なかなかどういう実態がつかめないというとこありまして、実人数でこれが表示することがで

きるのかその辺のところからまずお答えしたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 介護サービス利用料軽減助成事業の実人数をご報告させていただきます。まず

令和３、４、５年度、３年間ぐらいでご回答させていただければと思いますが、令和３年度が

実人数３３５名、令和４年度が３３２名、令和５年度が３１７名が利用された実人数となって

おります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 先ほど鎌田課長から説明ありましたとおり、制度設計から２５年経過
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ということで、見直しに入ってて、５割負担から６割負担に増やすよといったこと。これ、こ

のところですよね。はい。この辺のところを含めてこの辺のところ、実人数が横ほぼ横ばい状

況という状況なんで、この辺のところ、利用者から見て、この増をまだ告知してないからわか

んないと思うんですけど、その辺のこの６割に想定した根拠につきまして説明を頂きたいと思

います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 こちらの事業に関しましては、複数想定をいたしまして、そもそも、１割負担

の半分の５％を事業費的に考えた際に、大体１，１００万円ほど町単費として支出をさせてい

ただいております。これに際しまして、助成率を１％下げまして４％にしますと、現行の補助

率を、補助率から２割減くらいの事業費になりますので、大体８００万円から９００万円くら

いの事業費になります。また、所得段階に応じてですね、例えば非課税の中でも、所得段階が、

ごめんなさい。所得割非課税、それから、ごめんなさい。ちょっと度忘れしてしまって、申し

訳ないんですが、言葉が出てこない。住民税非課税の中でも、ごめんなさい。介護保険の保険

料の非課税の中でも、非課税の第１段階。それから第１、第２段階というのがございまして、

第１段階の方の助成額とした場合については、約半分の大体５０％ぐらいが、対象になるもん

ですから、大体５００万円ぐらいの事業費になるという想定なもんですから、

それらを考えて緩くですね事業費を考えていった場合に、助成率を５％から４％に下げるのか、

いいのではないかということで検討した結果その形になってございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） いいです。分かりました。続きまして、（６）の移送サービス事業、

こちらのほうは慈光会の委託事業だと思いますけれども、この辺のところもあわせてですね、

やはり移動が困難な高齢者への病院の搬送と、こういったことがメインになってくるんだろう

と思いますけれども、この辺のところあわせてこの延べ人数になってる実人数、この辺のとこ

ろ分かれば教えていただきたいんです。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 こちらも３年間、ご報告させていただきます。令和３年度の実人数が１０名、

令和４年度、こちらも１０名、令和５年度が８名となっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） ２番、八木です。やはりなかなかこの病院、通院を限定すると、ちょ
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っと厳しいのかなという思いもありまして、これ社協のほうでは、介護予防外出支援事業。こ

ういったことが類似事業として行われてますけれども、この辺のところのうまく棲み分けがで

きているのかどうかその辺のところをお伺いしたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 まず、こちらの移送サービスに関してなんですが、基本的には一般車両に乗る

ことが困難な方を対象にしている事業になります。具体的に言いますと、車椅子ごと、ストレ

ッチャーごとでなければいけない。特殊車両でなければ移送ができない方を対象にしておりま

して、仮に身体の状態として、車椅子から、例えばタクシーですとか、普通の乗用車に移譲が

できるということであれば、特殊車両である必要がないもんですから、それは移送サービスの

対象にはなってこないという形になります。それから今、委員ご発言頂きました社協さんでや

っている事業なんですが、こちらはですね、特にそういった部分の縛りといいましょうか、お

体の状態がかなり重い方というところを限定してやってるわけではないはずですので、そちら

のほうとの差別化が図られているのではないかと思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木議員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。続きまして（８）のくらし援助サービス、こちら

のほうにつきまして、こちらはくらしの助け合いの業務委託とこういう形になるかなと思うん

ですけれども、こちらも同じく延べ人数表示になってるんでまずは実人数、３年間教えていた

だければなと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 令和３年度が７名、令和４年度が１０名、令和５年度が１１名となっておりま

す。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 利用者が伸びないという現状なのかなと思ってまして、やはりこれか

らあれもこれもという時代ではないので、特に町単独事業でやってますんで、やはりスクラッ

プアンドビルドといいますか、その辺のところ、あるいは集中と選択といいますか、事業見直

しということも含めて、これから検討できれば利用の少ないところですね、伸ばしていく方向

なのか、あるいは別な事業に変えるかとか、そういったことも考慮しながら事業推進していく

べきかなと思っておりますので、その辺のところの考えをお伺いいたします。 

（「はい」の声） 



 

－ 103 － 

○委員長（山本賢一議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 くらし援助サービスにつきましては、介護サービスの少し手前の方を支えてい

ければというところで生活支援を実際行っております。また、郊外の地区に関しては、小多機、

小規模多機能型居宅介護が充実しておりますので、そちらのほうで生活支援を支えているとい

うところがございます。それから、社協さんでやっているヘルパーさん、訪問介護につきまし

ても、人材が少し高齢化してきていて将来的にということもございます。暮らし援助サービス

についても、援助員さんが少しそんなに多くはないと。また、担い手さんも高齢化してきてい

るというところがございます。それらですね、様々な状況を総合的に踏まえまして、このくら

し援助サービスの在り方についても今後検討を進めていきたいと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 続きまして、最後９番目、（９）訪問介護ステーション利用料軽減助

成事業、こちらのほうについてお伺いいたします。こちらのほうも延べ人数なっておりますの

でまずは実人数３年、令和３年、４年、５年、分かれば教えていただきたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 令和３年が２８名、令和４年が３１名、令和５年が２１名となってございます。

以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） これは北海道総合在宅ケア財団、こちらのほうの医療事業委託事業か

と思うんですけれども、この辺のところ、人員見てますと、常勤の看護師が４名、非常勤２名

ということで、かなりのスタッフを揃えた組織だなと思ってまして、この辺のところちょっと

実人数から見ていくと寂しいかなと思いますので、その辺のところ、どのような推進というか

課題があるのかその辺のとこあれば聞かせていただければ。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 高齢者福祉計画策定の際に、この看護ステーションの所長さんとお話をさせて

いただいた際に関してのお話になるんですが、令和５年の８月から２４時間対応を開始をした

というところで伺っております。道内の５４ステーションのうち大体８割から９割がその体制

をとっているということで伺っておりまして、そこら辺に関しましては、対応体制を充実した

というお話、それからですね、なかなか美瑛町内で募集をかけても人が来ないということは、

その当時おっしゃっておりましたが、当本部のほうで人を募集して、地域ごとに配置をしてい
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く形ということをおっしゃっておられました。それから、職員体制、事業所の体制以外の部分

で言いますと、訪問看護の実人数は下がっておりますが、延べ人数は増加傾向にございます。

これに関しましてはこちらのほうと捉えとしては、訪問診療が近くの市町村でできたことによ

って、看取りのケースが少し増えてきております。看取りのケースに関しましては、短期集中

的な形で、１か月の間に毎日のように使ったりとかっていうことで、それだけでも延べ回数が

ちょっと増えたりということがありますので、実人数が減っても延べ人数利用

をしている延べの数が増えているという現状があるというところで捉えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） 八木です。やはりこの先ほどもお話ししましたけれども、町の単独事

業ということで、非常に多大な費用をかけてる質問ですので、その辺の全体通しまして、やは

りこの過渡期にあるか、あるいはいろんな見直しをして、スクラップアンドビルドと先ほど言

いましたけれども、これが正しいかどうか分かんないんですけども、各事業を吟味していただ

いて、より町民の一助になるような事業に組立てていただければなと思ってますんで、そのよ

うなところを再度お伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○保健福祉課長 ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおり単独事業ということで、先ほ

ど実人数を問われましたけれども、果たしてこの今のサービスが今の時代に合った最適なもの

なのかというところは、検証が必要だなという風に考えております。なので今年度を除排雪サ

ービスのほうは少し見直しをかけ、介護利用料のほうも、１％、０．１％、見直すという形で

見直しをかけておりますけれども、その他の今ご指摘頂いた各事業につきましても、最適化と

いう形で検証を重ねて、また実際利用している方ですとか、事業所の皆さんが感じている、町

やっぱり町としてはこういうことをやってほしいんだとか、そういったご意見も伺いながら、

事業の見直し等を図っていきたいと思っております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の７７頁から８０頁まで。第３目障害者福祉費についての質疑を許します。質

疑ございませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の７９頁及び８０頁、第４目福祉センター費から第６目高齢者福祉住宅費まで
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についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の８１頁及び８２頁、第７目地域支援事業費についての質疑を許します。質疑

ありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １項７目地域支援事業費、こちらのうちの８２頁、説明欄（１）介護

予防日常生活支援総合事業。こちらのうち、介護予防把握事業、こちらについてお伺いをいた

します。美瑛町高齢者福祉計画によりますと、介護予防把握事業、こちらの事業内容は、保健

師などが訪問により、うつ、認知症、閉じこもり、生活習慣病の重症化との恐れのある高齢者

の居宅を訪問し、必要な指導助言を助言を行うということで、大変重要な事業であるなという

風に感じております。その中でやはりこちらも延べ人数に表示になってますんで、その辺の実

分実人数、こちらのほうの令和３年から５年度、分かれば教えていただきたい。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 令和３年度の実人数になりますが、こちらが１００、令和３年度１７１名、令

和４年度が２２７名、令和５年度は１９３名になっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） １０番、八木です。利用者数がちょっと上限してるなということもあ

りまして、それもやはり重要な予防事業というのは非常に重要な事業かなと思ってますんで、

その辺のところ、利用者の状況減少傾向凸凹ですけども、要因は人手不足、この辺にあるのか

どうなのかその辺のところちょっと言いづらいかもしれませんけども、その辺のところの考え

方をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 地域支援係長。 

○地域支援係長 こちらの訪問につきましては、保健師訪問ということで、８０歳の方ですとか、

検診を得られた方の事後の訪問ですとか、介護サービスを利用していない、認定を持ちの方で

すとか様々な方を訪問させていただいております。令和５年におきましては、保健師さんがで

すね少しご病気でお休みしていた期間がございましたので、そこの部分で人数が減ってしまっ

たという事情も少しあったかなというところでは思っております。以上です。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） １０番、八木委員。 

○委員（八木幹男議員） この人材というのがやはり１番大事になってくるかと思いますので、

やはり事業展開に当たっては、人手不足、１番重要な部分かなと思っておりますので、人員の

確保、その辺のところに向けて最後考え方をお伺いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○保健福祉課長 ありがとうございます。確かに人材確保というところでは保健師等、やはり高

齢者のところに限らずですね専門職、うちの課は、会計年度さん含め多く、雇用してるんです

けれども、やはり、なかなか募集をしても、いなかったりとかそういった事情もございますが、

やはりサービス、必要なことでやっている事業でありますから、適正な人材確保に努めたいと

思います。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の８３頁から８６頁まで。第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費について

の質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 第３款、３款２目、ごめんなさい。３款２項１目、児童福祉費の８４

頁の（３）一時預かり事業についてお伺いをいたします。一時預かり事業先ほどの課長の説明

でですね、統合されたというところでお聞きしたんですけども、この節区分でですね四つに分

かれておりますね、委託料１２と、１８の負担金補助交付金ですねこれ負担金補助交付金３本

に分かれてるんですけど、これってあれですかね。どんぐり保育園の青葉幼稚園ＮＰＯ法人、

それからまた利用者にも、助成されてると思うんですけど、その区分けの内容をちょっと教え

ていただきたいなと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 子ども福祉・相談係長。 

○子ども福祉・相談係長 ただいまご質問頂きました件にお答えさせていただきます。一時預か

り事業なんですけど、運営委託というとこところでは、どんぐり保育園で一時預かり事業を実

施してまして、そちらのほうが運営委託料が担っております。１８番、負担金補助の部分であ

りますが、こちらのほうは、一時預かり利用者負担軽減助成事業のところがこちらのほう該当

になっております。次の補助金のところで言いますと、当施設等利用給付事業のところは、こ

ちらのほう該当になりまして最後のところでは、一時預かりの幼稚園型の事業がこちらのほう
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の該当になっております。以上になります。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の８５頁から８８頁まで。第２目保育保育所費から第５目児童館費までについ

ての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） ３款２項５目児童館費、８８頁、１番最後、これですが、今、前回私、

この児童館、町の中の小学校が、東はやってますので、美瑛小だけだったって思うんですけど、

それでそれが全町に広がったのかどうかお聞かせ下さい。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 子ども福祉・相談係長。 

○子ども福祉・相談係長 児童館の利用の範囲に関しましては、なかよし児童館の利用につきま

しては、市街地以外の児童も利用しできるというような施設になっておりまして、なので現在

でいいますと東小、美沢小学校、明徳小から１８名のお子様がなかよし児童館のほうを利用し

ているような状況となっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 大変ありがたいと思います。ほかのところは使えなかったんですね。

それが今バスを回していただいてるようですので、これを続けていただくと、へき地小学校の

ほうも助かると思いますので、ぜひこれは所管のほう、充実させていただきたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 参事。 

○保健福祉課参事 以前ですね、京屋議員のほうから、そのような課題がありますということで

お話を頂いておりました。先ほど係長のほうからご説明ありましたように、現状としては、郊

外のほうから町のほう、スクールバスを利用してですね、ご利用頂けるような形になっており

ます。ただ、移動負担っていうかですね、移動の時間だとか、負担というところがあるので、

地域の方々ともちょっとお話をしながらですね、少しでもいい方向に持っていければという風

に思っております。 

○委員（京屋愛子議員） ありがとうございます。 

○委員長（山本賢一議員） 他に質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 
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５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ３款２項２目保育所費についてお伺いいたします。保育所費のどんぐ

り保育園施設改修事業についてお聞きします。お伺いします。外壁塗装ということで、今現状

アクリル系の塗装からシリコン塗装にするというところですけれども、どのようなメリットが

あるのか知りたい、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 子ども福祉・相談係長。 

○子ども福祉・相談係長 委員ご指摘のとおり、現在アクリル塗装を使っているんですけども、

今回の改修ではシリコン系の塗装を使うことによりまして、シリコン系の塗装は紫外線などに

強くて、現在よりも耐久性が強化されるというところが、利点かなと思われます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 費用対効果ってあると思うんですけども、より多くの工事費をかけて、

より長く持たせるっていうところだと思うんですけれども、まだ上にですねフッ素塗装という

のもあるらしいんですけども、フッ素塗装にするとまだまだ伸びるというところなんですけど

それは、フッ素塗装は検討されましたか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 子ども福祉・相談係長。 

○子ども福祉・相談係長 すいません。フッ素塗装のほうは、すいません。検討はしていません

でした。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ５番、保田です。一応フッ素塗装もですね検討してみたらいいのかな

と思いますので、検討してみてください。もっともっと、倍ぐらいな値段をかけて、３倍も４

倍も長持ちするのはそっちのほうがいいのかなと思いますけども、よろしくお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 参事。 

○保健福祉課参事 ご意見ありがとうございます。一応ですね今回の工法については、そちらの

外壁塗装のですね、専門分野の業者さんですとか、あとうちの建築の技術屋さんですとか、そ

の辺の方たちの意見も頂きながら一応上げさせていただいてます。ですが、そういった別の方

法で有効で費用的にも、何とか対応できるということであれば、再度検討していきたいという

風に思います。ちなみに公共施設、ほかの町営住宅等でですね、同じような施工で以前ちょっ

とやっぱり課題があって、同時期に建てた保育所なもんですから、同じような検討があって、
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今回のシリコン塗装ですか。そちらを選択して選択をした経緯というのも、やはりありますの

で、その辺も踏まえて、ちょっと再検討していきたいという風に思います。ありがとうござい

ます。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

５番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） ６番、青田ございます。よろしくお願いいたします。同じく、３款２

項２目保育所費説明欄２のですね、この改修事業についてございます。工事請負費４，１４３

万７，０００円。これ総括質疑でも町長のほうには質問してるんですけど、今回、行財政改革

でなかなか予算がないだとか財源化とかって言ってる中で、財政運営計画がこれ出てないんで

すよ。財政運営計画が出てなくて、出てたのは、食洗器の設置っていうのが確かあったと思う

んですよね。それが３００万とか４００万ぐらい出てて事業とかするのは大いに結構だとます

子どもたちのためにね、これしっかりやるってのは大事なんだけれども、どのような意思決定

でですね、保健福祉課のほうからやこれぜひ必要なんだって、鎌田課長やって査定を通して言

ったのか、それとも財政当局のほうから、いやこれやっぱね町長判断でやることになったんだ

けれど、もっておりてきたあれなのか、やっぱその辺りのところはですね今の財政、町長はね、

財政予算編成改革もやるとかっていうところで、いろいろ思いがあってやってる中でですね、

今回その財政運営計画に一言も出てなかった、その改修工事がぼんと出てきたと私は非常に注

目してるんですよね。これ果たしてですね、どのような意思決定を庁舎の中でやったものなの

か。その辺りのところをですねちょっと話として、聞きたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 参事。 

○保健福祉課参事 えーっと、ですね。この件に関しましては、予算の前段で内部である建設事

業計画というのが、見直しの時期がありまして、そのときにですね、事前に業者のほうの調査

というのも頂いてたもんですから、それを踏まえて、こういう状況なのでできればやりたいと

いうことでご相談をさせていただきました。そこの中の調査結果ですとか、写真現状、現況で

すね、それを総務課のほうもですね、ご確認頂いた中で、これは早急にやるべきだろうという

ご意見を頂きまして、今回予算を計上させていただいているところでございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） そしたら町長が、メリハリをつけたっていうところでね、大いにいい

と思うんですけれども、ただその中で、建設事業計画ってあれですね。７月とか８月だかそれ

ぐらいのときですね、それから用意ドンでスタートしてね、１か月予算編成早まってる中で、
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１２月ぐらいにできるっつったらこれまでない１番早い事業化なんじゃないかなと思うんで

すが、かなりこう、何かすいすいいったような印象を持つんですけれども、これ、財政のほう

に聞いたらいいけど、そういうことって起こりうるんですかね。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○総務課長補佐 実際に建設事業計画で立てさせていただいている状況ありますが、どうしても

現場判断で状況のほう確認して、このほうが優先順位高いだろうというものについては、どう

しても突発的に出てくることは起こり得ます。その代わり、どうしても全体の事業費というと

ころを考えてますんでその分、優先順位を変えた事業というのは出てきますが、今回のどんぐ

り保育園の改修のようなものについては、理事者のほうも、優先が高いであろうという判断の

中でさせていただきました。財政としては、そちらは従っていきたいと思ってます。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の８９頁から９２頁まで。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１目保健衛生

総務費及び第２目保健指導費についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 予算書の８９から９０頁の第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１目

保健衛生総務費中、説明欄の１、患者輸送車運行事業についてお聞きします。これは、ひまわ

りバスの運行に係る経費だと思いますけど、１４８万この運行状況見てもこの間聞きましたけ

ど、２、３人しか乗ってないように見えますか。いかがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 社会係長。 

○社会係長 こちらのひまわりバスですけれども、３ルート、１週間の間に通っておりまして、

その中においては、一桁台の日もあれば、乗客がいない日もあるというのが現状となっており

ます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） １人か２人がいないときもあるしね、これひまわりバスもね、かなり

老朽化していますけど、何年たって今何万キロぐらい入ってるんですか。分かりますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 社会係長。 
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○社会係長 ちょっと距離数と認識について今すぐちょっと出てはこないんですけども、老朽化

がかなり進んでいることは確かでして、できる限り早く、使用が難しくなるっていうような状

況が来そうだということを伺っております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷です。 

○委員（桑谷 覺議員） 私言いたい。利用者が少ないし、あんな大きいバスじゃなくて、小型

１０人乗りのハイエースでもいいですよね。そうしたらやっぱりハイエースも１０年でも十分

だと思いますよ。経費もあまりかからずずっと小回りがきくんでそれはどうですか。取り替え

るとすると。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 社会係長。 

○社会係長 こちらのほうなんですけども、委員ご指摘のとおりですね、老朽化が進んでいて乗

客数が少ないという現状がありますので、現状委員おっしゃるような、ハイエースですとかキ

ャラバンのような、ワンボックスの送迎タイプをですね、検討している段階ですけれども、今

現状としては一般会計の要求書には載っていない段階でして、オンデマンド等ですね、あとバ

スセンター等の運行状況と、あとはこの患者輸送の状況を含めて、今検討を実際しているとい

う段階でございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ２番、桑谷委員。 

○委員（桑谷 覺議員） 町長が執行方針で、ひまわりバスのことをね、デマンド化して実験と

して次世代の交通に引き続き検討すると、町長言ってますのでね。この患者輸送という機能も

持たせつつ、オンデマンドの交通の検討したい。令和７年での実証実験可能性をしていただけ

る。これは、デマンドバスある。まちづくりのほうですけどね。そういうことを検討してはい

かがですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 社会係長。 

○社会係長 車両購入とですねデマンドとなると一部システムの構築等ですとか、運行の設計も

必要になってきますので、年間を通してですね、補助金の申請も含めて関係課と連携の上、進

めていきたいと思っております。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） それでは失礼します。５番、保田でございます。４款１項１目保健衛
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生総務費の９０頁、４、老人保健施設の改修事業についてお伺いいたします。先ほどエアコン

設置工事ということでちょっとお伺いしたんですけど、具体的な内容をお願いいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 社会係長。 

○社会係長 こちらのほうなんですけれども、今年度もエアコンのほう、設置しているところで

はありますけれども、複数年で設置を計画していたところです。ほの香のほうに実際に優先順

位を確認していただきまして、複数年で見積りを取った結果、一体的にやるものと、あとは個

別で１回で全て付けた場合と複数年で分けた場合で見積りを取って査定の中で比較をしてい

たところです。その中で、全館、基本的には全館、利用者居室を中心につけた場合、個別で全

館付けたほうが、複数年でやるよりも費用圧縮できるということで、基本的には全館個別でつ

けるという形で予算を計上しております。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 過去のエアコン工事ということで、去年今年までそれぞれやってきて

おりますが、今年、令和７年度が最終ということでよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 社会係長。 

○社会係長 過去につけたものが古くなって更新というのは今後、出てくるかと思いますけれど

も、今回の令和７年度で一旦全館の設置というのは完了と考えております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） これについては一旦これで充足するという形だと思うんですけれども、

今後、またほか８本以外にも改修工事等が発生するかなとは思いますけども、今後、何か近々、

平成８年度以降もですね、必要なか所が例えば、個別計画ですとか、公共施設総合管理計画で

すとかそういったところを見比べて、近々に発生するような改修工事っていうのは、今考えら

れてるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 社会係長。 

○社会係長 今現状ですね慈光会さんと定期的にやりとりをしてる中で、全体の躯体の部分で、

この部分を絶対にしなければならないという緊急的なものは、計上はしてはいないんですけれ

ども、外壁、一部ですねクラックが入ってる部分があったりですとか、施設も、２０年以上た

っているものですから、この点検していく中で今後出てくる可能性はもちろんあるんですけど

も、現状として、次年度急に出てくるというものは、今のところ予定はしておりません。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 確か屋上の防水工事って何か何年か前にあったような気がしてるんで

すけども、そのほかに個別計画見るとですね、エレベーターと電話設備っていうのが乗っかっ

てるんですけどもそちらのほうは老朽化だとか、不具合が発生してるだとか、そういったこと

を現状ないということでよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 社会係長。 

○社会係長 エレベーターにつきましては、かなり経年劣化しておりまして、古くなっているの

で交換の対象にはなってきてはいるんですけども、現状、動いているということで今のまま使

っていただいてるっていうところが現状になっております。電話につきましても、電話交換機

のほうが年数を迎えているところではあるんですけれども、ＩＴ化を進めるに当たってほんと

に電話交換機のみを交換するのが１番適切なのかっていうところを今慈光会と話をしている

ところでして、いろんなセンサーと連動したものがいいのかですとか、そういったものを今検

討しているところですので、電話交換機のみ、緊急で交換しなければならないというような考

えは今現状持っておりません。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） エレベーターなんですけど、エレベーター結構、とか、どこだかのビ

ルでですね、落っこちたみたいな状況もあったりですね、結構患者さんのが乗るものですので、

結構壊れてからですとか、本当に不具合が発生してからですと、手を手後れというか遅い場合

もありますので、先に交換する交換というかな、改修工事できるようにですね、計画をしてい

ただきたいなと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 社会係長。 

○社会係長 指定管理先のですね慈光会ともですね協議の上、現状ですね把握して今後、いつ交

換していくべきなのか修理していくべきなのかっていうところも含めて、計画を練っていきた

いと思います。 

○委員長（山本賢一議員） ほかにありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 同じく４款１項１目、保健衛生総務費、同じく老人保健施設改修事業

についてございます。そのことは私、今やりとり聞いててよく分かってんですけど、私もこの
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間言って当時ですね私が勤めたときには、二階の認知症棟のところに阿部理事長が氷柱を買っ

てきてですね、それでうちわを仰いで涼しくしてたってそういう時代もあったんですよ。それ

から比べると本当にようやくね、環境というか、しっかり整ったということで、職員の人もご

苦労されたかと思いますよ。本当に一生懸命頑張ってるとその中でですね、これ設置するのは

いいんだけども、やっぱりランニングコストがかかってくるかと思うんですよね。エアコンこ

れだけつけると。そういう風になってくると、指定管理のいろいろ契約もあるかと思うんです

けれども、その辺りのところでランニングをですね、職員の人件費のこともあるだろうし、や

っぱりランニングコストも探ししていくと。やっぱり今我々がずっと午前中からやってる予算

編成の中でもね、職員の給与だとかそういうこととあわせて考えると、指定管理の慈光会さん

も結構大変だと思うんですよね。だからその辺りについてですね、よりしっかりと丁寧な議論

というか、やりとりをして、それでしっかりと入居されて利用されてる、入居者の方、通われ

てる方のためになるようにですね、しっかりと目配っていただきたいなと思いますけど、その

辺りお考え頂きたい。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 社会係長。 

○社会係長 全館にエアコンを設置するということで、今まで使用していない電気料が発生して

きますので、もちろん財政を圧迫してくるということが当然のように予想されてきております。

慈光指定管理先とはですね、四半期期ごとにですね運営協議会を行っておりましてその中で、

現状の財政状況ですとか、サービスの利用状況、病床の利用等ですね、共有しておりまして、

年度末を迎えるに当たっての決算状況の随時の共有なども行っております。なのでこういった

ことを通してですね、次年度設置以降ですね、どのような財政状況になるかも含めて随時協議

をしていきたいと思っております。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の９１頁から９６頁まで。第３目予防費から第５目医療扶助費までについての

質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 青田でございます。４款１項３目予防費、説明欄予防接種事業につい

てございます。今回１，５４２万６，０００円増は一定数は、予算上がりましたということで、

それで聞いてた中で、帯状疱疹のワクチン接種がということで、全国的にできるようになると

いうことなんですけれども、Ａ類とＢ類とか何かあるんですよね。それで、どのような対象の
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方に、どのような回数をやるのかだとかってその辺のですね、予防接種法に基づく実施の要綱

について、概要についてまず伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 今ご質問頂きました帯状疱疹ワクチンの概要というところになりますが、Ｂ

類の定期接種の扱いになりますので、インフルエンザとコロナワクチン、肺炎球菌と同じ部類

になります。対象が６５歳になる方、ごめんなさい。６５歳になる年度の方ですね。年度内６５

歳になる方と、経過措置といたしまして、令和７年度からの５年間につきましては、７０、 

７５、８０、８５、９０、９５、１００歳以上の方も対象になります。あとは６０歳から６４

歳で免疫の病気を持ってる方も一部対象になります。使用するワクチンなんですけれども、不

活化ワクチンと生ワクチンと２種類ありまして、それが接種される方が、選べる選択できる仕

組みになっております。組替えワクチンにつきましては、シングリックスというものになるん

ですけれども、接種単価がおよそ２万２，０００円。生ワクチンにつきましては、ビケンのワ

ク チ ン １ 回 ８ ， ０ ０ ０ 円 に な り ま し て 、 二 つ 下 の ワ ク チ ン で あ れ ば 、 お １人

様２回打っていただくと、年度内にその対象の期間に２回打っていただくという形になります。

４月からのスタートに向けて今準備をさせていただいているという段階でございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。約１，５００万のね、予算プラスになってるところ

で、今回、大体見込みとして、肺炎球菌じゃないや。この帯状疱疹については、どの程度の金

額を接種で見込んでいるのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 帯状疱疹につきましては、５，５７０万９，０００円。接種者の見込みを 

３０％と想定いたしまして、全部はい。はい。ごめんなさい、５００万。５５０万７，９００

円ごめんなさい。です。想定しています。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 答弁頂きました。６５歳からってことなんですけれども、６０前にな

ってですね帯状疱疹なったりだとかそういう人もやっぱりいるわけなんですよね。私も自分で

帯状疱疹今のうちに受けといたほうが楽なのかなというよりは大丈夫なそのほうがね、予防た

めになるのかなと思うんですけれどもそれ、全国的にちょっと拡充している自治体もあるかと

思うんですけども、令和８年度以降、何ていうんすかね。例えばその５５０万の予算の中で、
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いろいろ効果が出てきたときに、やっぱその拡充する可能性っていうか、その辺は現時点でも

結構なんですけど、お考えどうですか。保健師としてというか、受けたほうがいいんじゃない

のかっていうそういう思いがあるもんなのか。いや別に５０歳青田議員全然そんな大丈夫だっ

て、なったら痛い思いすればいいんだとか、そういう風にね、そういう風になるのか、６５歳

待たずして成人って結構やっぱり言うと思うんですよね。私の場合も結構そういう先輩方いる

んで、痛いとかあそこ。なっちゃったりする人いたもんですから。だから、保健師として果た

して、予防接種拡充するほうが、もしかしたら町民のためになるのかなとか、どのような思い

でいらっしゃるのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 こちらの帯状疱疹のほうはですね、やはり高齢になるに従って罹患しやすい

というところがございます。年代で言いますと７０歳以上の罹患が増えるというところで、今

議員言っていただいたように６５歳にならなくてもかかってる方がいるのも存じております

が、若い方にはですね、免疫力を高める、そちらの取組をぜひしていただいて、食事、運動、

休養、はい。保健師の立場としては、そちらでぜひ免疫を高めていただく。活動のほうを推進

していきたいなという風に考えております。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ございませんか。 

（「はい」の声） 

３番、京屋委員。 

○委員（京屋愛子議員） 今の話なんですが、さっき鎌田課長が風疹予防対策は、国がもう事業

を行わないということで、ここに載ってませんから、去年できましたっけ。これ、去年やりま

したよね、風疹予防ずっとね。美瑛町では、風疹感染率とか、そういう率まではいきませんけ

ど、何人か、そちらのほうで把握してらっしゃいますか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 健康づくり係長。 

○健康づくり係長 今ご質問頂きました風疹の感染率というところは、申し訳ありませんが存じ

ておりません。 

○委員長（山本賢一議員） 終わりですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、特別会計の審査を行いますが、これ以降の特別会計の審査は歳入から審査しその後歳

出の審査を行いますので、ご了承願います。 
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それでは、議案第２７号、令和７年度美瑛町老人保健施設事業特別会計の予算についての審

査を行います。予算書の１９２頁。はじめに予算条文についての質疑を許します。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで予算条文についての質疑を終わります。 

次に、予算書の１９３頁及び１９４頁、第１表歳入歳出予算１歳入及び歳出について、２歳

出についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１９５頁から１９７頁まで。歳入歳出予算、予算事項別明細書の１総括、歳

入及び市債、歳出についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１９８頁及び１９９頁、歳入歳出予算予算事項別明細書の２歳入全款につい

ての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２００頁及び２０１頁、歳入歳出予算事項別明細書の３歳出全款についての

質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の２０２頁、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度、

当該年年度当該年度末における現在高の見込みに関する調書についての質疑を許します。質疑

ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めこれで、議案第２７号令和７年度美瑛町老人保健施設事業特別会計予算の審

査を終わり、保健福祉所管の一般会計の歳出及び特別会計の審査を終わります。 

暫時休憩いたします。 

保健福祉課の皆さんご苦労さまでした。 

１６時３０分まで３０分まで休憩します。 

休憩宣言（午後４時１９分） 

（保健福祉課説明員 退室） 

（農業委員会事務局・農林課説明員 入室） 
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再開宣言（午後４時３０分） 

○委員長（山本賢一議員） 農業委員会事務局及び農林課の皆さんよろしくお願いいたします。

休憩前に引き続き委員会を再開します。次に農業委員会事務局所管の予算内容について、農業

委員会事務局長より説明を求めます。 

（「はい」の声） 

農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長 それではよろしくお願いします。では私のほうから農業委員会所管に関

わる令和７年度の予算概要につきましてご説明いたします。予算書は１０３頁、１０４頁にな

ります。第６款農林水産業費第１項農業費、第１目農業委員会費です。農業委員会費の全体で

は前年度当初予算と比較いたしまして２４４万４，０００円増、対比で１７％増の１，６８０

万９，０００円の予算を計上しております。 

それでは主な予算内容についてご説明いたします。説明欄（１）農業委員会運営事業につき

ましては、農業委員会の委員報酬、委員、そして職員の旅費、業務委託費、また諸団体の負担

金の負担金が主なものとなってございます。令和７年度は農業委員３年の任期中において、委

員の知見見識の向上の図るため道外視察研修を予定しており、前年度予算当初より、１５２万

２，０００円増の対１４．５％増の１，２０４万１，０００円を計上いたしました。 

次に、説明欄（２）アグリパートナー協議会補助事業につきましては、農業後継者のパート

ナー確保対策を目的に、農業委員会とＪＡびえいと農協で構成している美瑛町アグリパートナ

ー協議会への補助金でございます。事業内容はＪＡびえいと共同により、本町の農業担い手、

農業青年の対策事業として、独身農業者の婚活事業を実施してございます。主な事業内容とい

たしましては、フィーリングチャンスイン美瑛、あと年齢が高めの方を対象とした大人の婚活

事業、そして結婚された方、結婚してその上配偶者を対象したパートナーのフォローアップを

考えておりまして、そのパートナーを対象としたアグリパートナー交流会を計画しております。

予算につきましては、近年物価高騰等により、前年度より、１０万円増額の９０万円を計上い

たしました。 

次に、説明欄（３）農業後継者結婚相談事業につきましては、アグリパートナー協議会補助

事業と同様、本町の担い手対策の一環といたしまして、婚活事業、親農業委員会に寄せられる

婚活相談を窓口で対応しております。結婚相談員に係る人件費等になります。結婚相談員の主

な業務といたしましては、アグリパートナー協議会が行う婚活イベントの企画及び運営、独自

農業後継者への巡回訪問や、相談を基本とし、本協議会が行う婚活イベントへの参加の勧誘、

交際に関する相談、さらに結婚後のパートナーの相談業務、など、独身農業者が結婚結びつく

アドバイスや結婚後のパートナーのフォローアップなど幅広く業務を担っているところでござ

います。相談事業の予算につきましては、前年度当初予算から会計年度任用職員の給与改定に
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より８２万２，０００円増、対比２７％増の３８６万８，０００円を計上いたしました。以上、

令和７年度農業委員会所管する書の予算の概要でございます。ご審議の程、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（山本賢一議員） それでは、予算書の１０３頁から１０３頁及び１０４頁、第６款農

林水産業費、第１項農業費、第１目農業委員会費についての質疑を許します。質疑ありません

か。 

（「はい」の声） 

１１番、谷本委員。 

○委員（谷本憲一議員） １１番、谷本です。よろしくお願いします。６款１項１目農業委員会

費の質問をさせていただきます。まず１０４頁の（２）のアグリパートナー協議会補助事業に

ついて、先ほど事務局のほうから説明があって、増額をしたということを聞いております。ま

た、農業委員会の予算もですね、２００万以上の増額をしたと聞いております。そんな中で、

アグリパートナー事業、イベント等コロナ禍が明けてからですね、徐々に増えてきてイベント

の本年度行ってると思いますけれども、イベントの数、また名称、そして、本年度のカップル

の成立等状況を教えていただきたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 庶務係長。 

○庶務係長 よろしくお願いいたします。アグリパートナー協議会のイベントといたしましては

先ほど局長のほうからもお話があったとおり、フィーリングチャンスそれから大人の婚活、ビ

ーコネクト、それからアグリパートナーのお嫁さんのフォローアップの事業という形になって

おります。今年度につきましては、フィーリングチャンスのほうで５組のカップルができてい

るところでございまして、今まだ最中というお話を聞いているところでございます。今年につ

いてはですね、結婚のほうもありまして農業者の方４件聞いているところで、うち２件がです

ね、前年度、前々年度等のイベントのほうでカップルになった方が２組ほど結婚しているとこ

ろでございます。以上でございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １１番、谷本委員。 

○委員（谷本憲一議員） 答弁頂きました。本当になかなかコロナが終わってからですね、イベ

ントを開くのもなかなか時間がかかってですね、今回、何ていうんすか。コロナ前から比べる

と、徐々に同じぐらいのイベントの数ができるようになってきたのかなとは思っておりますけ

れども、今イベントの数とか、また種類とか聞きますと、ビー・コネクトと異業種のイベント

等もまだ行っていると聞いております。またこの営業所のイベントというのは今ほんとに産業

どの産業も人手不足の中でですね農業もそうですけれども、やっぱり少ない中でやっぱりやる
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よりもですね、いろんな業種の方と交流を深めたほうが、大きな輪が広がっていくのではない

かと思うんですけども、そこら辺のほうの交流の場を広げるという考えはどうなんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 庶務係長。 

○庶務係長 今委員のご指摘頂きましたとおり、ビー・コネクトのほうは業種の業者に特化した

ものではなくですね、商業者の方とか、町内で働いてる方、それも地区は住所がある方を対象

にして、幅広く参加していただき頂けるような気軽に参加していただけるような事業を目指し

ているところでございますので、委員がおっしゃったとおりですね、いろんな交流を深めてい

ただいて、異業種間の仲間というか、そういうのをつくっていただいて、行く行くはいい方向

に発展していただければなという風に思って開催している事業でございますので、今後も開催

していきたいなという風には考えております。以上でございます。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） よろしくお願いいたします。同じく、６款１項１目農業委員会費、説

明欄（２）と（３）で関連してということになるかと思うんですけども、今、令和６年度の実

績のほうを伺いました。やっぱりこういろいろね、令和７年度、新たな年度を迎えるに当たっ

て、どれぐらいの目標といいますかね、成功とかカップルのあれを考えているのかとか、その

辺り、目標、どの程度守ってやるのか、臨むのか、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 庶務係長。 

○庶務係長 目標ということで、男女の中なのでなかなか難しいかなという風には考えておりま

すが、１イベントの中で、５割ぐらいのカップル成功率はありたいなという風な形では考えて

いるとこでございます。以上でございます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 青田でございます。６番、青田でございます。それで、プロモーショ

ン抜くっていうかね、やっぱりいろんなイベントやるのにか、いろんなとこに知っていただか

なかったら当然ね、集まらないと。それが北海道内のみならず、本州のほうからも来ていただ

くこともあるかもしれないけど、プロモーションの工夫というかねその辺りについては、相談

の方もいろいろな活動されてどのようなお考えというかね、委員会としてどのような考えを持

って臨まれるのか、プロモーション宣伝というか周知、告知、工夫、その辺りどのようにお考

えか伺いたいと思う。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 庶務係長。 

○庶務係長 プロモーションということで、現在はですねやはり参加者の中でやはり、道内、札

幌それから隣の旭川市の参加者がやはりすごく多いところでございまして、またですね青年の

ほうもなるべく道内の方のほうがつき合っていく上で、そちらのほうがいいというお話も聞い

ているので、そちらを重点的にやっぱ募集しているところでございます。具体的にはですね旭

川市のほうは、情報誌の広報のライナーほうですとか、道内のところで北海道の婚活コンシェ

ルというところでやっているものが無料でありますので、そちらのほう主に載せさせていただ

いているとこでございます。以上でございます。 

○委員長（山本賢一議員） ほかにありませんか。 

（「はい」の声） 

１番、武田委員。 

○委員（武田信玄議員） パートナーシップの件ね。お聞きしたいんですけど、はい。予算１１

万円、１万円かい。１万ぐらいでねえ、やはりもう少し増額をして、もっと日本に、とにかく

日本に国のばっかりなやつが、海外にも大きな目を向ける必要もあると思うんですよ。その辺

の考え方はどうですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 庶務係長。 

○庶務係長 今一応町の予算で、次年度は１０万円の増額ということで詰めさせていただいてお

りますが、あわせて一緒に協議会をやっているＪＡびえいのほうも同じく１０万円上乗せとい

う風な形で、了承を得ているところでございまして、本年度につきまして、ごめん。すいませ

ん。次年度につきましては、前年度対比協議会といたしまして２０万円増加するというような

形で、今年の予算新年度の予算を考えているところでございます。また海外のほうということ

でございますが、青年たちの要望上、やっぱり隣町か、道内がいいなという風にお話を聞いて

いるところでございますので、再度青年たちのほうに確認させていただいてから検討していき

たいという風に思います。以上でございます。 

（「はい」の声） 

○庶務係長（佐藤衡一君） １番、武田委員。 

○委員（武田信玄議員） もうね、私的なことを言うとね。やはり東南アジア。何ちゅうか、私

ごとで申し訳ないけど、私もね、嫁さんがね、フィリピンの嫁です。だから、大きな視野を持

ってね、よく２４時間っていうテレビあるでしょ、ね。あれを見て、感じることはどうですか。

局長あたりは当然感じないんですか。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） 事務局長。 

○農業委員会事務局長 昨年中、同じような質問頂いたところですけど、今係長言われたとおり、

青年層、独身者、あとは経営者である独身農業者。それぞれ、それぞれ希望といいますか、そ

れに沿った形でそれぞれイベントを実施しております。そうした中で、先ほど募集の話、新聞

等後はライナーですか。それとホームページ、ホームページの部分では全国のみならず、基本

的には世界発信されているところでございますけども、今係長言われたとおり、なかなかグロ

ーバルな青年がいるかといえばまだまだないので、やっぱり会話の問題とか言語の問題とかも

あると思います。それで、きっかけ、きっかけとしてはいいのかもしれませんけども、そこら

辺はうちの農業委員会としては駄目なものは一切ないので、そういう部分があれば、我々は応

援していきたいと思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １番、武田委員。 

○委員（武田信玄議員） 話はしつこいわけですけど、私は私も過去において結婚相談所もやっ

て、長沼の青年です。あって、子どもはできなかったんですけど、だんだんだんだんね、農業

後継者として長沼のとこでやって、経営して、立派に、そして奥さんはこの子どもはいないん

ですけど、その沼田の公民館を借りて英語教員やってます。それはフィリピンの方で作ってね。

そういうこともあるんですけど、その辺は視野を広めて、局長は自分でね、局長や次長言って

るんで、それだけの能力あるかもしれないけど、やっぱりそのきっかけというのをつくってあ

げなきゃならないんですよ。その辺は、十分に考えて、その辺どうですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 事務局長。 

○農業委員会事務局長 イベントのみならず、出会いのチャンスもいろいろあると思います。昔

で言えば高校みたいなたりとか、今はうちのほうでイベントを、のほかに婚活アプリっていう

のもございます。ちょっと来年度以降とどういう形がいいのかもあれですけどもそういうアプ

リで結婚された方も、町内にはいるという風に伺ってますし、そういう部分で、それが海外い

いかどうかちょっと分かりませんけども、きっかけとしてはあらゆるものを排除しないで、そ

ういうチャンスを見つけていくというのが重要なことだと思います。それは国内であり、海外

と言いますけども、あとは語学教室といいますか、その部分ちょっとうちのほうではあれです

けども、今町民センターでやっているのかちょっとわかんないけど、昔は英会話教室とか、中

国教室とか、アジアであれば、最近は韓国と台湾等が多いようですけども、町なかには若い人

もたくさんおりますので、そこで出会いがあるかどうかはちょっと分かりませんけども、その

出会いのきっかけチャンスっていうのはたくさんあると思いますので、そういう部分を、青年

たちがどう感じていくのか、そういう部分も応援していければなと思ってます。ただ、農業委
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員会の事業と今回の予算の事業としては、その語学教室は、結婚すればですね、そういうこと

の部分もあるかもしれませんけども、パートナー交流会中の事業で持ってますけどそういう部

分でやっていくのがいいのか。ちょっとそこら辺はまた、そのときの判断で、考えでやらせて

いただけたらなと思っております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで農業委員会事務局所管の歳出に関する審査を終わります。 

暫時休憩します。 

農業委員会事務局の皆さん、ご苦労さまでした。 

休憩宣言（午後４時４６分） 

（農業委員会事務局説明員 退室） 

再開宣言（午後４時４７分） 

休憩前に引き続き委員会を再開します。ここであらかじめご了承願いたいんですけれども、

本日の会議時間はですね農林課の審議が終了するまで会議を延長したいと思いますので、ご了

解頂きたいと思います。 

それでは次にですね、農林課所管の予算内容について、農林課長の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

農林課長。 

○農林課長 それではですね、予算審査に当たりまして、農林課所管の令和７年度予算の歳出に

つきまして、概要説明をさせていただきますが、説明の前にですね、本日ですねちょっと委員

会の資料２の修正が私の農林課所管の分がございましたので、大変申し訳ございませんでした。

先ほどですね修正をさせていただきましたので、よろしくお願いをいたします。 

それではですね、説明のほうに入らせていただきます。農林課所管一般会計予算につきまし

ては、美瑛町各会計予算書４７頁から４８頁の第２款総務費、第１項総務管理費、第８目地域

おこし協力隊事業費のうち、４８頁、説明欄２、地域資源を生かした産業のまちの（１）各会

計予算書１０３頁から１１６頁までの第６款農林水産業費、第１項農業費、第２目農業振興費

から第３項林業費、第２目町有林管理費、町有林管理費までのうち、１０９頁、第２項、第８

項、第２項耕地費、第２目農道整備費と１１１頁、第３目基幹水利施設管理費を除く全款及び

各会計予算書１７７頁から１７８頁の第１３款災害復旧費、第２項農林業施設災害復旧費、第

１目農業施設災害復旧費となります。令和７年度農林課所管の一般会計、歳出予算総額は７億

８，１８２万８，０００円で前年対比４，１１０万１，０００円５．５％の増額となっており

ます。増減額の主な事業につきましては、地域おこし協力隊、協力事、協力隊事業費の２事業

が期間満了によって終了したために事業の分は皆減をしております。中山間地域等直接支払制
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度交付金事業は、対象面積の見直しにより減額となりました。グリーンアスパラガス振興対策

事業の、これは新設によって増額をしております。鳥獣等被害防止対策事業の鹿、鹿対策分が

増額をしておりまして、あと、草地畜産基盤整備事業は町営白金牧場を事業実施の事業のです

ね改修事業、地域業者の改修事業実施により増額があります。道営事業負担金は、事業量が増

えておりますので、これに伴って増額をしており、森林資源モニタリング事業申請は、新規事

業の実施によりまして増額となっております。主だったものについては以上ですが、以上です

が、それではですね、４７頁の第２款総務費、第１項総務管理費、第８目地域おこし協力隊事

業費から説明をいたします。 

農林農林課所管につきましては、４８頁、説明欄２、地域資源を生かした産業のまち（１）

のみとなります。これは（１）につきましては継続事業であり、前年比農林課所管といたしま

しては、前年比について３名分減で１，３９１万９，０００円減の５２０万円を今回計上いた

しております。説明欄（１）の農業後継者支援育成事業につきましては、農業の事業継承を進

めるための人材を地域おこし協力隊制度を活用して確保するということのための事業であり、

令和７年度で２年目を迎えることとなります。 

次に、第６款農林水産業費、第１項農業費の説明をいたします。各会計予算書の１０３頁か

らになります。最初に第２目、農業振興費ですが、説明欄（１）中山間地域等直接支払制度交

付金事業から、１０８頁、説明欄２１、説明欄２１、鳥獣鳥獣等被害防止対策事業までの２１

事業に、対前年比１，０４８万８，０００円増の３億４，４３４万円を計上しております。主

に増減額の大きい事業について説明をいたします。説明欄（１）中山間地域等直接支払制度交

付金事業は、８１６万６，０００円減の２億３，６５０万２，０００円を計上しております。

畑地化事業等で対象面積が変更になって減になっておりますので、その分の減額となっており

ます。 

説明欄１０の美瑛小麦推進事業は、前年比１１９万３，０００円増の２、２６０万９，０００

円を計上いたしましております。小麦推進協議会による経費のほか、美瑛小麦応援店舗等の活

動継続のために、会計年度職員を雇用する費用を計上したため増額となってございます。 

説明欄１２、グリーンアスパラガス振興対策事業は、前年度まで実施しておりましたラスノ

ーブル苗復活事業を解消し、ラスノーブル苗の助成費をグリーンアスパラガス振興のためのＰＲ

活動に係る費用等を計上し、４６１万５，０００円を計上しております。 

説明欄２１、鳥獣等被害防止対策事業は、前年比９２５万１，０００円増の２，００９万 

１，０００円を計上いたしております。鹿駆除の増に伴う増額と事業整理によりまして、一般

会計のほうに事業を集約しておりますので、その分の増額を計上しております。なお、前年度

計上しておりましたラスノーブル苗復活事業については、グリーンアスパラガス振興事業対策

に移行したことにより皆減、女性農業者応援事業については中山間事業に財源を変更したこと
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によって皆減となってございます。 

次に、第３目畜産業費ですが、各会計予算書、１０８頁、説明欄（１）畜産関係資金利子補

給補助事業から、説明欄（５）草地畜産基盤整備事業までの５事業で、対前年比１，９３７万

５，０００円増の５，７４６万２，０００円を計上しております。主に増減の額の多い事業を

申し上げます。 

説明欄（２）家畜自衛防疫防疫補助事業については、前年比２３４万円減の１６７万円を計

上しました。道内のですね団体補助が使うことになりましたので、家畜自衛防疫組合の運営財

源が確保できたことから、各、確保できたこと及びですね豚の予防接種内容の見直しによりま

して減額となっております。 

説明欄（４）白金牧場管理運営事業については、前年比２３３万１，０００円増の１，０６３

万１，０００円を計上いたしました。業者のですね改修にかかる費用が発生したことによる増

額となっております。 

説明欄（５）草地畜産基盤整備事業については、１，９３９万１，０００円増の４，４９５

万２，０００円を計上いたしました。良質な飼料生産の基盤を整備し畜産経営の安定を図るこ

とを目的、目的としてこの事業を実施されておりますけれども、町営白金牧場の装置改良があ

るということで対象となっていた対象となっていることから、町の負担分が増えた、増えるこ

とになりますので増額となってございます。 

次に、第２項耕地費、第１目耕地整備費となります。会計、各会計予算書１１０頁、説明欄

（１）道営事業負担金から（７）多面的機能支払推進交付金事業までの７事業で、対前年比、

１，１５０万９，０００円増の２億６，６３６万２，０００円を計上しております。増への大

きな事業について説明をさせていただきます。 

説明欄（１）道営事業負担金については、前年比１，１７９万５，０００円の５，０００円

増の４，８１１万７，０００円を計上しております。現在事業実施及び事業決定となっており

ます、３地区の基盤整備事業の事業が進捗しておりますので、進捗に伴いまして、事業負担金

が増額となったものでございます。 

説明欄（５）農業農村整備関係負担金については前年比４，０４０万２，０００円の増の 

１０８万９，０００円の計上いたしました。基盤整備事業の事業量の増に伴って各負担金の増

額による、増額となってございます。 

続きまして、第３項林業費を説明いたします。各会計予算書の１１３頁からになります。ま

ず、第１目林業費については、１１４頁、説明欄（１）林野火災予防、林野火災予消防対策事

業から説明欄（１１）森林資源モニタリング事業までの１１事業で、対前年比５７５万５，０００

円増の６，４０１万６，０００円を計上いたしました。増減額の多い事業を説明させて、説明

させていただきます。 
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説明欄中、林業担い手確保育成支援事業については、前年比１，２００万円減の１，４００

万を計上しております。これにつきましては前年に、前年より事業要望が減ったことに伴いま

して補助金の全体を減額をしてございます。 

説明欄（１１）森林も、森林資源モニタリング事業は、航空写真と地理情報システムを組合

せ森林面積を行うための新規事業であり、必要な経費として今回１，９４０万４，０００円を

新規で計上してございます。 

次に、第２目町有林管理費につきましては、各会計予算書１１６頁、説明欄（１）森林保険

料から説明欄（３）森林環境保全整備事業の３事業で、対前年比７８９万３，０００円増の 

４，４４４万６，０００円を計上いたしました。 

説明欄（１）森林保険料については、前年比１００万円減の５９万９，０００円を計上して

おります。保険対象、職員の精査によって減額としてございます。 

説明欄（２）町有林管理事業については、前年比３７９万５，０００円増の１，１４５万 

３，０００円を計上いたしました。林政アドバイザーに係る報酬等人件費の見直しにより増額。

見直しによりまして増額の計上となってございます。 

説明欄（３）森林環境保全整備事業については、前年比５０９万８，０００円増の３，２３９

万４，０００円を計上いたしました。森林整備事業全体のですね、事業量が増えたことにより

ます増額となってございます。以上で、第６款農林水産業費の農林課所管分の説明となりまし

た。 

続きまして、各会計予算書の１７７頁になります。第１３款災害復旧費、第２項農林業施設

災害復旧費、第２目農林業施設災害復旧費です。本年度予算２，０００円で農林業施設災害復

旧に関する要する経費で、科目設定による２，０００円となっております。農林課所管分の各

会計予算書による説明は以上となりますが、引き続きですね、資料により中山間地域等直接支

払制度交付金について説明をさせていただきます。令和７年度美瑛町議会予算審査特別委員会

資料番号１４、中山間地域等直接支払い制度交付金の１６頁から１７頁になります。中山間地

域等直接支払制度交付金は、日本型直接支払いとして制度化されまして、本町では平成１２年

度から取り組み令和７年度から新たに第６期目が始まります。交付金の５０％は事業対象農業

者へ直接奨励残りの５０％を農業振興事業として活用してございます。事業については１１の

事業ということで１７頁側になりますけれども、今年度につきましては１１事業ということで、

対前年比比につきましては、交付金分でですね１０１件２８６万２，０００円減のですね総額

１億３，１７２万６，０００円を予定してございます。 

次に、事業ごとですけれども、事業費が昨年から大きく変わったものを中心にご説明をさせ

ていただきます。なおですね、最終的には本予算成立後、中山間事業連絡協議会で事業計画承

認として、この事業費が決定することになります。 
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まず、１番のですね、農業生産振興奨励事業の（２）高付加価値型農業推進事業の農業技術

実証展示、支援事業については前年比３８７万７，０００円減のですね、１，３１８万１，０００

円を予定してございます。これについてはですね実証展示の事業内容の精査によって減額をし

ております。 

同じく（３）農業関係団体活動育成支援事業の有害鳥獣被害防止対策支援事業については、

前年比２８０万円減の１２０万円を予定し、１２０万円を予定しておりますけれども、これに

ついてはですね一応先ほど一般会計のほうにもありましたけれども、一部事業を一般会計のほ

うに手を集約して移行したことによってこちらの分がですね、減額となっているということに

なってございます。 

同じく４、地域対策事業については前年比４０２万３，０００円減の４，７９８万５，０００

円を予定しておりまして、３、③番の全ほ場土壌診断推進事業のついてはですね事業量全体調

整がありまして、減額となってございます。 

２、担い手後継者育成事業対策事業については、前年比１２２万円の減を予定しております

が、①の新規就農者等就農支援事業において、令和７年度のですね新規就農予定がですね６年

度より減ったことでですね、この分が減額となってございます。 

７番、スマート農業推進事業につきましては、前年比１８７万４，０００円の増を予定して

おります。スマート農業の推進がですねこの中山間事業の加算措置、加算措置となることから

ですね、事業費を、事業費をですね、ある程度増額をした中でですね、今年度の対応を進めた

いということでこの予定金額を予定しているという形になっております。 

９番、労働力確保事業については、前年比３８０万円の減を予定しておりますけれども、こ

れにつきましては、③農福連携事業について事業に参加するですね対象者が減、少なくなって

いるということで事業全体をですね縮小せざるを得ないということで、今回減額となっている

という形になってございます。 

このほかにですね、最終の１１新規事業ということで４事業が追加となり、１７７万５，０００

円を予定しています。それ以上でですね、中山間地域等直接支払い交付制度交付金の概要説明

を終わらせていただき、以上、農林課所管の予算概要説明を終わらせていただきます。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本賢一議員） それでは、予算書の４７頁から５４頁まで。第２款総務費、第１項

総務管理費、第８目地域おこし協力隊事業費中、説明欄２、地域資源を生かした産業のまち、

（１）農業後継者支援育成事業についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１０３頁から１０８頁まで。第６款農業農林水産業費、第１項農業費、第２
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目農業振興費についての質疑を許します。 

（「はい」の声） 

１１番、谷本委員。 

○委員（谷本憲一議員） 谷本です。よろしくお願いします。６款１項２目、農業振興費、頁数

でいったら１０４頁の、違いました。１０６頁の（１７）未来につなぐ農業支援事業ですけれ

ども、昨日の一般質問でも少し山本議員からあったんですけれども、この金額これ減額今年さ

れてるんですけれども、これ本当に町の単費でして、国の事業と違いまして、採択とかいろん

なそういう面で、結構町の審査とかがあるんですけれども、国の事業よりは、採択しやすい事

業なんですよね。そんな中で、今回減額されたということで、本当にスマート農業機械を今、

昨日の町長の答弁がありましたけれども、スマート農業機械の採択が多いという話を受けてお

ります。そんな中で今回減額された中で、農林課として今後どういう考えをしているのか伺い

ます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 よろしくお願いします。昨日の一般質問のときにもですねお話あったとおりで

すね、前年と比べてですね２００万円の予算の減ということになっております。個人的にはで

すね、スマート農業導入する際にですね、国、補助事業を使うとなったときにですね、ポイン

ト制というところがあってですね、なかなかそれが足かせとなって、機械の導入が難しいとい

う生産者の声も聞いております。おります。それでですね、引き続きですね、予算は減額して

しまったんですけども、農業者のですね声を聞きながらですね、必要な支援をですね、行って

いけるようにですね、この未来につなぐ農業支援づくりについては継続して支援のほう行って

いきたいという風に思っております。また、２００万円減額した部分についてはですね、実際

に今年度もですね、自動操舵システムに限ってはですね国補助事業を使って申請頂けたという

ケースもありますので、そういった事業活用のですね情報提供をですね、しっかりとですね農

業者の方ですとか、農協のほうにですね、共有することによって、そういった事業の活用のほ

うを促していきたいなという風に考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １１番、谷本委員。 

○委員（谷本憲一議員） 答弁を頂きました。昨日、本当に山本議員からの質問もありましたけ

れども、今本当に農業転換期を迎えていると思います。時代、馬からトラクターで今度だんだ

んこう面積が増えてきてですね、また人手不足ということで、今回転換、変革。これは本当に

これからそういうスマート農業とか機械、そういう操作とかいろんなことが、これからが主役

となって人間にかわる主役となってそういうことになっていくと農業も思っていますけれども、
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本当に今回減額になって本当に私も、農家してる一人としては、ほしいんですけれども、今、

町の事、町じゃなくて国の事業もですね、本当に先ほども言いましたように、いろんな項目が

あってですね、なかなか採択には難しいということはありますけれども、やはり、今回何てい

うんすか、今までそういう事業にはなかなか採択できないような農家さんもいると思うんです

よね。そんな中で、やっぱり一応、何ていうか、みんなが該当するようなね事業を探していた

だくというかそういう事業をつくっていただいて、１回そういうことをやったほうが今後の美

瑛の農業の発展にはつながると思うんですけど、そこら辺のことを伺います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○農林課長 今回ですね、この担い手につなぐ部分には、農業支援事業については減額というこ

とで進めさせていただいておりますけれども、昨日一般質問の中でも、答弁があったかという

と思いますけれども、昨年ですね、昨年農業２５年ぶりにですね農業基本法食料、食料農業農

村基本法が改正になりまして、昨年１０月にはですね、スマート農業に関する推進法も作成さ

れております。今３月、３月にですね、国のほうもですね、新たな基本法に関する推進計画を

示すということで、なかなか出てこないんですけれども、そういう予定という風に聞いており

ます。そういう状況下でですね国の施策のほうも注視していかなければいけないんですけれど

も、当然ですねスマート農業に関するものもですね、ある程度変わっていくんだろうという風

に僕らも要請考えておりますし、その中でですねできる限りですね国の国のというか、そうい

う施策をですね活用してですね、スマート農業について、どんどん進めていきたいということ

はですね、僕らのほう町のほうとしても考えてございますので、その辺をですね新たな施策を

うまく活用しながらですね、まずやってみたい。やって進んでみたいという風に考えてござい

ます。それでもですね、やはりなかなかですね、補助事業の要件の中で対応できないものにつ

いてはですねここに、今回５００万ほど残しましたけれども、町単費で対応できるものについ

ては、町単費で対応していく。財源のとれるですね、施策事業としてできるものについては、

積極的な活用をですね国に対して働きかけていきたい。そういう風な形で今後進めて進めさせ

ていただければなという風に考えてございます。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） ５番、保田です。６款、ごめんなさい。６款１項２目、農業振興費の

１０６頁、１２番グリーンアスパラガス振興対策事業等と１８番の農福連携事業と、１０８頁

の農業担い手研修センター管理運営事業についてお伺いします。グリーンアスパラガス事業に

ついては、ラスノーブルの苗復活事業からの移行ということで新規事業だと思いますけれども、
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支援の内容ですね支援の内容をお伺いをいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 よろしくお願いします。こちらにつきましては、１万本の苗の購入経費、それ

に係る育苗経費、総事業費に対して、こちらの負担金をお支払いする予定でございます。以上

です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 支援、支援する相手というのは、農業者に対する支援ということでよ

ろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 全体の事業費に対して、農家さんの負担がですね、中山間のほうでも補助して

るんですけども、グリーンアスパラの１株１つ当たりの単価が大体１８円から２０円の負担に

なっているんですけども、一つ当たりの苗の単価の負担がですね、その金額になるようにです

ね、残りの費用について農協と町とでその部分を補助すると。負担するというような形になり

ます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 農協と町とで、農家さんに直接補助をするという形だと思います。そ

れでよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○農林課長 すいません。説明がですね、ちょっと伝わってないかと思うんです。うまく伝わら

なかって、申し訳ございません。形としましては、苗のですね育成をする、まぁ組織培養する

会社からの農協が一旦購入して、農協さんのほうが、美瑛町苗としてつくる経費をかけて、最

終的に農業に販売すると。それで農協さんが負担する、農協さんの負担に対して、町が、町も

負担して、最終的な販売額内の販売額を、先ほど結城が説明しました単価に整理するという形

です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 農協に負担、補助金を支出するということですね。分かりました。そ

の事業で、プロモーション事業もやるというところですけども、多分直営。直営というか、町
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がやることではないと思うんですけども、この事業主体ってのはどっからどちらでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 美瑛産アスパラ推進協議会、これまではですねラスノーブル苗復活事業推進協

議会というような形で、協議会のほうを進めていたんですけども、先日ですね、規約を改めま

して美瑛産アスパラ推進協議会という風に名前を変えまして、こちらの協議会のほうで、美瑛

産アスパラ、まあラスノーブルですとか、そういったもののですねＰＲというところでは、グ

ッズの販売であったりですとかＳＮＳでのＰＲですとか、そういった部分をプロジェクトチー

ムを設けて行っていく予定でございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 続きまして、農福連携事業についてお伺いいたします。１８４万から

５０万円の減額になっておりますが、この内容はどういったことでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 農福連携事業につきましては、先ほど冒頭課長のほうからも話ありましたとお

り、農福連携事業に参加できる、利用者の方、障がい者の方がいらっしゃらないというような

形でですね、これまで取り組んでいたトマトの美進でのトマトのハウス管理ですとか、ジョブ

コーチ。ジョブコーチのサポートとか、そういったトマトハウスの管理運営ですとか、実習の

部分をですね、一度令和７年度については一度休止というような形になりましたので、トマト

ハウスの運営管理費ですとかジョブコーチの委託費の部分が皆減したために、このような形に

なっております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） その部分はトマトハウスの部分で改善したけれども、５０万円は支出

すると。その内容についてお伺いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 こちらにつきましては、一応令和７年度の推進協議会としての、農福のそうい

ったトマトハウスの実習とかは一度休止にあるんですけども、引き続きですね、事業所と生産

者さんとの直接、農福連携事業を進めるというようなことがあった際にですね、引き続き工賃

の一部負担ですとか、そういった部分でのですね支援のほうを検討しております。以上です。 

（「はい」の声） 
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○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 続きまして、１０８頁のですね、農業担い手研修センター運営事業に

ついてお伺いします。令和６年度で一般会計の移行は令和６年度にやったと。令和６年度の予

算は、指定管理事業で１３８万７，０００円でした。令和７年度当初です。いや、６年度当初

ですね。令和７年度４９６万４，０００円に、３００万、３５０万、６０万ぐらい増額になっ

て、この理由はどういったことでしょうか。 

○委員長（山本賢一議員） 休憩します。 

休憩宣言（午後５時１６分） 

再開宣言（午後５時１６分） 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 こちらについては、ちょっと改めてですね、改めてですね、指定管理に必要な

事業の見直しを図ったところですね、指定管理の中で美進の利用するですね利用者の方が減っ

てきているというところで、使用料の減少ですとか、昨今のですね光熱水費の高騰がございま

して、改めて事業費を見ましたところですね、指定管理について必要な経費が４９６万４，０００

円となったところでございます。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） いいですか。ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） お願いします。同じく、６款１項２目説明欄（１０）番の美瑛小麦推

進事業と、２０番の農業担い手研修センター管理運営事業について伺います。まず一つ目、美

瑛小麦推進事業。令和２年からの事業ということで理解してまして、令和４年度、２年度には

四つの目標、目的があったと。そして令和４年度には六つの目的があって今現在に至ってると

思っているんですけれども、例えば令和４年度の事業の中で、地理的表示保護取得に向けた準

備だとか、小麦フォーラムの開催だとか、林産建材に対する購入助成、フォトコンテスト、あ

と認証制度の運用だとか、様々な事業が行われてました。令和７年度においてはどのような事

業を予定しているのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 令和７年度の取組についてはですね、予算資料の中にも記載してあるんですけ

ども、これまで行ってきたですね、小麦フォーラムですとか、スタンプラリーの事業について

は継続して実施する予定でございます。先ほど議員お話頂いた地域団体商標の件なんですけど

も、こちらについてはですね、代理で税理士さんのほうに申請のほうを頼んでおりまして、今
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現在、調整を頂いているところでございます。美瑛小麦としての取引実績だとか、美瑛小麦が

有名であるという周知性の部分で、実績を出さないとですねなかなかその登録に至らないとい

うところですね、そういったご指導を頂きながらですね、必要書類を今そろえてですね、認証

に向けて取り組んでいるところでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田議員。 

○委員（青田知史議員） いろいろなユーザーの方というか、おいしいパン屋さんだとか、飲食

店でどんどん広げるってそういうスタンプラリーもあって、私も参加させてもらったんですけ

ど、近年旭川においても、いろんなところでね美瑛産小麦を使って、それでおいしいパン作っ

てるとこあるんです。皆さん食べたことあるかどうか分からないけど、旭川のほうのね、おい

しいパン屋さん、カフェを使って一生懸命やってるんだけど、そういうところもやっぱり広が

りを持たせるっていうかねそういうこと大事かなと思うんですけれども、現状の取組としてで

すね、そういう加盟いろんなところでやってると思うんだけれども、加盟の件数というかそう

いうのは、どういうような広がりを持っているのか。現状維持になってるかその辺りどのよう

な状況なのか伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 ７年１月３０日時点の、すいません。認証の店舗の数になるんですけども、町

内で３７店舗、町外で４８店舗、登録頂いておりまして一応計８５店舗登録頂いているところ

でございます。今現在、協力隊の方がですね精力的に活動頂いておりまして、令和６年度の時

点で一応１００店舗を今目指して活動をしているところでございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） それで協力隊の話出たんですが、協力隊の方は令和６年度で卒業され

るというか、何かそういう風に伺ってますけど、この令和７年度の取組どのような、誰がどの

ような感じでやっていくのか、その辺りについてお願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 協力隊の方なんですけども、今年度で任期を終えてですね、今回予算に計上さ

せていただいておりまして、会計年度任用職員として引き続き、美瑛小麦の業務に携わってい

ただくというところになっております。これについてはですね美瑛小麦推進協議会の構成員の

方からもですね、ぜひ継続して活動してほしいという旨がございましたので、来年度以降も携

わっていただく予定でございます。以上です。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 農業担い手研修センター管理運営事業についてございます。こちら美

進だと思うんですけど、美進何個あって何人入ってるのかですね。その辺まず伺いたいと思い

ます。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 農業振興係長。 

○農業振興係長 短期と長期の研修を合わせて、１１部屋あるという風に今認識してるんですけ

ども、そのうちですね、今現在でご利用頂いてるのが３名という風になっております。以上で

す。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ６番、青田委員。 

○委員（青田知史議員） 当初の目的でね、こちらを使ってっていういろいろあったかと思うん

ですけれども、なかなか今難しい状況なのかな、そういう風に思っております。それで、今後

ですねこの活用についてちょっとこう、門戸を広げるというかね、利用についてちょっと広げ

て考える時期なのかなと思ってますけど、その辺り課長今ちょっと動き出したんで、課長のほ

うお願いしたいと思います。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長。 

○農林課長 先ほどですね、結城係長のほうから申しましたように、利用がですねなかなか進ん

でない。新規就農者のですね研修がなかなか厳しい部分もあってですね、なかなか新たな研修

生が増えていかないという部分もございまして、そういうこともございますので、短期研修用

の部屋、家具については研修の部屋が２部屋ということでございますけれども、これ以外にも

ですね何か農業に関する部分でですね使えるものがあればですね、規約の中で問題がない限り

ですね広く使っていくのが、やはりですね、既存の施設として有効な活用をしていくというの

が１番ですので、まず施設のですね、目的とした農業担い手を含めた農業にですね、有効な活

用ができるということであればですね、その辺は考えていきたいという風に考えております。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

４番、興梠委員。 

○委員（興梠勝也議員） ６款１項２目、２１鳥獣等被害防止対策事業、これ確認でお願いした

んですけども、今回資料見ると、大体ヒグマが２０頭、エゾシカが１，２５０頭で計算されて

ますけども、これはどんな、今年度の今年の実績か何かで出されてるんでしょうか。 
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（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○農林課長補佐 予算で計上させていただきましたヒグマと鹿の捕獲頭数につきましてですが、

今年度ですねヒグマにつきましては、令和６年度につきましては、現在８頭というところで、

ちょっと少し数字としては少ないんですけども、令和５年度の実績としては、１９頭捕獲実績

がありましたので、ここをちょっと数年を見まして最大値の２０頭というところで計算させて

いただいております。また、エゾシカにつきましては、昨年度１，０９４頭、今年度２月末の

時点で１，０３６頭というところで、最大値というところで１，２５０頭というところの数字

で計上させていただいております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ４番、興梠議員。 

○委員（興梠勝也議員） ヒグマ１９頭もいたんだっていうのはちょっと驚いたんですけれども、

これ、エゾシカ残滓処理量というのが出てるんですけど、ヒグマ売った後どんな風にされてる

のか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○農林課長補佐 ヒグマにつきましては町内の解体加工施設のほうに持ち込んで頂いて、そちら

のほうで処理しているという形になっております。以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかにありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１０７頁及び１０８頁、第３目畜産業費についての質疑を許します。質疑あ

りませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１０９頁及び１１０頁、第２項耕地費、第１目耕地整備費についての質疑を

許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１１３頁から１１６頁まで。第３項林業費、第１目林業費及び第２目町有林

管理費についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「はい」の声） 

１３番、高田委員。 



 

－ 136 － 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。１１４頁、６款３項１目林業費、（１１）森林資

源モニタリング事業について。これ新規事業となっておりまして、この事業の内容といいます

か、この作業内容と調査するんだと思うんですけど、その調査を行った結果どのようなことで

活用されるのかをご説明お願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○農林課長補佐 お答えさせていただきました森林資源モニタリング事業につきましては、主に

は航空写真の撮影費用という形になります。町有林を飛行機で撮影していただきまして、その

写真を基に、地理的な地理情報システムのほうに写真を取り込みまして、データを収集分析を

していきまして、森林の今の状態を分析していくという事業となっております。航空写真を撮

ることによりまして、地理情報システムに写真を取り込んで、分析していくことで、森林の分

布や面積の分析、また、森林の種別や樹木の健康状態の評価なども行っていくことができます。

また、土地利用の変化の追跡、森林内のアクセス道路や施設の近くにそういったこともできる

ようになってきまして、適正な森林管理、整備につなげていきたいという状況になっておりま

す。また、今回撮影させていただいた写真につきましては、ほかの農地の情報システム等との

共有も可能になってきますので、幅広い中で庁舎内でも活用していければなという風に考えて

おります。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。今お話ししたのって、町有林っていうことですよ

ね、町有林の面積だけでということでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○農林課長補佐 町有林だけを明確に区別して取ることが難しいので、すいません。美瑛町内の

森林全体の写真という形になります。はい、以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） １３番、高田です。結局、航空写真と地籍情報システムを組入れてっ

ていうことだと思うんですけど、これって、町はもうＧＩＳとかも入れてましたよね。なので、

そのＧＩＳの情報と航空写真と地理情報のシステムが、今までどういう状況だっていうか。結

局、航空写真撮ることによって今の現状を知るっていうことだと思うんですけど。これで、現

状を知るのか。それとも、今それこそ農業も、結局、機械化っていうか、もうシステム化がさ

れていて、まだ林業はまだまだなところがあると思うんですけど、航空写真によって、その写
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真から森林の状態も分かるようなものなのかどうか。ちょっとそこを教えてください。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○農林課長補佐 委員ご指摘のとおり、現在も地理情報システムを活用させていただいて、航空

写真も取り込んだ中での作業をする、行っております。ただ現在持っている写真がですね平成

１８年に撮影されていて古いものということで、森林の状態が非常に大きく変わってきている

ということもありまして、今現状姿勢を見ながらですね、森林がどうなってるかというのが、

適正な判断ができないというところがあります。林業につきましても、先ほどおっしゃったよ

うに、ＤＸとデータ、デジタル化が今後も進んでいくというところで、今回撮影した写真を用

いながら、森林の状態を写真を使って分析し、実際現地に入って調査をすることがなく、その

森林の状況を判断できるように今後なっていくという風に考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） すいません。１３番、高田です。もう１回確認させてください。って

いうことは、在籍とかも分かるような方法までいくんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○農林課長補佐 今明確にちょっと在籍まで分析できるところまでいくかというところは、ちょ

っと業者と確認させていただきたいと思います。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） １３番、高田委員。 

○委員（高田紀子議員） すいません。先ほど言うの忘れたんですけど、次の質問をさせてほし

いと思います。６款３項２目の町有林管理費、１１６頁なんですけれども、森林整備の、町有

林管理費のほうで、森林整備の予定のほうは分かってるんですけれども、収入の中で流木の収

入が入っていたので、皆伐事業も今年予定されている様子なので、その予定の面積ともし在籍

量できっと収入も見込んでいると思い思うので、その辺どれぐらいのものなのかを教えてくだ

さい。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○農林課長補佐 令和７年度の流木売払事業の部分につきましては、今年度、面積としましては

約１０ヘクタールを予定しております。在籍量としましては、５２０部の在籍量を予定してお

ります。はい、以上です。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 
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（「はい」の声） 

５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 保田です。６款３項１目林業費のですね、１１４頁（６）森林認証協

議会事業と、１１６頁の（１）森林保険料についてお伺いします。森林認証、森林認証協議会

事業につきましては、６、７年前からやっているとは思いますけれども、現状それから、今後

の取り組みについてお伺いをいたします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○農林課長補佐 森林認証協議会の負担金ですけども、美瑛町としましては森林認証取得を令和

元年９月にとっております。今年度、令和６年度に、５年たったら再審査を受けないといけな

い状況でしたので、今年度再審査を受けさせていただきまして、継続して森林認証を取得して

いるという状況になっております。美瑛町内の人工林、民有林も含めまして、今、この森林認

証を取っている状況になっております。町内の民有林も含めてますので、町有林だけではない

ので、林業業者の方が今日伐採した際には、森林認証を取得している材木だという認証をつけ

て販売するという形で、皆さんに進めさせていただいております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 販売で単価が上がる上がるとかいろいろちょっと効果があると思うん

ですけど、その効果を実感してる部分というか、具体的にもし感じているところがありました

ら、お願いします。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○農林課長補佐 すいません。具体的にこの森林認証を取ったから、どのように木材の価格に影

響しているか、というところを確認している状況ではないんですけども、やはり今後、事業系

の中での全体的な取り組みの中で、こういった印象をしっかり取得して、林業になっていくと

いうのが今後大事な状況になっていくのではないかという風に考えておりまして、町内のこの

近郊の中でもうちの町内の林業業者、そのものも取得をしていただきながら、林業事業になっ

ていただいておりますんでね、今後もこの森林認証の事業を推進していただければなという風

に考えております。以上です。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） そうですね。森林認証を取ることによってグレードの高い木材だとい

うところで、ＰＲができやすいのかなと思ったりもしますので、よろしくお願いします。続き
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まして、ちょっと森林保険についてお伺いいたします。先ほどの対象保険、対象面積が縮小し

たみたいなことで、課長のほうからご説明があったんですけども、今、森林火災あちこちで本

州方面でですね、盛んに火災発生してますけど、この保険のですね対象となる被害っていうん

ですかね。これは、どういった被害が想定されているんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○農林課長補佐 今回森林保険の対象となる災害につきましては、火災、風害、水害、雪害と、

気象、自然災害が大体対象になるという風な保険になっております。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） ５番、保田委員。 

○委員（保田 仁議員） 火災も入っているという形の、今そういう風に聞き取れたんですけど

も、この人が間違ってみたいなのは対象にならないのかもしれないですけども、そうですね。

美瑛で過去に森林火災が発生したかどうかちょっと記憶にはないんですけども、どうですかね。

保険に入ってたほうが、こういうご時世、北海道ここら辺が火災どれだけ発生するか分かんな

いんですけど、いいかなと思うんですけれども、そこら辺のことはどのように考えているかっ

ていうとこですね。 

（「はい」の声） 

○委員長（山本賢一議員） 課長補佐。 

○農林課長補佐 過去、林野火災が、これ町有林の森林保険になりますんで、町有林のみでのご

回答とさせていただくんですけども、令和元年度からの、ここ５年の実績でいくと、令和４年

度に少し林野火災が町有林の中でありまして、この森林保険を適用して保険料をというところ

はあるんですが、やはりここ何年か長い中で見ていきましても、保険対象となるような災害が

発生する機会が少ないという状況にはあります。そういった中で、保険料をかける際に、どう

いった年齢まで、林齢までかけるのが適正かというところで、今年度、対象となる森林の林齢

を見直しさせていただいて、保険料を減額してかけるという形をとらさせていただきました。

以上でございます。 

○委員長（山本賢一議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、予算書の１７７頁及び１７８頁、第１３款災害復旧費、第２項農林業施設災害復旧費、

第１目農業施設災害復旧費についての質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで農林課所管の歳出に関する審査を終わります。 
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散会宣告 

 

○委員長（山本賢一議員） 以上で本日の日程はこれ全部終了いたしました。本日はこれで散会

いたします。農林課の皆さんご苦労さまでした。 

午後５時３６分 散会 


